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編者注:  特許協力条約に基づく規則の修正の詳細、及びその効力の発生と経

過措置に関する国際特許協力同盟総会 (PCT 総会) の決定へのアクセスにつ

いては、国際事務局または以下の WIPO ウェブサイトから PCT 総会の関連

報告書を参照してください:  
www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.html. 

この規則では、これまでに発効した削除規定は、付番方法のすき間を避けるた

めに必要な場合にのみ表示されています。

日本語版編者注:  この日本語版テキストは、日本国外務省告示に基づいて編集

されています。



特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
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※ 千九百七十年六月十九日に採択され、千九百七十八年四月十四日、千九百七十八年十月三日、千九百七十九年五月一日、

千九百八十年六月十六日、千九百八十年九月二十六日、千九百八十一年七月三日、千九百八十二年九月十日、千九百八十三年十

月四日、千九百八十四年二月三日、千九百八十四年九月二十八日、千九百八十五年十月一日、千九百九十一年七月十二日、千九

百九十一年十月二日、千九百九十二年九月二十九日、千九百九十三年九月二十九日、千九百九十五年十月三日、千九百九十七年

十月一日、千九百九十八年九月十五日、千九百九十九年九月二十九日、二千年三月十七日、二千年十月三日、二千一年十月三日、

二千二年十月一日、二千三年十月一日、二千四年十月五日、二千五年十月五日、二千六年十月三日、二千七年十一月十二日、二

千八年五月十五日、二千八年九月二十九日、二千九年十月一日、二千十年九月二十九日、二千十一年十月五日、二千十二年十月

九日、二千十三年十月二日、二千十四年九月三十日、二千十五年十月十四日、二千十六年十月十一日、二千十七年十月十一日、

二千十八年十月二日、二千十九年十月九日、二千二十一年十月八日、二千二十三年七月十四日及びに二千二十四年七月十七日修

正された。

※※ 目次及び注釈は利用者の便宜のために付け加えられた；規則の一部をなすものではない。
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５．２      ヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示 
 
第六規則 請求の範囲 

６．１      請求の範囲の数及び番号の付け方 
６．２      国際出願の他の部分の引用 
６．３      請求の範囲の記述方法 
６．４      従属請求の範囲 
６．５      実用新案 

 
第七規則 図面 

７．１      工程図及び図表 
７．２      期間 

 
第八規則 要約 

８．１      要約の内容及び形式 
８．２      図 
８．３      起草上の指針 

 
第九規則 使用してはならない表現等 

９．１      定義 
９．２      規定が遵守されていないことの注記 
９．３      第二十一条（６）との関係 

 
第十規則 用語及び記号 

１０．１      用語及び記号 
１０．２      一貫性 

 
第十一規則 国際出願の様式上の要件 

１１．１      提出部数 
１１．２      複製のための適合性 
１１．３      使用すべき材料 
１１．４      用紙の別等 
１１．５      用紙の大きさ 
１１．６      余白 
１１．７      用紙の番号の付け方 
１１．８      行の番号の付け方 
１１．９      記載事項の書き方 
１１．１０    図、式及び表を用いる記載 
１１．１１    図面中の語句 
１１．１２    訂正等 
１１．１３    図面に関する特別の要件 
１１．１４    後に提出する書類 

 
第十二規則 国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文 

１２．１      国際出願をするために認められる言語 
１２．１の２  ２０．３、２０．５又は２０．６の規定に基づき提出される要素及び部分の言語 
１２．１の３  １３の２．４の規定に基づき提出される表示の言語 
１２．２      国際出願に加える変更の言語 
１２．３      国際調査のための翻訳文 
１２．４      国際公開のための翻訳文 
 

第十二規則の二 先の調査に関する書類の出願人による提出 
１２の２．１  ４．１２の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出 
１２の２．２  ４．１２の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の提出の国際調査機関に 

           よる求め 
 
第十三規則 発明の単一性 

１３．１      要件 
１３．２      発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合 
１３．３      請求の範囲の記載方法により影響されない発明の単一性の判断 
１３．４      従属請求の範囲 
１３．５      実用新案 
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第十三規則の二 生物材料に係る発明 
１３の２．１  定義 
１３の２．２  言及（総則） 
１３の２．３  言及の内容及び言及又は表示が含まれていない場合 
１３の２．４  言及における表示の届出の期限 
１３の２．５  一又は二以上の指定国のための言及及び表示、異なる指定国のための異なる寄託並びに 

通知された寄託機関以外の寄託機関に対する寄託 
１３の２．６  試料の分譲 
１３の２．７  国内要件の通知及び公表 

 
第十三規則の三 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト 

１３の３．１  国際調査機関における手続 
１３の３．２  国際予備審査機関における手続 
１３の３．３  指定官庁のための配列リスト 

 
第十四規則 送付手数料 

１４．１      送付手数料 
 
第十五規則 国際出願手数料 

１５．１      国際出願手数料 
１５．２      額 
１５．３      支払期間及び支払額 
１５．４      払戻し 

 
第十六規則 調査手数料 

１６．１      手数料を要求する権利 
１６．２      払戻し 
１６．３      部分的な払戻し 

 
第十六規則の二 手数料の支払期間の延長 

１６の２．１  受理官庁による求め 
１６の２．２  後払手数料 

 
第十七規則 優先権書類 

１７．１      先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務 
１７．２      写しの入手の可能性 

 
第十八規則 出願人 

１８．１      住所及び国籍 
１８．２      削除 
１８．３      二人以上の出願人 
１８．４      出願人についての国内法令に規定する要件に関する情報 

 
第十九規則 管轄受理官庁 

１９．１      出願先 
１９．２      二人以上の出願人 
１９．３      受理官庁の任務を委任した事実の公表 
１９．４      受理官庁としての国際事務局への送付 

 
第二十規則 国際出願日 

２０．１      第十一条の規定に基づく決定 
２０．２      第十一条の規定に基づく肯定的な決定 
２０．３      第十一条の規定に基づく欠陥 
２０．４      第十一条の規定に基づく否定的な決定 
２０．５      欠落部分 
２０．５の２  誤つて提出された要素及び部分 
２０．６      要素及び部分を引用により含めることの確認 
２０．７    期間 
２０．８    国内法令との不適合 

 
第二十一規則 写しの作成 

２１．１      受理官庁の責任 
２１．２    出願人のための認証謄本 
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第二十二規則 記録原本及び翻訳文の送付 

２２．１      手続 
２２．２      削除 
２２．３      第十二条（３）に規定する期間 

 
第二十三規則 調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付 

２３．１      手続 
 

第二十三規則の二 先の調査又は先の分類に関する書類の送付 
２３の２．１  ４．１２の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の送付 
２３の２．１  ４１．２の規定の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付 

 
第二十四規則 国際事務局による記録原本の受理 

２４．１      削除 
２４．２      記録原本の受理の通知 

 
第二十五規則 国際調査機関による調査用写しの受領 

２５．１      調査用写しの受領の通知 
 
第二十六規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充 

２６．１      第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め 
２６．２      補充のための期間 
２６．２の２  第十四条（１）（ａ）（ⅰ）及び（ⅱ）に規定する要件の点検 
２６．３      第十四条（１）（ａ）（ⅴ）に規定する様式上の要件の点検 
２６．３の２  第十一規則の規定に基づく欠陥の補充の第十四条（１）（ｂ）に規定する求め 
２６．３の３  第三条（４）（ⅰ）の規定に基づく欠陥の補充の求め 
２６．４      手続 
２６．５      受理官庁による決定 

 
第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加 

２６の２．１  優先権の主張の補充又は追加 
２６の２．２  優先権の主張の欠陥の補充の求め 
２６の２．３  受理官庁による優先権の回復 

 
第二十六規則の三 ４．１７に規定する申立ての補充又は追加 

２６の３．１  申立ての補充又は追加 
２６の３．２  申立ての処理 

 
第二十六規則の四 ４．１１に規定する表示の補充又は追加 

２６の４．１  表示の補充又は追加 
２６の４．２  遅れた表示の補充又は追加 

 
第二十七規則 手数料の不払 

２７．１      手数料 
 
第二十八規則 国際事務局が認めた欠陥 

２８．１      欠陥についての注意 
 
第二十九規則 取り下げられたとみなされる国際出願 

２９．１      受理官庁による認定 
２９．２      削除 
２９．３      ある種の事実についての受理官庁に対する注意の喚起 
２９．４      第十四条（４）に規定する宣言を行う意図の通知 

 
第三十規則 第十四条（４）に規定する期間 

３０．１      期間 
 

第三十一規則 第十三条の規定に基づいて請求される写し 
３１．１      写しの請求 
３１．２      写しの作成 

 
第三十二規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用 
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３２．１      承継国に対する国際出願の効果の適用 
３２．２      承継国に対する適用の効果 

 
第三十三規則 国際調査における関連のある先行技術 

３３．１      国際調査における関連のある先行技術 
３３．２      国際調査を行うべき分野 
３３．３      国際調査の方向付け 

 
第三十四規則 最小限資料 

３４．１ 定義 
 

第三十五規則 管轄国際調査機関 
３５．１      一の国際調査機関による管轄 
３５．２      二以上の国際調査機関による管轄 
３５．３      国際事務局が１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官庁である場合 

 
第三十六規則 国際調査機関の最小限の要件 

３６．１      最小限の要件の定義 
 
第三十七規則 発明の名称の欠落又は欠陥 

３７．１      発明の名称の欠落 
３７．２      発明の名称の決定 

 
第三十八規則 要約の欠落又は欠陥 

３８．１      要約の欠落 
３８．２      要約の作成 
３８．３    要約の修正 

 
第三十九規則 第十七条（２）（ａ）（ⅰ）に規定する国際出願の対象 

３９．１      定義 
 
第四十規則 発明の単一性の欠如（国際調査） 

４０．１      追加手数料の支払の求め、期間 
４０．２      追加手数料 

 
第四十規則の二 国際出願に含まれる又は記載されているものとみなされた欠落部分又は正しい要素若しくは部

分における追加手数料 
４０の２．１  追加手数料の支払の求め 

 
第四十一規則 先の調査及び先の分類の結果の考慮 

４１．１      ４．１２の規定に基づく請求における先の調査の結果の考慮 
４１．２      他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮 

 
第四十二規則 国際調査のための期間 

４２．１      国際調査のための期間 
 
第四十三規則 国際調査報告 

４３．１      表示 
４３．２      日付 
４３．３      分類 
４３．４      言語 
４３．５      列記 
４３．６      調査を行つた分野 
４３．６の２  明白な誤記の訂正の考慮 
４３．７      発明の単一性に関する注釈 
４３．８      権限のある職員 
４３．９      追加事項 
４３．１０    様式 

 
第四十三規則の二 国際調査機関の書面による見解 

４３の２．１  書面による見解 
 
第四十四規則 国際調査報告、書面による見解の送付等 
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４４．１      報告又は宣言及び書面による見解の写し 
４４．２      発明の名称及び要約 
４４．３      列記された文献の写し 

 
第四十四規則の二 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告 

４４の２．１  報告の作成、出願人への送付 
４４の２．２  指定官庁への送達 
４４の２．３  指定官庁のための翻訳 
４４の２．４  翻訳に関する意見 

 
第四十五規則 国際調査報告の翻訳 

４５．１      言語 
 
第四十五規則の二 補充国際調査 

４５の２．１  補充調査請求 
４５の２．２  補充調査取扱手数料 
４５の２．３  補充調査手数料 
４５の２．４  補充調査請求書の点検、欠陥の補充、手数料の後払及び補充調査のために指定された機関 

への送付 
４５の２．５  補充国際調査の開始、基礎及び範囲 
４５の２．６  発明の単一性 
４５の２．７  補充国際調査報告 
４５の２．８  補充国際調査報告の送付及び効果 
４５の２．９  補充国際調査を管轄する国際調査機関 

 
第四十六規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 

４６．１      期間 
４６．２      提出先 
４６．３      補正書の言語 
４６．４      説明書 
４６．５      補正書の形式 

 
第四十七規則 指定官庁への送達 

４７．１      手続 
４７．２      写し 
４７．３      言語 
４７．４      国際公開前の第二十三条（２）の規定に基づく明示の請求 

 
第四十八規則 国際公開 

４８．１      形式及び手段 
４８．２      内容 
４８．３      言語 
４８．４      出願人の請求に基づく早期の国際公開 
４８．５      国内の公表の通知 
４８．６      特定の事実の公示 
 

第四十九規則 第二十二条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料 
４９．１      通知 
４９．２      言語 
４９．３      第十九条の規定に基づく説明書及び１３の２．４の規定による表示 
４９．４      国内様式の使用 
４９．５      翻訳文の内容及び様式上の要件 
４９．６      第二十二条に規定する行為を行わなかつた場合の権利の回復 

 
第四十九規則の二 国内処理の目的のために求められる保護についての表示 

４９の２．１  特定の種類の保護の選択 
４９の２．２  表示の届出の時 
 

第四十九規則の三 受理官庁による優先権の回復の効果、指定官庁による優先権の回復 
４９の３．１  受理官庁による優先権の回復の効果 
４９の３．２  指定官庁による優先権の回復 

 
第五十規則 第二十二条（３）の規定に基づく権能 
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５０．１      権能の行使 
 
第五十一規則 指定官庁による検査 

５１．１      写しの送付を請求するための期間 
５１．２      通知の写し 
５１．３      国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間 

 
第五十一規則の二 第二十七条の規定に基づいて認められる国内的要件 

５１の２．１  認められる国内的要件 
５１の２．２  書類又は証拠を要求することができない場合 
５１の２．３  国内的要件を満たすための機会 

 
第五十二規則 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正 

５２．１      期間 
 
 
Ｃ部 第二章に関する規則 
 
第五十三規則 国際予備審査の請求書 

５３．１      様式 
５３．２      内容 
５３．３      申立て 
５３．４      出願人 
５３．５      代理人又は共通の代表者 
５３．６      国際出願の特定 
５３．７      国の選択 
５３．８      署名 
５３．９      補正に関する記述 

 
第五十四規則 国際予備審査の請求をする資格を有する出願人 

５４．１      住所及び国籍 
５４．２      国際予備審査の請求をする権利 
５４．３      受理官庁としての国際事務局にされた国際出願 
５４．４      国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人 

 
第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間 

５４の２．１   国際予備審査の請求をするための期間 
 
第五十五規則 言語（国際予備審査） 

５５．１      国際予備審査の請求書の言語 
５５．２      国際出願の翻訳文 
５５．３      補正書及び書簡の言語及び翻訳文 

 
第五十六規則 削除 
 
第五十七規則 取扱手数料 

５７．１      支払の義務 
５７．２      額及び移転 
５７．３      支払期間及び支払額 
５７．４      払戻し 

 
第五十八規則 予備審査手数料 

５８．１      手数料を要求する権利 
５８．２      削除 
５８．３      払戻し 

 
第五十八規則の二 手数料の支払期間の延長 

５８の２．１  国際予備審査機関による求め 
５８の２．２  後払手数料 

 
第五十九規則 管轄国際予備審査機関 

５９．１      第三十一条（２）（ａ）の規定に基づく国際予備審査の請求 
５９．２      第三十一条（２）（ｂ）の規定に基づく国際予備審査の請求 
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５９．３      管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付 
 
第六十規則 国際予備審査の請求の欠陥 

６０．１      国際予備審査の請求書の欠陥 
 
第六十一規則 国際予備審査の請求及び選択の通知 

６１．１      国際事務局及び出願人への通知 
６１．２      選択官庁への通知 
６１．３      出願人への通報 
６１．４      公報への掲載 

 
第六十二規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第十九条の規定に基づく補正書の

写し 
６２．１      国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の 
        写し 
６２．２      国際予備審査の請求書が提出された後にする補正 

 
第六十二規則の二 国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳 

６２の２．１   翻訳及び意見 
 
第六十三規則 国際予備審査機関の最小限の要件 

６３．１      最小限の要件の定義 
 
第六十四規則 国際予備審査における関連のある先行技術 

６４．１      先行技術 
６４．２      書面による開示以外の開示 
６４．３      ある種の公表された文書 

 
第六十五規則 進歩性又は自明のものではないこと 

６５．１      先行技術との関係 
６５．２      基準日 

 
第六十六規則 国際予備審査機関における手続 

６６．１      国際予備審査の基礎 
６６．１の２  国際調査機関の書面による見解 
６６．１の３  トップアップ調査 
６６．２      国際予備審査機関の書面による見解 
６６．３      国際予備審査機関に対する正式の答弁 
６６．４      補正書又は抗弁を提出するための追加の機会 
６６．４の２  補正書、抗弁又は明白な誤記の訂正の考慮 
６６．５      補正 
６６．６      出願人との非公式の連絡 
６６．７      優先権主張の基礎となる先の出願の写し及び翻訳文 
６６．８      補正書の形式 

 
第六十七規則 第三十四条（４）（ａ）（ⅰ）に規定する国際出願の対象 

６７．１      定義 
 
第六十八規則 発明の単一性の欠如（国際予備審査） 

６８．１      減縮又は支払を求めない場合 
６８．２      減縮又は支払を求める場合 
６８．３      追加手数料 
６８．４      請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続 
６８．５      主発明 

 
第六十九規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間 

６９．１      国際予備審査の開始 
６９．２      国際予備審査のための期間 

 
第七十規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告（国際予備審査報告） 

７０．１      定義 
７０．２      報告の基礎 
７０．３      表示 
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７０．４      日付 
７０．５      分類 
７０．６      第三十五条（２）の記述 
７０．７      第三十五条（２）の列記 
７０．８      第三十五条（２）の説明 
７０．９      書面による開示以外の開示 
７０．１０    ある種の公表された文書 
７０．１１    補正の表示 
７０．１２    欠陥その他の事項の表示 
７０．１３    発明の単一性に関する注釈 
７０．１４    権限のある職員 
７０．１５    様式、表題 
７０．１６    報告の附属書類 
７０．１７    報告及び附属書類の言語 

 
第七十一規則 国際予備審査報告及び関連書類の送付 

７１．１      受取人 
７１．２      列記された文献の写し 

 
第七十二規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳 

７２．１      言語 
７２．２      出願人のための翻訳文の写し 
７２．２の２  ４３の２．１の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳 
７２．３      翻訳に関する意見 

 
第七十三規則 国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達 

７３．１      写しの作成 
７３．２      選択官庁への送達 

 
第七十四規則 国際予備審査報告の附属書類の翻訳文及びその送付 

７４．１      翻訳文の内容及び翻訳文の送付のための期間 
 
第七十五規則 削除 
 
第七十六規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用 

７６．１      削除 
７６．２      削除 
７６．３      削除 
７６．４      優先権書類の翻訳文の提出 
７６．５      選択官庁における手続への規則の準用 

 
第七十七規則 第三十九条（１）（ｂ）の規定に基づく権能 

７７．１      権能の行使 
 
第七十八規則 選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正 

７８．１      期間 
７８．２      削除 
７８．３      実用新案 

 
 
Ｄ部 第三章に関する規則 
 
第七十九規則 暦 

７９．１      日付の表示 
 
第八十規則 期間の計算 

８０．１      年をもつて定めた期間 
８０．２      月をもつて定めた期間 
８０．３      日をもつて定めた期間 
８０．４      現地の日付 
８０．５      期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合 
８０．６      文書の日付 
８０．７      就業日の終了時 
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第八十一規則 条約に定める期間の変更 

８１．１      提案 
８１．２      総会における決定 
８１．３      通信による投票 

 
第八十二規則 郵便業務における異常 

８２．１      郵便の遅延又は郵便物の亡失 
 
第八十二規則の二 特定の期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容 

８２の２．１  第四十八条（２）の「期間」の意味 
８２の２．２  権利の回復及び第四十八条（２）の規定が適用される他の規定 

 
第八十二規則の三 受理官庁又は国際事務局による誤りの訂正 

８２の３．１  国際出願日及び優先権の主張に関する誤り 
 

第八十二規則の四 期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容及び期間の延長 
８２の４．１  期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容 
８２の４．２  官庁における電子的な通信手段の不通 
８２の４．３  全般的な混乱による期間の延長 

 
第八十三規則 国際機関に対し業として手続をとる権能 

８３．１      権能の証明 
８３．１の２  国際事務局が受理官庁の場合 
８３．２      通知 

 
 
Ｅ部 第五章に関する規則 
 
第八十四規則 代表団の費用 

８４．１      政府が負担する費用 
 
第八十五規則 総会における定足数の不足 

８５．１      通信による投票 
 
第八十六規則 公報 

８６．１      内容 
８６．２      言語、発行の形式及び手段並びに時期 
８６．３      回数 
８６．４      販売 
８６．５      表題 
８６．６      その他の細目 

 
第八十七規則 刊行物の送達 

８７．１      請求による刊行物の送達 
 
第八十八規則 この規則の修正 

８８．１      全会一致が条件とされる場合 
８８．２      削除 
８８．３      特定の国による反対のないことが条件とされる場合 
８８．４      手続 

 
第八十九規則 実施細則 

８９．１      範囲 
８９．２      作成 
８９．３      公表及び効力発生 

 
 
Ｆ部 二以上の章に関する規則 
 
第八十九規則の二 電子形式又は電子的手段による国際出願及び国際出願に関する書類の提出、処理及び送達 

８９の２．１  国際出願 
８９の２．２  国際出願に関する書類 
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８９の２．３  官庁間の送達 
 
第八十九規則の三 紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し 

８９の３．１  紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し 
 
第九十規則 代理人及び共通の代表者 

９０．１      代理人の選任 
９０．２      共通の代表者 
９０．３      代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果 
９０．４      代理人又は共通の代表者の選任の方法 
９０．５      包括委任状 
９０．６      解任及び辞任 

 
第九十規則の二 取下げ 

９０の２．１  国際出願の取下げ 
９０の２．２  指定の取下げ 
９０の２．３  優先権の主張の取下げ 
９０の２．３の２ 補充調査請求の取下げ 
９０の２．４  国際予備審査の請求又は選択の取下げ 
９０の２．５  署名 
９０の２．６  取下げの効果 
９０の２．７  第三十七条（４）（ｂ）に規定する権能 

 
第九十一規則 国際出願及び他の書類中の明白な誤記の訂正 

９１．１      明白な誤記の訂正 
９１．２    訂正のための請求 
９１．３    訂正の許可及び効果 

 
第九十二規則 通信 

９２．１      書簡及び署名の必要性 
９２．２      言語 
９２．３      国内官庁及び政府間機関による郵送 
９２．４      電信、テレプリンター、ファクシミリ等の使用 

 
第九十二規則の二 願書又は国際予備審査の請求書の表示の変更の記録 

９２の２．１  変更の国際事務局による記録 
 
第九十三規則 記録及び一件書類の保存 

９３．１      受理官庁 
９３．２      国際事務局 
９３．３      国際調査機関及び国際予備審査機関 
９３．４      複製物 

 
第九十三規則の二 書類の送達方法 

９３の２．１  請求による送達、電子図書館を経由した送達 
 
第九十四規則 国際出願の一件書類の利用 

９４．１      国際事務局が保有する一件書類の利用 
９４．１の２   受理官庁が保有する一件書類の利用 
９４．１の３   国際調査機関が保有する一件書類の利用 
９４．２      国際予備審査機関が保有する一件書類の利用 
９４．２の２   指定官庁が保有する一件書類の利用 
９４．３      選択官庁が保有する一件書類の利用 

 
第九十五規則 指定官庁及び選択官庁からの情報及び翻訳文 

９５．１      指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報 
９５．２      翻訳文の写しの提供 
 

第九十六規則 手数料表並びに手数料の受領及び移転 
９６．１      規則に附属する手数料表 
９６．２      手数料の受領の通知及び手数料の移転 
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手数料表 
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特許協力条約に基づく規則 
 

Ａ部 序 
 

第一規則 

略称 

１．１ 略称の意味 
（ａ） この規則において「条約」とは、特許協力条約をいう。 
（ｂ） この規則において「章」及び「条」とは、条約の当該章及び当該条をいう。 

 
第二規則 

用語の解釈 

２．１ 「出願人」 
「出願人」というときは、出願人の代理人その他の代表者をもいうものとする。ただし、出願人の語が用いられ

ている規定の表現若しくは性質又は文脈から明らかに異なつた意味に解される場合、例えば、特に、その規定が出

願人の住所又は国籍に言及している場合は、この限りでない。 
 
２．２ 「代理人」 
「代理人」というときは、代理人の語が用いられている規定の表現若しくは性質又は文脈から明らかに異なつ

た意味に解される場合を除くほか、９０．１の規定に基づき選任された代理人をいうものとする。 
 
２．２の２ 「共通の代表者」 
「共通の代表者」というときは、９０．２の規定に基づき共通の代表者として選任され又は共通の代表者とみな

された出願人をいうものとする。 
 
２．３ 「署名」 
「署名」というときは、受理官庁、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関が適用する国内法令が署名に代

えて押印を要求している場合には、当該官庁又は当該機関については、押印をいうものとする。 
 
２．４ 「優先期間」 
（ａ） 優先権の主張に関して「優先期間」というときは、その優先権の基礎となる先の出願の出願の日から十

二箇月の期間をいうものとする。先の出願の日はその期間に含まれない。 
（ｂ） ８０．５の規定は、優先期間に準用する。 
 
 

Ｂ部 第一章に関する規則 
 

第三規則 

願書（様式） 

３．１ 願書の様式 
願書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表わす。 

 
３．２ 印刷した様式の入手の可能性 
印刷した様式は、受理官庁又は、受理官庁が希望する場合には、国際事務局が出願人に無料で提供する。 

 
３．３ 照合欄 
（ａ） 願書には、次の事項を表示する欄を設ける。 
（ⅰ） 国際出願の用紙の枚数の合計及び国際出願の各要素（願書、明細書（明細書の配列リストの部分の用

紙の枚数を別個に表示する。）、請求の範囲、図面及び要約）のそれぞれの用紙の枚数 
（ⅱ） 該当する場合には、委任状（代理人又は共通の代表者を選任する書面）、包括委任状の写し、優先

権書類、電子形式での配列リスト、手数料の支払に関する書類又は照合欄に明記するその他の書類の国際出願へ

の添付の有無 

（ⅲ） 要約が掲載される場合にその要約とともに掲載するよう出願人が示す図の番号。例外的な場合には、

出願人は、二以上の図を示すことができる。 
（ｂ） 照合欄は、出願人が表示するものとし、表示がない場合には、受理官庁が必要な事項を表示する。ただ

し、受理官庁は、（ａ）（ⅲ）に規定する番号を表示してはならない。 
 
３．４ 細目 
３．３の規定に従うことを条件として、印刷した願書の様式及びコンピューター印字により表した願書に関す

る細目は、実施細則で定める。 
 

第四規則 
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願書（内容） 

４．１ 必要的及び任意的な内容並びに署名 
（ａ） 願書には、次の事項を記載する。 
（ⅰ） 申立て 
（ⅱ） 発明の名称 
（ⅲ） 出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示 
（ⅳ） 指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示する

ことを定めている場合には、発明者に関する表示 
（ｂ） 願書には、該当する場合には、次の事項を記載する。 
（ⅰ） 優先権の主張 
（ⅱ） ４．１２（ⅰ）並びに１２の２．１（ｂ）及び（ｄ）に規定する先の調査に関する表示 
（ⅲ） 原出願又は原特許の表示 
（ⅳ） 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示 

（ｃ） 願書には、次の事項を記載することができる。 
（ⅰ） いずれの指定国の国内法令も国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めてい

ない場合であつても、発明者に関する表示 
（ⅱ） 優先権の主張の基礎となる出願が受理官庁である国内官庁又は政府間当局に出願されている場合に

は、優先権書類の作成及び国際事務局への送付についての受理官庁に対する請求 
（ⅲ） 規則４．１７に規定する申立て 
（ⅳ） ４．１８に規定する陳述 
（ⅴ） 優先権の回復の請求 
（ⅵ） ４．１２（ⅱ）に規定する陳述 

（ｄ） 願書には、署名をする。 
 
４．２ 申立て 
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。 
署名者は、この国際出願が特許協力条約に従つて処理されることを請求する。 

 
４．３ 発明の名称 
発明の名称は、短く（英語の場合又は英語に翻訳した場合に二語以上七語以内であることが望ましい。）かつ的

確なものとする。 
 
４．４ 氏名又は名称及びあて名 
（ａ） 自然人の氏名については、姓及び名を記載するものとし、姓を名の前に記載する。 
（ｂ） 法人の名称については、完全な公式の名称を記載する。 
（ｃ） あて名については、郵便物が速やかに当該あて名に配達されるための慣習上の要件を満たすように記

載するものとし、いかなる場合においても、すべての該当する行政単位（住居番号があるときはその番号を含む。）

を記載する。指定国の国内法令が住居番号を記載することを要求していない場合には、その番号の記載がないこ

とは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。出願人との速やかな連絡を可能にするため、出

願人又は、該当する場合には、代理人若しくは共通の代表者の加入電信番号、電話番号、ファクシミリ番号又は他

の同様の通信手段についてはこれらに相当する情報を記載することが望ましい。 
（ｄ） 各出願人、各発明者又は各代理人については、一のあて名のみを記載する。ただし、出願人又は二人以

上の出願人がある場合にあつてすべての出願人を代表する代理人が選任されていないときは、出願人又は二人以

上の出願人がある場合の共通の代表者については、願書に記載されたあて名に加え、通知が送付されるための他

のあて名を記載することができる。 
 
４．５ 出願人 
（ａ） 願書には、出願人又は、二人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。 
（ⅰ） 氏名又は名称 
（ⅱ） あて名 
（ⅲ） 国籍及び住所 

（ｂ） 出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。 
（ｃ） 出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。 

 （ｄ） 願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指

定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。 
（ｅ） 出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書

に記載することができる。 
 
４．６ 発明者 
（ａ） ４．１（ａ）（ⅳ）又は（ｃ）（ⅰ）の規定が適用される場合には、願書には、発明者又は、二人以上の

発明者があるときは、各発明者につき、その氏名又は名称及びあて名を記載する。 
（ｂ） 出願人が発明者である場合には、願書には、（ａ）の規定による記載に代えてその旨の陳述を記載する。 
（ｃ） 発明者の記載に関し指定国の国内法令の要件が同一でない場合には、願書には、異なる指定国について
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異なる者を発明者として記載することができる。この場合には、願書には、各指定国又は各指定国群において特定

の者又は同一の者を発明者とすべき旨の個別の陳述を記載する。 
 

４．７ 代理人 
（ａ） 代理人が選任されている場合には、願書には、その旨を記載するものとし、代理人の氏名又は名称及び

あて名を記載する。 
（ｂ） 代理人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書

に記載することができる。 
 
４．８ 共通の代表者 
共通の代表者を選任した場合には、願書にその旨を記載する。 

 
４．９ 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 
（ａ） 願書の提出は、次の事項を構成する。 

（ⅰ） 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定 

（ⅱ） 第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる

全ての種類の保護を求める旨の表示 

（ⅲ） 第四十五条（１）が適用される指定国において広域特許を求める旨及び、第四十五条（２）が適用さ

れる場合を除き、国内特許を求める旨の表示 
（ｂ） （ａ）（ⅰ）の規定にかかわらず、二千五年十月五日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及

び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げ

と同一の効果をもつて消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の指定に関してこの規定が適

用される旨を二千六年一月五日までに国際事務局に通告すること及びその通告が当該国際出願日になお効力を有

することを条件として、当該国でされた先の国内出願に基づく優先権を主張する全ての願書は当該国を指定しな

い旨の表示を伴うことができる。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。1 

 
４．１０ 優先権の主張 
（ａ） 第八条（１）に規定する申立て（「優先権の主張」）は、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国に

おいて若しくは同条約の締約国について又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国において

若しくは同条約の締約国ではないが同機関の加盟国である国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する

ことによつて行うことができる。優先権の主張は、願書において行うものとし、先の出願に基づく優先権を主張す

る旨の陳述及び次の事項を記載することによつて行う。 
（ⅰ） 先の出願の日付 
（ⅱ） 先の出願の番号 
（ⅲ） 先の出願が国内出願である場合にあつては、その出願がされた工業所有権の保護に関するパリ条約

の締約国又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国の国名 
（ⅳ） 先の出願が広域出願である場合にあつては、適用される広域特許条約に基づき広域特許を与える任

務を有する当局 
（ⅴ） 先の出願が国際出願である場合にあつては、その出願がされた受理官庁 

（ｂ） （ａ）（ⅳ）又は（ⅴ）の規定に基づき要求される記載に加え、 
（ⅰ） 先の出願が広域出願又は国際出願である場合にあつては、優先権の主張には、その先の出願がその国

についてされた一又は二以上の工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の国名を記載することができる。 
（ⅱ） 先の出願が広域出願であり、かつ、当該広域出願について適用される広域特許条約の締約国のいずれ

かが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国のいずれでもない場合にあつては、

優先権の主張には、その先の出願がその国についてされた国のうち少なくとも一の同条約の締約国又は同機関の

加盟国の国名を記載する。 
（ｃ） 第二条（ⅵ）の規定は、（ａ）及び（ｂ）の規定については、適用しない。 

 

４．１１ 継続出願若しくは一部継続出願又は原出願若しくは原特許の表示 

（ａ） 次のいずれかの出願について、 

（ⅰ） 出願人が、４９の２．１（ａ）若しくは（ｂ）の規定により、国際出願がいずれかの指定国において

追加特許、追加証、追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願として取り扱われることを希望する旨の記載

をする場合又は 

（ⅱ） 出願人が、４９の２．１（ｄ）の規定により、国際出願がいずれかの指定国において先の出願の継続

出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合には、 

願書には、その旨の表示を記載し、関連する原出願、原特許又はその他原付与を表示する。 

（ｂ） （ａ）の規定による表示の願書面への記載は４．９の規定の適用上は効力を生じない。 

 
４．１２ 先の調査の結果の考慮 

出願人が国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によつ

 
1 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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て行われた先の国際調査、国際型調査又は国内調査（「先の調査」）の結果を考慮することを希望する場合には、 

（ⅰ） 願書には、その旨の表示を記載し、当該機関又は当該官庁及び先の調査が行われた出願を明示する。 
（ⅱ） 願書には、該当する場合には、国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一であ

る旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一で

ある旨の陳述を記載することができる。 
 
４．１３ 削除 
４．１４ 削除 
 
４．１４の２ 国際調査機関の選択 
国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関が二以上存在する場合には、出願人は、自己の選択する

国際調査機関を願書に記載する。 
 
４．１５ 署名 
願書には、出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には、すべての出願人が署名をする。 

 
４．１６ 特定の語の音訳又は翻訳 
（ａ） 氏名若しくは名称又はあて名は、ローマ字以外の文字で記載する場合には、更に、単なる音訳又は英語

への翻訳によりローマ字を用いて表示する。出願人は、いずれの語を単なる音訳とし又は翻訳とするかについて

決定する。 
（ｂ） ローマ字以外の文字で記載する国名は、更に、英語で表示する。 

 
４．１７ ５１の２．１（ａ）（ⅰ）から（ⅴ）までに規定する国内的要件に関する申立て 
願書には、一又は二以上の指定国が適用する国内法令のために、実施細則に定める文言により、一又は二以上の

次の申立てを含めることができる。 
（ⅰ） ５１の２．１（ａ）（ⅰ）に規定する発明者の特定に関する申立て 
（ⅱ） 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格であつて、５１の２．１（ａ）（ⅱ）

に規定するものに関する申立て 
（ⅲ） 先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格であつて、５１の２．１（ａ）

（ⅲ）に規定するものに関する申立て 
（ⅳ） ５１の２．１（ａ）（ⅳ）に規定する発明者である旨の申立てであつて実施細則に定める署名がされ

たもの 
（ⅴ） ５１の２．１（ａ）（ⅴ）に規定する、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立て 

 
４．１８ 引用により含める旨の陳述 
第十一条（１）（ⅲ）に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願が先の出願に

基づく優先権の主張を伴う場合において、第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）若しくは（ｅ）に規定する国際出願の要素、

若しくは２０．５（ａ）に規定する明細書、請求の範囲若しくは図面の部分、又は２０．５の２（ａ）に規定する

要素若しくは明細書、請求の範囲若しくは図面の部分が、当該国際出願に記載されていないが先の出願に完全に

記載されているときは、２０．６の規定の適用上、当該要素又は部分を２０．６の規定に基づく確認に従つて引用

により当該国際出願に含める旨の陳述を願書に記載することができる。当該陳述は、当該受理の日に願書に記載

されていない場合には、当該受理の日に国際出願に記載されている場合又は国際出願とともに提出された場合に

限り、願書に追加することができる。 
 
４．１９ 他の事項の記載 
（ａ） 願書には、４．１から４．１８までに定める事項以外のいかなる事項も記載してはならない。ただし、

実施細則は、願書に記載することが許される他の事項を定めることができる。もつとも、他の事項の記載を義務的

なものとすることはできない。 
（ｂ） 受理官庁は、願書に４．１から４．１８までに定める事項以外の事項又は（ａ）の規定に従つて実施細

則により願書に記載が許される事項以外の事項が記載されている場合には、当該記載事項を職権によつて抹消す

る。 
 

第五規則 

明細書 

５．１ 明細書の記述方法 
（ａ） 明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示し及び次の事項を次のように記載する。 
（ⅰ） その発明の関連する技術分野を明示する。 
（ⅱ） 出願人の知る限りにおいてその発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる背景技術を表示

する。また、その背景技術について記述している文献を引用することが望ましい。 
（ⅲ） 技術的課題（技術的課題が明白に記述されていない場合を含む。）及びその解決方法を理解すること

ができるように、請求の範囲に記載されている発明を開示する。その発明が背景技術との関連において有利な効

果を有する場合には、その効果を記載する。 
（ⅳ） 図面がある場合には、図について簡単に説明する。 
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（ⅴ） 請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると

考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。

指定国の国内法令が最良の形態ではなくいずれかの形態（最良であると考えられるものであるかどうかを問わな

い。）を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考える形態が記載されていないことは、当該

指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 
（ⅵ） 発明の説明又は性質から明らかでない場合には、その発明の対象の産業上の利用方法並びに生産方

法及び使用方法又は、単に使用されるものであるときは、使用方法を明示的に記載する。「産業」の語は、工業所

有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。 
（ｂ） （ａ）に規定する記述方法及び順序は、発明の性質上異なる記述方法又は順序により発明を一層よく理

解することができるようになり及び表現が一層簡潔となる場合を除くほか、遵守する。 
（ｃ） （ｂ）の規定に従うことを条件として、（ａ）の各事項の前には、実施細則に示す適当な見出しを付す

ることが望ましい。 
 
５．２ ヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示 
（ａ） 国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列であつて実施細則の規定に従つて配列リストに含まれる

ことを要求されるものの開示を含む場合には、明細書には、実施細則に定める基準を満たした明細書の配列リス

トの部分を含むものとする。 
（ｂ） 明細書の配列リストの部分に含まれる言語依存フリーテキストは、明細書の主要な部分に含まれるこ

とを要しない。 
 

第六規則 

請求の範囲 

６．１ 請求の範囲の数及び番号の付け方 
（ａ） 請求の範囲の数は、請求の範囲に記載される発明の性質を考慮して妥当な数とする。 
（ｂ） 請求の範囲の数が二以上の場合には、請求の範囲には、アラビア数字により連続番号を付する。 
（ｃ） 請求の範囲について補正をする場合における番号の付け方は、実施細則で定める。 

 
６．２ 国際出願の他の部分の引用 
（ａ） 請求の範囲は、不可欠である場合を除くほか、発明の技術的特徴について明細書又は図面を引用する記

載によつてはならない。特に、請求の範囲は、「明細書の…の箇所に記載したように」又は「図面の…の図に示し

たように」のような引用をする記載によつてはならない。 
（ｂ） 国際出願が図面を含む場合には、請求の範囲に記載されている技術的特徴には、その特徴に係る引用符

号を付することが望ましい。 
引用符号は、括弧を付して用いることが望ましい。引用符号を付することが請求の範囲の速やかな理解を特に容

易にするものでない場合には、引用符号は、用いない。指定官庁は、公表に当たつては、引用符号を省略すること

ができる。 
 
６．３ 請求の範囲の記述方法 
（ａ） 保護が求められている事項は、発明の技術的特徴を記載することによつて明示する。 
（ｂ） 請求の範囲には、適当と認められるときは、次のものを含める。 
（ⅰ） 保護が求められている事項の明示に必要な発明の技術的特徴であつて結合して先行技術をなすもの

を表示する陳述 
（ⅱ） （ⅰ）の規定に従つて記載された技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を簡潔に記

載する特徴部分。この部分は、「に特徴を有する」、「を特徴とする」、「のように改良した」又はその他これらの表

現と同様の表現を用いて示される。 
（ｃ） 指定国の国内法令が（ｂ）に規定する請求の範囲の記述方法を定めていない場合には、その記述方法に

従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。ただし、実際に用いられる請求の範

囲の記述方法が当該指定国の国内法令の要件を満たしている場合に限る。 
 
６．４ 従属請求の範囲 
（ａ） 一又は二以上の他の請求の範囲のすべての特徴を含む請求の範囲（この従属的な形式の請求の範囲を

以下「従属請求の範囲」という。）の記載は、可能なときは冒頭に、他の請求の範囲を引用して行い、次に、保護

が求められている追加の特徴を記載することによつて行う。二以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲

（「多数従属請求の範囲」）は、引用しようとする請求の範囲を択一的な形式によつてのみ引用する。多数従属請求

の範囲は、他の多数従属請求の範囲のための基礎として用いてはならない。国際調査機関として行動する国内官

庁に係る国の国内法令が多数従属請求の範囲を前二文に規定する請求の範囲の記述方法と異なる方法によつて起

草することを許していない場合において、前二文に規定する請求の範囲の記述方法に従わないときは、国際調査

報告に第十七条（２）（ｂ）の規定に基づく表示をすることができる。実際に用いられる請求の範囲の記述方法が

指定国の国内法令の要件を満たしている場合には、第二文又は第三文に規定する請求の範囲の記述方法に従わな

いことは、当該指定国においていかなる影響も及ぼすものではない。 
（ｂ） 従属請求の範囲は、それが引用する請求の範囲に含まれるすべての限定又は、従属請求の範囲が多数従

属請求の範囲である場合には、当該多数従属請求の範囲と関係する特定の請求の範囲に含まれるすべての限定を

含むものと解する。 
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（ｃ） 前の単一の請求の範囲を引用するすべての従属請求の範囲及び前の二以上の請求の範囲を引用するす

べての従属請求の範囲は、可能な範囲でかつ最も実際的な方法で取りまとめて記載する。 
 
６．５ 実用新案 
国際出願に基づき実用新案を与えることを求められている指定国は、国際出願の処理がその指定国において開

始された後は、６．１から６．４までに規定する事項につき、これらの規定に代えて実用新案に関する国内法令の

規定を適用することができる。ただし、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、第二十二条に規

定する当該期間の満了の後少なくとも二箇月の期間の猶予を与えられることを条件とする。 
 

第七規則 

図面 

７．１ 工程図及び図表 
工程図及び図表は、図面とする。 

 
７．２ 期間 
第七条（２）（ⅱ）に規定する期間は、事情に応じて相当の期間とし、いかなる場合にも、同条（２）（ⅱ）の規

定に基づいて図面又は追加の図面の提出を要求する書面の日付の日から二箇月未満であつてはならない。 
 

第八規則 

要約 

８．１ 要約の内容及び形式 
（ａ） 要約は、次の事項から成る。 
（ⅰ） 明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要。概要は、発明の属する技術分野を表示し、

並びに技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができる

ように起草する。 
（ⅱ） 該当する場合には、国際出願に記載されているすべての化学式のうち発明の特徴を最もよく表すも

の 
（ｂ） 要約は、表現することができる限りにおいて簡潔なもの（英語の場合又は英語に翻訳した場合に五十語

以上百五十語以内であることが望ましい。）とする。 
（ｃ） 要約には、請求の範囲に記載されている発明の利点若しくは価値の主張又はその発明の思惑的な利用

について記載してはならない。 
（ｄ） 要約に記載されている主要な技術的特徴であつて国際出願の図面に示されているもののそれぞれには、

括弧付きの引用符号を付する。 
 
８．２ 図 
（ａ） 出願人が３．３（ａ）（ⅲ）に掲げる表示をしない場合又は国際調査機関が図面全体のすべての図のう

ち出願人の示した図以外の図が発明の特徴を一層よく表していると認めた場合には、国際調査機関は、（ｂ）の規

定が適用される場合を除くほか、国際事務局が要約とともに公表する図を表示する。この場合には、要約ととも

に、国際調査機関の表示した図を公表する。その他の場合には、（ｂ）の規定が適用される場合を除くほか、要約

とともに出願人の示した図を公表する。 
（ｂ） 国際調査機関は、図面中のいずれの図も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその

旨を通知する。この場合には、国際事務局による要約の公表に、出願人が３．３（ａ）（ⅲ）の規定に従つて図を

示している場合であつても、いかなる図も掲載しない。 
 
８．３ 起草上の指針 
要約は、当該技術分野における調査のための選別手段として、特に、当該国際出願自体を調べる必要性の有無を

判断する上で科学者、技術者又は研究者に役立つよう、効率的に利用することができるように起草する。 
 

第九規則 

使用してはならない表現等 

９．１ 定義 
国際出願には、次のものを記載してはならない。 
（ⅰ） 善良の風俗に反する表現又は図面 
（ⅱ） 公の秩序に反する表現又は図面 
（ⅲ） 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する記述

（先行技術との単なる比較は、それ自体では、誹謗とはみなさない。） 
（ⅳ） 状況からみて明らかに関連性のない又は不必要な記述又は他の事項 

 
９．２ 規定が遵守されていないことの注記 
受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び国際事務局は、９．１の規定が遵守されていな

いことを注記することができるものとし、国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆することができる。こ

の場合において、受理官庁、管轄国際調査機関、補充調査のために指定された管轄機関及び国際事務局は、該当す

る場合には、そのような示唆について通知を受ける。 
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９．３ 第二十一条（６）との関係 
第二十一条（６）にいう「誹謗の記載」とは、９．１（ⅲ）に規定する意味を有する。 

 
第十規則 

用語及び記号 

１０．１ 用語及び記号 
（ａ） 度量衡の単位は、メートル法で記載するものとし、メートル法以外のもので記載した場合には、メート

ル法によるものを併記する。 
（ｂ） 温度は、摂氏で記載するものとし、摂氏以外のもので記載した場合には、摂氏によるものを併記する。 
（ｃ） 削除 
（ｄ） 熱、エネルギー、光、音及び磁気の表示並びに数式及び電気の単位については、国際慣行に従う。化学

式については、一般に用いられている記号、原子量及び分子式を用いる。 
（ｅ） 技術用語、記号及び符号は、通常、当該技術分野において一般に採用されているものを用いる。 
（ｆ） 国際出願又はその翻訳文を英語、中国語又は日本語で作成する場合には、小数部分は、最初に小数点を

付することによつて表示し、国際出願又はその翻訳文を英語、中国語又は日本語以外の言語で作成する場合には、

小数点は、コンマを用いる。 
 
１０．２ 一貫性 
用語及び記号は、当該国際出願の全体を通じて一貫して使用する。 

 
第十一規則 

国際出願の様式上の要件 

１１．１ 提出部数 
（ａ） 国際出願及び照合欄に明記する各書類（３．３（ａ）（ⅱ））は、（ｂ）の規定に従うことを条件として、

一通を提出する。 
（ｂ） 受理官庁は、国際出願及び照合欄に明記する各書類（３．３（ａ）（ⅱ））（支払つた手数料の領収書又

は手数料の支払のための小切手を除く。）について、二通又は三通を提出することを要求することができる。この

場合には、受理官庁は、記録原本と他の一通又は二通との同一性を確認する責任を負う。 
 
１１．２ 複製のための適合性 
（ａ） 国際出願のすべての要素（願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約）は、写真、静電的方法、写真オ

フセット及びマイクロフィルムによつて、直接に任意の部数の複製をすることができるように作成する。 
（ｂ） 用紙には、しわ及び裂け目があつてはならない。用紙は、折つてはならない。 
（ｃ） 用紙は、片面のみを用いる。 
（ｄ） 用紙は、１１．１０（ｄ）及び１１．１３（ｊ）の規定が適用される場合を除くほか、縦長にして用い

る（用紙の短辺を上下とする。）。 
 
１１．３ 使用すべき材料 
国際出願のすべての要素は、可撓性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、かつ、耐久性のある紙を

用いて作成する。 
 
１１．４ 用紙の別等 
（ａ） 国際出願の各要素（願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約）は、別個の用紙を用いて作成する。 
（ｂ） 国際出願のすべての用紙は、調べる際に容易にめくることができるよう並びに複製のため容易に分離

し及びとじ直すことができるようにとじる。 
 
１１．５ 用紙の大きさ 
用紙の大きさは、Ａ４判（縦二十九・七センチメートル、横二十一センチメートル）とする。ただし、受理官庁

は、他の大きさの用紙による国際出願を許すことができる。もつとも、国際事務局に送付する記録原本及び、管轄

国際調査機関が要求するときは、調査用写しは、Ａ４判の大きさとする。 
 
１１．６ 余白 
（ａ） 明細書、請求の範囲及び要約を記載する用紙の余白は、少なくとも次のとおりとする。 

上端 二センチメートル 
左端 二・五センチメートル 
右端 二センチメートル 
下端 二センチメートル 

（ｂ） （ａ）に規定する余白については、次の数値を超えないことが望ましい。 
上端 四センチメートル 
左端 四センチメートル 
右端 三センチメートル 
下端 三センチメートル 
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（ｃ） 図面を記載する用紙については、その使用することができる面は、縦二十六・二センチメートル、横十

七センチメートルを超えないものとする。用紙の使用することができる面又は使用した面の周囲には、枠を記載

してはならない。余白は、少なくとも次のとおりとする。 
上端 二・五センチメートル 
左端 二・五センチメートル 
右端 一・五センチメートル 
下端 一センチメートル 

（ｄ） （ａ）から（ｃ）までに定める余白は、Ａ４判の大きさの用紙について適用する。したがつて、受理官

庁がＡ４判以外の大きさの用紙を許す場合においても、Ａ４判の大きさの記録原本及び、要求されたときは、Ａ４

判の大きさの調査用写しには、（ａ）から（ｃ）までに定める余白をとる。 
（ｅ） （ｆ）及び１１．８（ｂ）の規定に従うことを条件として、国際出願の余白は、その提出の際は、完全

な空白としておかなければならない。 
（ｆ） 上端の余白の左隅には、出願人の書類記号を付することができる。ただし、書類記号は、用紙の上端か

ら一・五センチメートル以内に付さなければならない。出願人の書類記号の文字数は、実施細則に定める数を超え

てはならない。 
 
１１．７ 用紙の番号の付け方 
（ａ） 国際出願のすべての用紙には、アラビア数字により連続番号を付する。 
（ｂ） （ａ）の番号は、用紙の上端又は下端（余白を除く。）の中央に付する。 

 
１１．８ 行の番号の付け方 
（ａ） 明細書及び請求の範囲の各用紙には、五行目ごとに番号を付することが極めて望ましい。 
（ｂ） （ａ）の番号は、用紙の左側の余白の右半分に付する。 

 
１１．９ 記載事項の書き方 
（ａ） 願書、明細書、請求の範囲及び要約は、タイプ印書又は印刷による。 
（ｂ） 図式記号、化学式、数式及び中国語又は日本語の特定の漢字に限り、必要なときは、手書きによること

ができる。 
（ｃ） タイプ印書による場合には、行の間隔は、一・五文字の幅とする。 
（ｄ） 記載事項は、大文字の大きさが縦〇・二八センチメートル以上の文字及び暗色の退色性のない色であつ

て１１．２に定める要件を満たすもので記載する。ただし、願書の文言は、大文字の大きさが縦〇．二一センチメ

ートル以上の文字で記載することができる。 
（ｅ） （ｃ）及び（ｄ）の規定は、タイプ印書による場合の行の間隔及び文字の大きさに関する限り、中国語

又は日本語による記載については、適用しない。 
 
１１．１０ 図、式及び表を用いる記載 
（ａ） 願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。 
（ｂ） 明細書、請求の範囲及び要約には、化学式又は数式を記載することができる。 
（ｃ） 明細書及び要約には、表を使用することができる。請求の範囲には、表を使用することが望ましい事項

についてのみ、表を使用することができる。 
（ｄ） 表及び化学式又は数式は、その上下を正しくしては縦長にして用いられる用紙に十分に配置すること

ができない場合には、横にして用紙の長辺と並行に配置することができる。表、化学式又は数式がそのように配置

される用紙は、表又は式の上端が用紙の左側になるようにして提示する。 
 
１１．１１ 図面中の語句 
（ａ） 図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ＡＢの切断面」等の単語又は語句並び

に電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を

除くほか、文言を記載してはならない。 
（ｂ） 用いる語は、翻訳された場合にその語が覆われることになるように、また、図面中のいずれの線にもか

かることなくその翻訳をはり付けることができるように配置する。 
 
１１．１２ 訂正等 
各用紙においては、合理的な範囲を超えて消してはならず、また、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはなら

ない。内容の真正であることに疑いがなく、かつ、良好な複製のための要件が損なわれないことを条件として、第

一文の規定に従わないことを認めることができる。 
 
１１．１３ 図面に関する特別の要件 
（ａ） 図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な、均一の太さの、かつ、明瞭な線及び画で着色すること

なく、作成する。 
（ｂ） 切断面は、平行斜線によつて示す。この場合において、引用符号及び引出し線の明瞭な読取りが妨げら

れてはならない。 
（ｃ） 図の大きさ及び作図の明瞭性は、三分の二の線縮尺による写真複製をした場合にすべての細部を容易

に識別することができるようなものとする。 
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（ｄ） 例外的に図面の尺度を示す場合には、尺度は、図式で表示する。 
（ｅ） 図面に記載するすべての数字、文字及び引出し線は、簡潔かつ明瞭なものとする。括弧、円又は引用符

は、数字及び文字とともには、用いない。 
（ｆ） 図面中のすべての線は、通常、製図用具を用いて引く。 
（ｇ） 図の各要素は、異なる比率を使用することが図の明瞭性に不可欠な場合を除くほか、図中の他の要素の

それぞれに対して妥当な比率のものとする。 
（ｈ） 数字及び文字の大きさは、縦〇・三二センチメートル以上とする。図面中の文字は、ローマ字及び、慣

習となつている場合には、ギリシャ文字を用いる。 
（ｉ） 図面の同一の用紙には、二以上の図を記載することができる。二以上の用紙に描く図が単一の完全な図

を構成する場合には、二以上の用紙に描く図は、単一の完全な図を得るように合わせたときに各用紙に示されて

いるいずれの図のいずれの部分をも隠すこととならないように配置する。 
（ｊ） 個々の図は、不必要な間隔を置くことなく、望ましくは図の上下を正しく、相互に十分に離して一又は

二以上の用紙に配置する。図の上下を正しく配置することができない場合には、図の上端が用紙の左側になるよ

うに図を横にして用紙の長辺と並行に配置して提示する。 
（ｋ） 個々の図には、用紙の番号とは関係なく、アラビア数字により連続番号を付する。 
（ｌ） 明細書に用いない引用符号は図面に、図面に用いない引用符号は明細書に用いない。 
（ｍ） 同一の部分は、引用符号を用いて示す場合には、当該国際出願の全体を通じて同一の符号によつて示

す。 
（ｎ） 図面に多数の引用符号を用いる場合には、すべての引用符号及びその対応する部分を掲げる別紙を添

付することが極めて望ましい。 
 
１１．１４ 後に提出する書類 
第十規則及び１１．１から１１．１３までの規定は、国際出願をした後に提出するすべての書類（例えば、差替

え用紙、補正後の請求の範囲、翻訳文）についても適用する。 
 

第十二規則 

国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文 

１２．１ 国際出願をするために認められる言語 
（ａ） 国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。 
（ｂ） 各受理官庁は、国際出願をするために、次の（ⅰ）及び（ⅱ）に該当する言語のうち少なくとも一の言

語を認める。 
（ⅰ） 受理官庁に提出した国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関又は該当する場合には二以上の国

際調査機関のうち少なくとも一の国際調査機関が認める言語 
（ⅱ） 国際公開の言語 

（ｃ） （ａ）の規定にかかわらず、願書は、受理官庁がこの（ｃ）の規定の適用上認める国際公開の言語で提

出する。 
（ｄ） （ａ）の規定にかかわらず、明細書の配列リストの部分に記載されている言語依存フリーテキストは、

受理官庁が言語依存フリーテキストのために認める言語で提出する。この（ｄ）の規定に基づいて認められるが

（ａ）の規定に基づいて認められない言語は、（ｂ）の規定の要件を満たすものとする。受理官庁は、実施細則に

定めるところにより言語依存フリーテキストを二以上の言語で提出することを認めることができるが、これを要

求してはならない。 
 
１２．１の２ ２０．３、２０．５、２０．５の２又は２０．６の規定に基づき提出される要素及び部分の言語 
２０．３（ｂ）、２０．５の２（ｂ）、２０．５の２（ｃ）又は２０．６（ａ）の規定に基づき出願人により提出

される第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）又は（ｅ）に規定する要素及び２０．５（ｂ）、２０．５（ｃ）、２０．５の２（ｂ）、

２０．５の２（ｃ）又は２０．６（ａ）の規定に基づき出願人が提出する明細書、請求の範囲又は図面の部分は、

出願時における国際出願の言語で作成し、１２．３（ａ）又は１２．４（ａ）の規定に基づき出願の翻訳が要求さ

れる場合には、出願時における国際出願の言語及び当該翻訳の言語で作成する。 
 
１２．１の３ １３の２．４の規定に基づき提出される表示の言語 
１３の２．４の規定に基づき提出される寄託された生物材料に関する表示は、国際出願の言語で記載する。ただ

し、１２．３（ａ）又は１２．４（ａ）の規定に基づき国際出願の翻訳が要求されている場合には、当該表示は、

当該国際出願がされた言語及び当該翻訳の言語で提出する。 
 
１２．２ 国際出願に加える変更の言語 
（ａ） 国際出願についての補正は、４６．３及び５５．３に規定する場合を除くほか、当該国際出願がされた

言語で行う。 
（ｂ） ９１．１に規定する国際出願中の明白な誤記の訂正は、当該国際出願がされた言語で行う。ただし、次

の（ⅰ）及び（ⅱ）に規定する場合を除く。 
（ⅰ） 国際出願の翻訳文が１２．３（ａ）、１２．４（ａ）又は５５．２（ａ）の規定に基づき要求される

場合には、９１．１（ｂ）（ⅱ）及び（ⅲ）に規定する訂正は、当該国際出願の言語及びその翻訳文の言語の双方

で行う。 
（ⅱ） 願書の翻訳文が２６．３の３（ｃ）の規定に基づき要求される場合には、９１．１（ｂ）（ⅰ）に規
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定する訂正は、その翻訳文の言語のみで足りる。 
（ｃ） 第二十六規則の規定に基づく国際出願の欠陥の補充は、当該国際出願がされた言語で行う。１２．３又

は１２．４の規定に基づき提出される国際出願の翻訳文の第二十六規則に基づく欠陥の補充、５５．２（ａ）の規

定に基づき提出される翻訳文の５５．２（ｃ）の規定に基づく欠陥の補充、又は２６．３の３（ｃ）の規定に基づ

き提出される願書の翻訳文の欠陥の補充は、その翻訳文の言語で行う。 
 
１２．３ 国際調査のための翻訳文 
（ａ） 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人

は、受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に、当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文

を提出する。 
（ⅰ） 当該国際調査機関が認める言語 
（ⅱ） 国際公開の言語 
（ⅲ） 国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、１２．１（ａ）の規定に基づき受理官庁が認め

る言語 
（ａの２）明細書の配列リストの明細書の配列リストの部分については、（ａ）の規定は言語依存フリーテキス

トについてのみ適用する。言語依存フリーテキストの翻訳文については、実施細則で定める。 
（ｂ） （ａ）の規定は、願書については適用されない。 
（ｃ） 受理官庁が２０．２（ｃ）の規定に基づく通知を出願人に送付するまでに出願人が（ａ）の規定に基づ

き要求される翻訳文を提出しなかつた場合には、受理官庁は、望ましくは当該通知とともに、出願人に対し次のこ

とを求める。 
（ⅰ） （ａ）に規定する期間内に要求された翻訳文を提出すること。 
（ⅱ） （ａ）に規定する期間内に要求された翻訳文が提出されなかつた場合には、その求めの日から一箇月

の期間又は受理官庁による国際出願の受理の日から二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に当該翻訳

文を提出し及び該当するときは（ｅ）に定める遅延提出手数料を支払うこと。 
（ｄ） 受理官庁が（ｃ）の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、出願人が（ｃ）（ⅱ）に規定する当該

期間内に要求される翻訳文の提出及び要求される遅延提出手数料の支払を行わなかつた場合には、国際出願は、

取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。受理官庁がその宣言を行う前であり、かつ、優先

日から十五箇月の期間を経過する前に当該受理官庁が受理した翻訳文及び支払は、当該期間の満了前に受理した

ものとみなす。 
（ｅ） 受理官庁は、（ａ）に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表一に掲げる三十枚を

超える国際出願の用紙一枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の二十五パーセントに等しい遅延提出手

数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。 

 
１２．４ 国際公開のための翻訳文 
（ａ） 国際出願が国際公開の言語でない言語でされ、かつ、翻訳文が１２．３（ａ）の規定に基づき要求され

ていない場合には、出願人は、優先日から十四箇月の期間内に、受理官庁に対し、受理官庁がこの（ａ）の規定の

適用上認める国際公開の言語による国際出願の翻訳文を提出する。 
（ａの２）明細書の配列リストの明細書の配列リストの部分については、（ａ）の規定は言語依存フリーテキス

トについてのみ適用する。言語依存フリーテキストの翻訳文については、実施細則で定める。 
（ｂ） （ａ）の規定は、願書については適用されない。 
（ｃ） 出願人が（ａ）に規定する期間内に（ａ）の規定に基づき要求される翻訳文を提出しなかつた場合には、

受理官庁は、出願人に対し、優先日から十六箇月の期間内にその翻訳文を提出し及び該当するときは（ｅ）に規定

する遅延提出手数料の支払を求める。受理官庁がその求めを送付する前に当該受理官庁が受理した翻訳文は、（ａ）

に規定する期間の満了前に受理したものとみなす。 
（ｄ） 出願人が（ｃ）に規定する期間内に要求される翻訳文の提出及び要求される遅延提出手数料の支払を行

わなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。受理官庁がそ

の宣言を行う前であり、かつ、優先日から十七箇月の期間を経過する前に当該受理官庁が受理した翻訳文及び支

払は、（ｃ）に規定する期間の満了前に受理したものとみなす。 
（ｅ） 受理官庁は、（ａ）に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表一に掲げる三十枚を

超える国際出願の用紙一枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の二十五パーセントに等しい遅延提出手

数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。 

 
第十二規則の二 

先の調査に関する書類の出願人による提出 

１２の２．１ ４．１２の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出 
（ａ） 出願人が同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によつて行われた先の調査の結果を考慮するよ

う４．１２の規定に基づき国際調査機関に対して請求した場合には、出願人は、（ｂ）から（ｄ）までの規定に

従うことを条件として、国際出願とともに先の調査の結果の写しを当該機関又は当該官庁が作成する形式（例え

ば、調査報告、列記された先行技術の一覧表、審査報告の形式）で受理官庁に提出する。 
（ｂ） 先の調査が受理官庁として行動する官庁と同一の官庁によつて行われた場合には、出願人は、（ａ）

に規定する写しの提出に代えて、受理官庁に対し、それを作成し、国際調査機関に送付することを希望する旨を

記載することができる。その請求は、願書において行うものとし、また、受理官庁は、手数料の受理官庁への支
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払を条件とすることができる。 
（ｃ） 先の調査が同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われた

場合には、（ａ）に規定する写しは、（ａ）の規定に基づいて提出することを要求されない。 
（ｄ） （ａ）に規定する写しが受理官庁又は国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館に

より当該受理官庁又は国際調査機関が入手可能である場合において、出願人が願書にその旨を記載したときは、

写しは、（ａ）の規定に基づいて提出することを要求されない。 
 
１２の２．２  ４．１２の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の提出の国際調査機関による求め 

（ａ） 国際調査機関は、（ｂ）及び（ｃ）の規定に従うことを条件として、事情に応じて相当の期間内に、出

願人に対し、次のものを提出するよう求めることができる。 
（ⅰ） 関係する先の出願の写し 
（ⅱ） 先の出願が当該国際調査機関が認めていない言語でされた場合には、当該国際調査機関が認める言

語による当該先の出願の翻訳文 
（ⅲ） 先の調査の結果が当該国際調査機関が認めていない言語で作成された場合には、当該国際調査機関

が認める言語による当該先の調査の結果の翻訳文 
（ⅳ）先の調査の結果に列記された文献の写し 

（ｂ） 先の調査が同一の国際調査機関若しくは国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行わ

れた場合又は（ａ）に規定する写し若しくは翻訳文が当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図

書館により若しくは優先権書類の形式で当該国際調査機関が入手可能である場合には、（ａ）に規定する写し又は

翻訳文は、（ａ）の規定に基づいて提出することを要求されない。 
（ｃ） 願書に国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出

願されたことを除いて国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述が４．１

２（ⅱ）の規定に基づいて記載された場合には、（ａ）（ⅰ）及び（ⅱ）に規定する写し又は翻訳文は、これらの規

定に基づいて提出することを要求されない。 
 

第十三規則 

発明の単一性 

１３．１ 要件 
国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う

（「発明の単一性の要件」）。 
 
１３．２ 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合 
一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に一又は二以上の同

一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、１３．１に規定する発明の単一性の

要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行

う貢献を明示する技術的特徴をいう。 
 
１３．３ 請求の範囲の記載方法により影響されない発明の単一性の判断 
一群の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関しているかの判断は、これらの発明が別個の請求の

範囲に記載されているか単一の請求の範囲に択一的な形式によつて記載されているかを考慮することなく行う。 
 
１３．４ 従属請求の範囲 
１３．１の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場

合であつても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の

範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。 
 
１３．５ 実用新案 
国際出願に基づき実用新案を与えることを求められている指定国は、国際出願の処理がその指定国において開

始された後は、１３．１から１３．４までに規定する事項につき、これらの規定に代えて実用新案に関する国内法

令の規定を適用することができる。ただし、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、第二十二条

に規定する当該期間の満了の後少なくとも二箇月の期間の猶予を与えられることを条件とする。 
 

第十三規則の二 

生物材料に係る発明 

１３の２．１ 定義 
この第十三規則の二の規定の適用上、「寄託された生物材料への言及」とは、寄託機関に対する生物材料の寄託

又は寄託された当該生物材料に関して国際出願に記載された事項をいう。 
 
１３の２．２ 言及（総則） 
寄託された生物材料への言及は、この第十三規則の二の規定に従つて行うものとし、その場合には、各指定国の

国内法令の要件を満たしているものとみなす。 
 
１３の２．３ 言及の内容及び言及又は表示が含まれていない場合 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

（ａ） 寄託された生物材料への言及には、次の事項を表示する。 
（ⅰ） 寄託をした寄託機関の名称及びあて名 
（ⅱ） 当該寄託機関に生物材料を寄託した日付 
（ⅲ） 当該寄託機関が寄託について付した受託番号 
（ⅳ） １３の２．７ （ａ）（ⅰ）の規定により国際事務局が通知を受けた追加事項。ただし、当該追加事

項を表示するとの要件が国際出願のされる時の遅くとも二箇月前までに１３の２．７（ｃ）の規定に従つて公報に

掲載された場合に限る。 
（ｂ） 寄託された生物材料への言及が含まれていないこと又は寄託された生物材料への言及に（ａ）の規定に

よる表示が含まれていないことは、指定国の国内法令が国内出願に当該言及又は当該表示を要求していない場合

には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 
 
１３の２．４ 言及における表示の届出の期限 
（ａ） （ｂ）及び（ｃ）の規定が適用される場合を除くほか、出願時における国際出願において１３の２．３

（ａ）に掲げる事項の表示のいずれかが寄託された生物材料への言及に含まれていない場合において、 
（ⅰ） 優先日から十六箇月以内に国際事務局に届け出られたときは、その表示は、指定官庁について所定の

期限までに行われたものとみなす。 
（ⅱ） 優先日から十六箇月を経過した後に国際事務局に届け出られたときであつても、その表示が国際公

開の技術的準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、その表示は、指定官庁について当該期間の末日

に行われたものとみなす。 
（ｂ） 指定官庁が適用する国内法令が国内出願について要求している場合には、当該指定官庁は、１３の２．

３（ａ）に掲げる事項の表示を優先日から十六箇月よりも早い時に届け出ることを要求することができる。ただ

し、１３の２．７（ａ）（ⅱ）の規定により国際事務局がその要件の通知を受け、かつ、国際事務局が国際出願の

される時の遅くとも二箇月前までにその要件を１３の２．７（ｃ）の規定に従つて公報に掲載した場合に限る。 
（ｃ） 指定官庁は、出願人が第二十一条（２）（ｂ）の規定に基づいて早期の国際公開の請求をする場合には、

国際公開の技術的準備が完了する前に届け出られていない表示を所定の期限までに行われなかつたものとみなす

ことができる。 
（ｄ） 国際事務局は、（ａ）の規定により届け出る表示を受理した日付を出願人に通知するとともに、次のこ

とを行う。 
（ⅰ） 表示が国際公開の技術的準備が完了する前に受理された場合には、（ａ）の規定により届け出る表示

及び受理の日の表示を国際出願とともに公表すること。 
（ⅱ） 表示が国際公開の技術的準備が完了した後に受理された場合には、当該日付及び（ａ）の規定により

届け出る表示に関連のある事項の表示を指定官庁に通知すること。 
 
１３の２．５ 一又は二以上の指定国のための言及及び表示、異なる指定国のための異なる寄託並びに通知され

た寄託機関以外の寄託機関に対する寄託 
（ａ） 寄託された生物材料への言及は、指定国のうち一部の国のためにのみ明示的に行われた場合を除くほ

か、すべての指定国のために行われたものとみなす。言及に含まれる表示についても、同様とする。 
（ｂ） 生物材料の異なる寄託への言及は、異なる指定国のために行うことができる。 
（ｃ） 指定官庁は、１３の２．７（ｂ）の規定に従つて通知された寄託機関以外の寄託機関にされた寄託を無

視することができる。 
 
１３の２．６ 試料の分譲 
国際出願に言及が行われた寄託された生物材料の試料の分譲は、出願人の承諾を得た場合を除くほか、第二十

三条及び第四十条の規定に従い、国内処理をそれらの規定により開始することができる当該期間の満了時前は行

われない。ただし、出願人が当該期間の満了前であるが国際公開の後に第二十二条又は第三十九条に規定する行

為をする場合には、当該行為の後は、寄託された生物材料の試料の分譲を行うことができる。この（ｂ）の規定に

かかわらず、指定官庁が適用する国内法令に基づき国際公開が審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開の

効果をもつたときは、寄託された生物材料の試料の分譲は、当該国内法令に基づいて行うことができる。 
 
１３の２．７ 国内要件の通知及び公表 
（ａ） いずれの国内官庁も、国際事務局に次の国内法令の要件を通知することができる。 
（ⅰ） 国内出願において１３の２．３（ａ）（ⅰ）から（ⅲ）までに掲げる事項に加え、通知書に明記した

事項が寄託された生物材料への言及に含まれることを要求していること。 
（ⅱ） １３の２．３（ａ）に掲げる一又は二以上の事項の表示が出願時における国内出願に含まれること又

は当該表示が優先日の後十六箇月よりも早い時で通知書に明記した時に届け出られることを要求していること。 
（ｂ） 各国内官庁は、国際事務局に対し、当該国内官庁における特許手続上生物材料の寄託がされると国内法

令が認める寄託機関を通知し又は、国内法令が当該寄託について定めていない場合若しくは認めていない場合に

は、その事実を通知する。 
（ｃ） 国際事務局は、（ａ）の規定に従つて通知された要件及び（ｂ）の規定に従つて通知された情報を速や

かに公報に掲載する。 
 

第十三規則の三 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト 

１３の３．１ 国際調査機関における手続 

（ａ） 国際調査機関は、国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列であつて実施細則の規定に従つて配列

リストに含まれることを要求されるものの開示を含む場合には、実施細則に定める基準を満たす配列リストが認

められた形式、言語及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出願人に対し、国際調査のため、実施細則

に定める基準を満たす配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関

に対して（ｃ）に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。 

（ｂ） ［削除］ 

（ｃ） 国際調査機関は、（ａ）の規定に基づく求めに応じた配列表の提出には、遅延提出手数料の支払を条

件とすることができる。遅延提出手数料の額は国際調査機関が定めるものとし、その額は手数料表一に掲げる国

際出願手数料の額（ただし国際出願の用紙が三十枚を超える場合の手数料を考慮に入れない）の二十五パーセン

トを超えてはならない。 

（ｄ） 国際調査機関は、出願人が要求された配列リストを（ａ）の規定に基づいて指定した期間内に提出せ

ず、また、要求された遅延提出手数料を支払わない場合には、配列リストなしで有意義な調査を行うことができ

る限度においてのみ、国際出願の調査を行うことを要する。 

（ｅ） 出願時における国際出願に含まれていない配列リストは、（ａ）の規定に基づく求めに応じて又はそ

の他の理由により提出されたか否かを問わず、国際出願の一部を構成しない。ただし、この規定は、出願人が配

列リストに関して第三十四条（２）（ｂ）の規定に基づき明細書を補正することを妨げるものではない。 

（ｆ） ［削除］ 

 
１３の３．２ 国際予備審査機関における手続 

１３の３．１の規定は、国際予備審査機関における手続について準用する。 

 

１３の３．３ 指定官庁のための配列リスト 

指定官庁は、出願人に対し実施細則に定める基準を満たす配列リスト以外の配列リストを提出することを要求

してはならない。 

 

第十四規則 

送付手数料 

１４．１ 送付手数料 
（ａ） 受理官庁は、出願人に対し、国際出願の受理、国際出願の国際事務局及び管轄国際調査機関への送付並

びに受理官庁の資格において国際出願に関して行うべきその他のすべての任務の遂行に係る手数料（「送付手数

料」）を支払うことを要求することができる。 
（ｂ） 送付手数料の額は、受理官庁が定める。 
（ｃ） 送付手数料は、国際出願の受理の日から一箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額

とする。 
 

第十五規則 

国際出願手数料 

１５．１ 国際出願手数料 
各国際出願については、国際事務局のための手数料（「国際出願手数料」）を支払わなければならない。国際出願

手数料は受理官庁が徴収する。 

 
１５．２ 額及び移転 
（ａ） 国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。 
（ｂ） 国際出願手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨（以下この１５．２において「所定の

通貨」という。）のうちの一の通貨で支払う。 
（ｃ） 所定の通貨がスイス・フランである場合には、受理官庁は、９６．２の規定に従つて国際出願手数料を

スイス・フランにより国際事務局に移転する。 
（ｄ） 所定の通貨がスイス・フラン以外の通貨である場合においては、次の（ⅰ）又は（ⅱ）に規定するとお

りとする。 
（ⅰ） 所定の通貨がスイス・フランに自由に交換することができるものであるときは、事務局長は、国際出

願手数料の支払のための通貨として所定の通貨を定めている各受理官庁ごとに、総会が定めた指針により、所定

の通貨による当該手数料の換算額を決定する。受理官庁は、９６．２の規定に従つて所定の通貨による当該手数料

の換算額を国際事務局に移転する 
（ⅱ） 所定の通貨がスイス・フランに自由に交換することができるものでないときは、受理官庁は、国際出

願手数料を所定の通貨からスイス・フランに交換する責任を負うものとし、９６．２の規定に従い、手数料表に掲

げる額の当該手数料をスイス・フランにより国際事務局に移転する。また、受理官庁が希望する場合には、当該受

理官庁は、国際出願手数料を所定の通貨からユーロ又は合衆国ドルに交換し、９６．２の規定に従い、（ⅰ）に規

定する総会が定めた指針により事務局長が決定する当該手数料の換算額をユーロ又は合衆国ドルにより国際事務

局に移転することができる。 
 
１５．３ 支払期間及び支払額 
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国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に受理官庁に支払う。支払額は、当該受理の日に適用さ

れる額とする。 
 
１５．４ 払戻し 
受理官庁は、次の場合には、国際出願手数料を出願人に払い戻す。 
（ⅰ） 第十一条（１）の規定に基づく決定が否定的である場合 
（ⅱ） 国際事務局へ記録原本を送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなさ

れた場合 
（ⅲ） 国の安全に関する規定により、国際出願が国際出願として取り扱われない場合 

 
第十六規則 

調査手数料 

１６．１ 手数料を要求する権利 
（ａ） 各国際調査機関は、出願人に対し、国際調査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際調査機関に与

えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料（「調査手数料」）を支払うことを要求することができる。 
（ｂ） 調査手数料は、受理官庁が徴収する。調査手数料は、受理官庁が定める通貨（以下この１６．１におい

て「所定の通貨」という。）で支払う。 
（ｃ） 所定の通貨が国際調査機関が調査手数料を決定するに当たり用いた通貨（以下この１６．１において

「決定通貨」という。）である場合には、受理官庁は、９６．２の規定に従つて調査手数料を所定の通貨で当該国

際調査機関に移転する。 
（ｄ） 所定の通貨が決定通貨以外の通貨である場合においては、次の（ⅰ）又は（ⅱ）に規定するとおりとす

る。 
（ⅰ） 所定の通貨が決定通貨に自由に交換することができるものであるときは、事務局長は、調査手数料の

支払のための通貨として所定の通貨を定めている各受理官庁ごとに、総会が定めた指針により、所定の通貨によ

る当該手数料の換算額を決定する。受理官庁は、９６．２の規定に従つて所定の通貨による当該手数料の換算額を

国際調査機関に移転する。 
（ⅱ） 所定の通貨が決定通貨に自由に交換することができるものでないときは、受理官庁は、調査手数料を

所定の通貨から決定通貨に交換する責任を負うものとし、９６．２の規定に従い、国際調査機関が定める額の当該

手数料を決定通貨により当該国際調査機関に移転する。 
（ｅ） 決定通貨以外の所定の通貨による調査手数料の支払に関し、国際調査機関が１６．１（ｄ）（ⅰ）の規

定に基づき所定の通貨で現実に受領する額が、決定通貨に交換された場合において当該国際調査機関が決定した

額より少ないときは、その差額は、国際事務局によつて当該国際調査機関に支払われるものとし、また、その現実

に受領する額が多い場合には、その差額は、国際事務局に帰属する。 
（ｆ）調査手数料の支払期間及び支払額については、国際出願手数料に関する１５．３の規定を準用する。 

 
１６．２ 払戻し 
受理官庁は、次の場合には、調査手数料を出願人に払い戻す。 
（ⅰ） 第十一条（１）の規定に基づく決定が否定的である場合 
（ⅱ） 国際調査機関へ調査用写しを送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみ

なされた場合 
（ⅲ） 国の安全に関する規定により、国際出願が国際出願として取り扱われない場合 

 
１６．３ 部分的な払戻し 
国際調査機関が国際調査を行うに当たり４１．１の規定に従つて先の調査の結果を考慮する場合には、当該国

際調査機関は、国際出願について支払われた調査手数料を第十六条（３）（ｂ）に規定する取決めで定める範囲に

おいて及び条件に従つて払い戻す。 
 

第十六規則の二 

手数料の支払期間の延長 

１６の２．１ 受理官庁による求め 
（ａ） 受理官庁は、１４．１（ｃ）、１５．３及び１６．１（ｆ）の規定に基づく支払時期までに手数料が

当該受理官庁に支払われていないと認めた場合又は当該受理官庁に支払われた額が送付手数料、国際出願手数料

及び調査手数料に不足すると認めた場合には、（ｄ）の規定が適用される場合を除くほか、これらの手数料を賄

うために必要な額及び、該当するときは、１６の２．２の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月以内に

支払うよう出願人に求める。 

（ｂ） 削除 
（ｃ） 受理官庁は、（ａ）の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、当該出願人が（ａ）に規定する期間

内に支払うべき額（該当する場合には、１６の２．２の規定に基づく後払手数料を含む。）を完全に支払わなかつ

た場合には、（ｅ）の規定が適用される場合を除くほか、次の措置をとる。 

（ⅰ） 第十四条（３）の規定に基づく宣言をすること。 
（ⅱ） 第二十九規則に定めるところにより手続をとること。 

（ｄ） 受理官庁が（ａ）の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、１４．１（ｃ）、１５．３、１

６．１（ｆ）に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。 
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（ｅ） 受理官庁が第十四条（３）に規定する宣言を行う前に受領した支払は、（ａ）に規定する期間の満了前

に受領したものとみなす。 

 
１６の２．２ 後払手数料 
（ａ） 受理官庁は、１６の２．１（ａ）の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の受理官

庁への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。 
（ⅰ） 求めにおいて特定された未払の手数料の額の五十パーセント 
（ⅱ） （ⅰ）の規定に基づき計算された額が送付手数料より少ない場合には、送付手数料に等しい額 

（ｂ） 後払手数料の額は手数料表一に掲げる国際出願手数料の額（ただし国際出願の用紙が三十枚を超える

場合の手数料を考慮に入れない）の五十パーセントを超えてはならない。 

 
第十七規則 

優先権書類 

１７．１ 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務 
（ａ） 第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内

出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本（「優先権書類」）は、既に優先権書類が優先権を主張

する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに（ｂ）及び（ｂの２）の規定に従う場合を除くほか、

優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、当該期間の満了後に国際事務

局が受理した当該先の出願の写しは、その写しが国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間の末

日に国際事務局が受理したものとみなす。 
（ｂ） 優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に

対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から十六

箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。 
（ｂの２） 国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書

館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、国際事務局に対し、国際公開の日前に、

当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう請求することができる。 
（ｃ） （ａ）、（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満たされない場合には、指定官庁は、（ｄ）の規定に従

うことを条件として、優先権の主張を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に

出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。 

（ｄ） 指定官庁は、（ａ）に規定する先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合又は当

該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、（ｃ）の規定により

優先権の主張を無視することはできない。 

 
１７．２ 写しの入手の可能性 
（ａ） 出願人が１７．１（ａ）、又は（ｂ）又は（ｂの２）の要件を満たす場合には、国際事務局は、指定官

庁の明示の要請に応じて、国際出願の国際公開の後速やかに、優先権書類の写しを当該指定官庁に提供する。指定

官庁は、出願人に対しては優先権書類の写しの提出を要求しない。出願人は、翻訳文を第二十二条に規定する当該

期間の満了前に指定官庁に提出することを要求されることはない。出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に

対し第二十三条（２）の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、指定官庁の明示の要請に応じ

て、優先権書類の写しの受理後速やかに当該写しを当該指定官庁に提供する。 
（ｂ） 国際事務局は、国際出願の国際公開前に優先権書類の写しを公衆の利用に供しない。 
（ｃ） 国際事務局は、国際出願が第二十一条の規定に基づき公開された場合には、請求により、費用の支払を

条件として、いかなる者に対しても優先権書類の写しを提供する。ただし、次の場合を除く。 
（ⅰ） 当該国際出願が公開前に取り下げられた場合 
（ⅱ） 関連のある優先権の主張が公開前に取り下げられた場合又は２６の２．２（ｂ）の規定に基づきなか

つたものとみなされた場合 
 

第十八規則 

出願人 

１８．１ 住所及び国籍 
（ａ） 出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題は、（ｂ）

及び（ｃ）の規定に従うことを条件として、当該締約国の国内法令によるものとし、受理官庁が決定する。 
（ｂ） いかなる場合にも、 
（ⅰ） 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住

所を有するものとみなす。 
（ⅱ） 締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。 

（ｃ） 国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところに

より、関係締約国の国内官庁又はその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、（ａ）の問題について決定を

行うよう要請する。国際事務局は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論

拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。 
 
１８．２ 削除 
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１８．３ 二人以上の出願人 
二人以上の出願人がある場合において、出願人のうち少なくとも一人が第九条の規定に基づき国際出願をする

資格を有するときは、国際出願をすることができる。 
 
１８．４ 出願人についての国内法令に規定する要件に関する情報 
（ａ）及び（ｂ） 削除 
（ｃ） 国際事務局は、国内出願をする資格を有する者（発明者、発明者の承継人、発明の所有者その他の者）

に関する各国の国内法令に関する情報を随時公表するものとし、指定国における国際出願の効果が、その指定国

につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるか

どうかによつて影響されることがある旨の警告を当該情報に付記する。 
 

第十九規則 

管轄受理官庁 

１９．１ 出願先 
（ａ） 国際出願は、（ｂ）の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して

行う。 
（ⅰ） 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 
（ⅱ） 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 
（ⅲ） 国際事務局（出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。） 

（ｂ） 締約国は、他の締約国又は政府間機関との間で、当該他の締約国の国内官庁又は政府間機関が自国の国

内官庁に代わつて自国の居住者又は国民である出願人のための受理官庁として全部又は一部の目的のために行動

することについて合意することができる。その合意にかかわらず、当該締約国の国内官庁は、第十五条（５）の規

定の適用上、権限のある受理官庁とみなす。 
（ｃ） 総会は、第九条（２）の規定に基づいて行つた決定に関連して、その特定した国の居住者又は国民の出

願のための受理官庁として行動する国内官庁又は政府間機関を選定する。その選定には、当該国内官庁又は政府

間機関の事前の同意を必要とする。 
 
１９．２ 二人以上の出願人 
二人以上の出願人がある場合において、 
（ⅰ） 国際出願がされた国内官庁が出願人のうちの少なくとも一人がその居住者若しくは国民である締約

国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁であるときは、１９．１に規定する要件は満たされたも

のとみなす。 
（ⅱ） 出願人のうちの少なくとも一人が締約国の居住者又は国民であるときは、国際出願は、１９．１（ａ）

（ⅲ）の規定に基づき国際事務局に対して行うことができる。 
 
１９．３ 受理官庁の任務を委任した事実の公表 
（ａ） １９．１（ｂ）に規定する合意は、他の締約国の国内官庁若しくは当該他の締約国のために行動する国

内官庁又は政府間機関に受理官庁の任務を委任した締約国が国際事務局に速やかに通知する。 
（ｂ） 国際事務局は、（ａ）の通知の受領の後速やかにその通知を公報に掲載する。 

 
１９．４ 受理官庁としての国際事務局への送付 
（ａ） 国際出願が条約に基づいて受理官庁として行動する国内官庁にされた場合において、次のときは、その

国際出願は、（ｂ）の規定に従うことを条件として、１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官庁としての国際事

務局に代わつて当該国内官庁が受理したものとみなす。 
（ⅰ） 当該国内官庁が１９．１又は１９．２の規定に従いその国際出願の受理を管轄しないとき。 
（ⅱ） その国際出願が、１２．１（ａ）の規定に基づき当該国内官庁が認める言語ではない又は明細書の配

列リストの部分に記載されている言語依存フリーテキストが１２．１（ｄ）の規定に基づき当該国内官庁が認める

言語ではないが、１２．１（ａ）又は（ｄ）の規定に基づき受理官庁としての国際事務局が認める言語で行われた

とき。 
（ⅱの２）国際出願の全部又は一部が、当該国内官庁が認めていない電子形式によつて行われたとき。  
（ⅲ） 当該国内官庁及び国際事務局が、（ⅰ）、（ⅱ）及び（ⅱの２）の規定に従つて明記された理由以外の

理由により、出願人の承諾を得て、この第十九規則に規定する手続を適用することを合意したとき。 
（ｂ） 国内官庁は、１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わり、（ａ）の規定

に従つて国際出願を受理する場合には、その国際出願を、国の安全に関する規定によつて送付することが妨げら

れない限り、国際事務局に速やかに送付する。当該国内官庁は、その送付について、第十四規則の規定に基づいて

課する送付手数料に等しい手数料を課することができる。送付された国際出願は、当該国内官庁がその国際出願

の受理の日に１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなす。 
（ｃ） １４．１（ｃ）、１５．３及び１６．１（ｆ）の規定の適用上、（ｂ）の規定に基づき国際出願が国際事

務局に送付された場合には、国際出願の受理の日は、国際事務局が実際に受理した日とみなす。この（ｃ）の規定

の適用上、（ｂ）の末文の規定は適用しない。 
 

第二十規則 
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国際出願日 

２０．１ 第十一条の規定に基づく決定 
（ａ） 受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理した後速やかにその書類が第十一条（１）に掲げる

要件を満たしているかどうかを決定する。 
（ｂ） 出願人の氏名若しくは名称が誤つて綴られている場合、そのすべての名が記載されていない場合又は

法人にあつてはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合であつても、出願人の氏名又は名称

の記載は、当該出願人の同一性を確認することができるように行われているときは、第十一条（１）（ⅲ）（ｃ）の

規定の適用上、十分なものとする。 
（ｃ） 明細書であると認められる部分（明細書の配列リストの部分を除く。）及び請求の範囲であると認めら

れる部分が１２．１（ａ）の規定により受理官庁が認める言語で作成されている場合には、第十一条（１）（ⅱ）

の規定の適用上、十分なものとする。 
（ｄ） （ｃ）の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、

当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定

は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速

やかに公報に掲載する。2 
 
２０．２ 第十一条の規定に基づく肯定的な決定 
（ａ） 受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理する時に、第十一条（１）に掲げる要件が満たされ

ていると決定した場合には、当該国際出願を受理した日を国際出願日として認める。 
（ｂ） 受理官庁は、国際出願日を認めた国際出願の願書に、実施細則に定める押印をする。願書に当該押印を

した一通を、国際出願の記録原本とする。 
（ｃ） 受理官庁は、出願人に国際出願番号及び国際出願日を速やかに通知すると同時に、国際事務局に対し、

出願人に送付した通知の写しを送付する。ただし、２２．１（ａ）の規定に従い、受理官庁が国際事務局に記録原

本を既に送付している場合又は出願人への通知と同時に国際事務局に記録原本を送付する場合は、この限りでな

い。 
 
２０．３ 第十一条の規定に基づく欠陥 
（ａ） 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条（１）に掲げる要件を満たしているかどうかを

決定するに当たつて、第十一条（１）に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場

合には、当該受理官庁は、出願人の選択により、出願人に対し次のいずれかのことを求める。 
（ⅰ） 第十一条（２）の規定に基づき必要とされる補充書を提出すること。 
（ⅱ） 当該要件が第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）又は（ｅ）に規定する要素に関するものである場合には、当該

要素を４．１８の規定に基づく引用により含めることを２０．６（ａ）の規定に従つて確認すること。 
また、意見がある場合には、２０．７の規定に基づく当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優

先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人

の注意を喚起する。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、 
（ⅰ） 出願人が、受理官庁が国際出願として提出されたものを受理した日の後であるが２０．７に規定する

当該期間内である一層遅い日に、第十一条（２）の規定に基づき必要とされる補充書を受理官庁に提出する場合に

は、受理官庁は、その一層遅い日を国際出願日として認め、また２０．２（ｂ）及び（ｃ）に規定するところによ

つて処理する。 
（ⅱ） 第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）又は（ｅ）に規定する要素が、２０．６（ｂ）の規定に基づき、第十一

条（１）（ⅲ）に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に当該国際出願に記載されている

ものとみなされた場合には、受理官庁は、第十一条（１）に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日とし

て認め、２０．２（ｂ）及び（ｃ）に定めるところによつて処理する。 
（ｃ） 受理官庁は、第十一条（１）に掲げる要件が書類の受理の時に満たされていたにも関わらず（ａ）の規

定に基づく求めを誤つて発出したことを後に発見し又は出願人の応答に基づいて知つた場合には、２０．２に規

定するところによつて処理する。 
 
２０．４ 第十一条の規定に基づく否定的な決定 
受理官庁は、２０．７に規定する当該期間内に２０．３（ａ）に規定する補充書若しくは確認書を受領しなかつ

た場合又は補充書若しくは確認書を受領したが、当該出願について、なお第十一条（１）に掲げる要件が満たされ

ていない場合には、次の措置をとる。 
（ⅰ） 出願人に対し、その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。 
（ⅱ） 国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。 
（ⅲ） 国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文を９３．１に定

めるところによつて保存する。 
（ⅳ） 第二十五条（１）にいう出願人の請求により国際事務局が（ⅲ）の書類の写しを必要とし、かつ、特

に要求する場合には、その写しを国際事務局に送付する。 
 

 
2 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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２０．５ 欠落部分 
（ａ） 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条（１）に掲げる要件を満たしているかどうかを

決定するに当たつて、明細書、請求の範囲、又は図面の部分が欠落している若しくは欠落していると思われると認

める場合（すべての図面が欠落している若しくは欠落していると認められる場合を含むが、第十一条（１）（ⅲ）

（ｄ）又は（ｅ）に規定する要素の全体が欠落している若しくは欠落していると認められる場合及び２０．５の２

（ａ）に規定する場合を除く。以下「欠落部分」という。）には、出願人の選択により、速やかに出願人に対し次

のいずれかのことを求める。 
（ⅰ） 欠落部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを完成すること。 
（ⅱ） ４．１８の規定に基づき当該部分を引用により含めることを２０．６（ａ）の規定に従つて確認する

こと。 
また、意見がある場合には、２０．７に規定する当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権

の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注

意を喚起する。 
 （ｂ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条（１）に掲げる要件のす

べてを満たした日又は満たす日の前であるが２０．７に規定する当該期間内に、国際出願として提出されたもの

を完成するために（ａ）に規定する欠落部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該部分は国際出願に含まれる

ものとし、受理官庁は、第十一条（１）に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、２０．２

（ｂ）及び（ｃ）に定めるところによつて処理する。 
 （ｃ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条（１）に掲げる要件のす

べてを満たした日の後であるが２０．７に規定する当該期間内に、国際出願を完成するために（ａ）に規定する欠

落部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該部分は国際出願に含まれるものとし、受理官庁は、国際出願日を

当該受理官庁が当該部分を受理した日に訂正し、当該出願人にその旨を通知し、実施細則に定めるところによつ

て処理する。 
 （ｄ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、（ａ）に規定する部分が、２０．６（ｂ）の

規定に基づき、第十一条（１）（ⅲ）に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願と

して提出されたものに記載されているとみなす場合には、当該受理官庁は、第十一条（１）に掲げる要件のすべて

が満たされた日を国際出願日として認め、２０．２（ｂ）及び（ｃ）に定めるところによつて処理する。 
 （ｅ） （ｃ）の規定に基づき国際出願日が訂正された場合には、出願人は、（ｃ）の規定に基づく通知の日か

ら一箇月以内に受理官庁に提出する書面において、当該欠落部分を無視することを請求することができる。この

場合には、当該欠落部分は提出されなかつたものとみなされるとともに、当該規定に基づく国際出願日の訂正は

なされなかつたものとみなされ、受理官庁は、実施細則に定めるところによつて処理する。 
 
２０．５の２ 誤つて提出された要素及び部分 
 （ａ） 受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条（１）に掲げる要件を満たしているかどうかを

決定するに当たり、第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）若しくは（ｅ）に規定する要素の全体が誤つて提出された若しくは

提出されたと認められる場合、又は明細書、請求の範囲、若しくは図面の部分が誤つて提出された若しくは提出さ

れたと認められる場合（すべての図面が誤つて提出された又は誤つて提出されたと認められる場合を含む。以下

「誤つて提出された要素又は部分」という。）には、出願人の選択により、速やかに出願人に対して次のいずれか

のことを求める。 
（ⅰ） 正しい要素又は部分を提出することにより、国際出願として提出されたものを補充すること。 
（ⅱ） ４．１８の規定に基づき当該正しい要素又は部分を引用により含めることを２０．６（ａ）の規定に

従つて確認すること。また、意見がある場合には、２０．７に規定する当該期間内に意見を述べることを求める。

受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、こ

れにつき出願人の注意を喚起する。 
 （ｂ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条（１）に掲げる要件のす

べてを満たした日又は満たす日の前であるが２０．７に規定する当該期間内に、国際出願として提出されたもの

を補充するために正しい要素又は部分を当該受理官庁に提出した場合には、当該正しい要素又は部分は国際出願

に含まれるものとし、誤つて提出された要素又は部分は国際出願から削除されるものとし、受理官庁は、第十一条

（１）に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、２０．２（ｂ）及び（ｃ）並びに実施細則に

定めるところによつて処理する。 
 （ｃ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、出願人が、第十一条（１）に掲げる要件のす

べてを満たした日の後であるが２０．７に規定する当該期間内に、国際出願を補充するために正しい要素又は部

分を当該受理官庁に提出した場合には、当該正しい要素又は部分は国際出願に含まれるものとし、誤つて提出さ

れた要素又は部分は国際出願から削除されるものとし、受理官庁は、国際出願日を当該受理官庁が当該正しい要

素又は部分を受理した日に訂正し、当該出願人にその旨を通知し、実施細則に定めるところによつて処理する。 
 （ｄ） （ａ）の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、正しい要素又は部分が、２０．６（ｂ）の規

定に基づき、第十一条（１）（ⅲ）に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願とし

て提出されたものに記載されているとみなす場合には、誤つて提出された要素又は部分は国際出願に残るものと

し、当該受理官庁は、第十一条（１）に掲げる要件のすべてが満たされた日を国際出願日として認め、２０．２

（ｂ）及び（ｃ）並びに実施細則に定めるところによつて処理する。 
 （ｅ） （ｃ）の規定に基づき国際出願日が訂正された場合には、出願人は、（ｃ）の規定に基づく通知の日か

ら一箇月以内に受理官庁に提出する書面において、当該正しい要素又は部分を無視することを請求することがで
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きる。この場合には、当該正しい要素又は部分は提出されなかつたもの、当該誤つて提出された要素又は部分は削

除されなかつたもの及び当該規定に基づく国際出願日の訂正はなされなかつたものとみなされ、受理官庁は、実

施細則に定めるところによつて処理する。 
 
２０．６ 要素及び部分の引用により含めることの確認 
 （ａ） 出願人は、受理官庁に、４．１８の規定に基づき要素又は部分を当該国際出願に引用により含めること

を確認する書面の通知を２０．７に規定する当該期間内に、次のものとともに提出することができる。 
（ⅰ） 先の出願に記載されている要素の全体又は当該部分を含む一又は二以上の用紙 
（ⅱ） 出願人が、優先権書類に関して１７．１（ａ）、（ｂ）又は（ｂの２）の規定に従つていない場合には、

提出された先の出願の写し 
（ⅲ） 先の出願が、当該国際出願がされた言語ではない場合には、当該国際出願の言語による先の出願の翻

訳文、また１２．３（ａ）又は１２．４（ａ）の規定に基づき当該国際出願の翻訳が要求されている場合には、当

該国際出願がされた言語による先の出願の翻訳文及び、当該翻訳文の言語への翻訳文 
（ⅳ） 明細書、請求の範囲又は図面の部分の場合には、先の出願のどこに当該部分が記載されているかに関

する表示及び（ⅲ）に規定する翻訳文（該当する場合） 
（ｂ） 受理官庁が、４．１８及び（ａ）に掲げる要件に従つていること並びに（ａ）に規定する当該要素又は

部分が先の出願に完全に記載されていることを認めた場合には、当該要素又は部分は、第十一条（１）（ⅲ）に規

定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に、国際出願として提出されたものに記載されていた

ものとみなす。 
（ｃ） 受理官庁が、４．１８若しくは（ａ）の規定に基づく要件に従つていないこと又は（ａ）に規定する当

該要素若しくは部分が先の出願に完全には記載されていないことを認めた場合には、当該受理官庁は、２０．３

（ｂ）（ⅰ）、２０．５（ｂ）、２０．５（ｃ）、２０．５の２（ｂ）又は２０．５の２（ｃ）に定めるところによつ

て処理する。 
 
２０．７ 期間 
（ａ） ２０．３（ａ）及び（ｂ）、２０．４、２０．５（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）、２０．５の２（ａ）、（ｂ）

及び（ｃ）、並びに２０．６（ａ）に規定する期間は、次のとおりとする。 
 （ⅰ） ２０．３（ａ）、２０．５（ａ）又は２０．５の２（ａ）の規定に基づく求めを出願人に発出してい

る場合には、その求めの日から二箇月 
 （ⅱ） 当該求めを出願人に発出していない場合には、第十一条（１）（ⅲ）に規定する一又は二以上の要素

を受理官庁が最初に受理した日から二箇月 
（ｂ） 第十一条（２）の規定に基づく補充又は２０．６（ａ）の規定に基づく通知であつて第十一条（１）（ⅲ）

（ｄ）若しくは（ｅ）に規定する要素を引用により含めることを確認するもののいずれも（ａ）の規定に基づく期

間の満了前に受理官庁が受理していない場合において、当該期間の満了後であるが、当該受理官庁が２０．４（ⅰ）

の規定に基づく書面を当該出願人へ送付する前に受理官庁が受理した当該補充又は通知は、当該期間内に受理さ

れたものとみなす。 
 
２０．８ 国内法令との不適合 
 （ａ） 二千五年十月五日において２０．３（ａ）（ⅱ）及び（ｂ）（ⅱ）、２０．５（ａ）（ⅱ）及び（ｄ）、並

びに２０．６の規定が受理官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二

千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、

当該受理官庁に提出された国際出願については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載す

る。3 
 （ａの２） 二千十九年十月九日において２０．５の２（ａ）（ⅱ）及び（ｄ）の規定が受理官庁によつて適用

される国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千二十年四月九日までに国際事務局に通告す

ることを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願につい

ては、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。 
 （ａの３） ２０．８（ａ）又は（ａの２）の適用上、４．１８及び２０．６の規定に基づき要素又は部分が引

用により当該国際出願に含まれない場合には、受理官庁は、２０．３（ｂ）（ⅰ）、２０．５（ｂ）、２０．５（ｃ）、

２０．５の２（ｂ）又は２０．５の２（ｃ）の定めるところによつて処理する。受理官庁が２０．５（ｃ）又は２

０．５の２（ｃ）の定めるところによつて処理する場合には、出願人は２０．５（ｅ）又は２０．５の２（ｅ）の

定めるところによつて処理することができる。 
 （ｂ） 二千五年十月五日において２０．３（ａ）（ⅱ）及び（ｂ）（ⅱ）、２０．５（ａ）（ⅱ）及び（ｄ）、並

びに２０．６の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二

千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、

当該指定官庁については、第二十二条に規定する行為が当該指定官庁に対して行われた国際出願に関して、適用

しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。3 
 （ｂの２） 二千十九年十月九日において２０．５の２（ａ）（ⅱ）及び（ｄ）の規定が指定官庁によつて適用

される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千二十年四月九日までに国際事務局に通告す

 
3 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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ることを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、第二十二条に規

定する行為が当該指定官庁に対して行われた国際出願に関して、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに

公報に掲載する。 
 （ｃ） ２０．６（ｂ）の規定に基づき受理官庁の発見により要素又は部分を引用により当該国際出願に含めた

が、当該引用により当該国際出願に含めることが、２０．８の（ｂ）又は（ｂの２）の適用上、指定官庁での手続

上適用されない場合には、当該指定官庁は、２０．３（ｂ）（ⅰ）、２０．５（ｂ）若しくは２０．５の２（ｂ）の

規定に基づき国際出願日を認めたものとして、又は２０．５（ｃ）若しくは２０．５の２（ｃ）の規定に基づき国

際出願日を訂正したものとして当該出願を取り扱うことができる。ただし、８２の３．１（ｃ）及び（ｄ）を準用

する。 
  

第二十一規則 

写しの作成 

２１．１ 受理官庁の責任 
（ａ） 国際出願について一通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、第十二条（１）の規定

によつて必要とされる受理官庁用写し及び調査用写しを作成する責任を負う。 
（ｂ） 国際出願について二通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、受理官庁用写しを作成

する責任を負う。 
（ｃ） 国際出願について１１．１（ｂ）の規定によつて必要とされる部数よりも少ない部数が提出された場合

には、受理官庁は、必要な部数を速やかに作成する責任を負うものとし、当該任務を遂行するための手数料を定

め、かつ、その手数料を出願人から徴収する権限を有する。 
 
２１．２ 出願人のための認証謄本 
受理官庁は、手数料の支払を条件として、出願時における国際出願及びそれに係る補充書の認証謄本を出願人

に対し請求に応じて交付する。 
 

第二十二規則 

記録原本及び翻訳文の送付 

２２．１ 手続 
（ａ） 第十一条（１）の規定に基づく決定が肯定的である場合には、国際出願を国際出願として取り扱うこと

が国の安全に関する規定によつて妨げられない限り、受理官庁は、国際事務局に記録原本を送付する。その送付

は、国際出願の受理の後速やかに又は、国の安全を保持するための点検が行われなければならない場合には、必要

な手続を経た後できる限り速やかに行う。受理官庁は、いかなる場合にも、優先日から十三箇月を経過する時まで

に国際事務局に到達するように記録原本を送付する。受理官庁は、その送付を郵便で行う場合には、優先日から十

三箇月を経過する時の五日前までに記録原本を発送する。 
（ｂ） 国際事務局は、２０．２（ｃ）の通知の写しを受理しているが、優先日から十三箇月を経過する時まで

に記録原本を受け取つていない場合には、受理官庁に対し、国際事務局に記録原本を速やかに送付するよう注意

を喚起する。 
（ｃ） 国際事務局は、２０．２（ｃ）の通知の写しを受理しているが、優先日から十四箇月を経過する時まで

に記録原本を受け取つていない場合には、出願人及び受理官庁にその旨を通知する。 
（ｄ） 出願人は、優先日から十四箇月を経過した後は、受理官庁に対し、その国際出願の写しが出願時におけ

る国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし、また、その認証された謄本を国際事務局に送付する

ことができる。 
（ｅ） （ｄ）の認証は、無料とするものとし、また、次のいずれかの理由のみにより拒否することができる。 
（ⅰ） 受理官庁が認証することを請求された写しが、出願時における国際出願と同一でないこと。 
（ⅱ） 国際出願を国際出願として扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられること。 
（ⅲ） 受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付し、かつ、国際事務局が当該受理官庁に対し、記録原本

を受理した旨を通知してあること。 
（ｆ） 国際事務局が記録原本を受理していない場合又は記録原本を受理するまでの間は、（ｅ）の規定に従つ

て、認証され、かつ、国際事務局が受理した謄本を記録原本とみなす。 
（ｇ） 第二十二条に規定する期間が満了する時までに、出願人が同条に規定する行為を行つたにもかかわら

ず、国際事務局が指定官庁に対し記録原本の受理について通報していない場合には、当該指定官庁は、国際事務局

に通報する。国際事務局は、記録原本を受け取つていない場合には、（ｃ）の規定により既に通知している場合を

除くほか、出願人及び受理官庁にその旨を速やかに通知する。 
（ｈ） 国際出願が１２．３又は１２．４の規定に基づき提出された当該国際出願の翻訳文の言語で国際公開さ

れる場合には、当該翻訳文は、受理官庁により、（ａ）の記録原本とともに、又は（ａ）の規定に基づき受理官庁

が既に記録原本を国際事務局に送付しているときは翻訳文の受理の後速やかに、国際事務局に送付される。 
 
２２．２ 削除 
 
２２．３ 第十二条（３）に規定する期間 
第十二条（３）に規定する期間は、２２．１（ｃ）又は（ｇ）の規定に従つて国際事務局が出願人に通知した日

から三箇月とする。 
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第二十三規則 

調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付 

２３．１ 手続 
（ａ） １２．３（ａ）の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には、調査用写しは、調査手

数料が支払われていない場合を除くほか、遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が

国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払いの後、速やかに調査用写

しを送付する。 
（ｂ） １２．３の規定に基づき国際出願の翻訳文が提出された場合には、第十二条（１）の調査用写しとみな

される当該翻訳文の写し及び願書の写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、受理官庁が国際調

査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払の後、速やかに当該翻訳文の写し

及び願書の写しを送付する。 
（ｃ） 第十三規則の三の規定の適用上提出された電子形式による配列リストであつて、国際調査機関に代え

て受理官庁に提出されたものは、当該受理官庁が国際調査機関に速やかに送付する。 

 
第二十三規則の二 

先の調査又は先の分類に関する書類の送付 

２３の２．１ ４．１２の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の送付 

（ａ） 受理官庁は、調査用写しとともに、出願人が４．１２の規定に基づく請求を行つた先の調査に関する１

２の２．１（ａ）に規定する写しを、国際調査機関に送付する。ただし、当該写しが次のいずれかの条件を満たす

ものとする。 
（ⅰ） 出願人によつて国際出願とともに受理官庁に提出されたこと。 
（ⅱ） 受理官庁が作成し、当該国際調査機関に送付するよう出願人によつて請求されたこと。 
（ⅲ） １２の２．１（ｄ）の規定に従い、受理官庁が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当

該受理官庁が入手可能であること。 
（ｂ） １２の２．１（ａ）に規定する先の調査の結果の写しに、受理官庁が付与した先の分類の結果の写しが

含まれていない場合には、当該受理官庁は、既に入手可能なときは、調査用写しとともに先の分類の結果の写しも

国際調査機関に送付する。 
 
２３の２．２ ４１．２の規定の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付 

（ａ） ４１．２の規定の適用上、国際出願が受理官庁として行動する官庁と同一の官庁に提出された一又は二

以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴い、及び当該官庁が当該先の出願について先の調査を行つた場合又は

当該先の出願を分類した場合には、受理官庁は、第三十条（３）の規定によつて適用する同条（２）（ａ）、並びに

（ｂ）、（ｄ）及び（ｅ）の規定に従うことを条件として、当該官庁が入手可能な形式で（例えば、調査報告、列記

された先行技術の一覧表又は審査報告の形式で）調査用写しとともに当該先の調査の結果の写し及び、既に入手

可能なときは、当該官庁が付与したその先の分類の結果の写しを国際調査機関に送付する。当該受理官庁は、第三

十条（３）の規定によつて適用する同条（２）（ａ）の規定に従うことを条件として、当該国際調査機関にとつて

国際調査を行うために有用であると認める当該先の調査に関するその他の書類を、当該国際調査機関に送付する

こともできる。 
（ｂ） （ａ）の規定にかかわらず、受理官庁は、二千十六年四月十四日までに、国際出願とともに提出された

出願人の請求により、国際調査機関に先の調査の結果を送付しないことを決定することができる旨を国際事務局

に通知することができる。国際事務局は、この（ｂ）の規定に基づく通知を公報に掲載する。4 
（ｃ） 受理官庁の選択により、国際出願が受理官庁として行動する官庁と異なる官庁に提出された一又は二

以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴い、及び当該官庁が当該先の出願について先の調査を行つた場合又は

当該先の出願を分類した場合並びに当該先の調査又はその分類の結果が、当該受理官庁が認めた形式及び方法

で、例えば、電子図書館により当該受理官庁が入手可能である場合には、（ａ）の規定を準用する。 

（ｄ） 先の調査が同一の国際調査機関若しくは国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行わ

れた場合又は先の調査若しくは先の分類の結果の写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電

子図書館により当該国際調査機関が入手可能であることを受理官庁が認識している場合には、（ａ）及び（ｃ）

の規定は、適用しない。 

（ｅ） 二千十五年十月十四日において、（ａ）に規定する写しの出願人の承諾を得ない送付又は（ａ）に規

定するような特定の形式の写しの出願人の承諾を得ない送付が受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合に

は、当該受理官庁がその旨を二千十六年四月十四日までに国際事務局に通告することを条件として、（ａ）の規

定は、そのような出願人の承諾を得ない送付が国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁に提出された国

際出願に関し、当該写しの送付又は当該特定の形式の写しの送付については、適用しない。国際事務局は、その

通告を速やかに公報に掲載する。5 

 
第二十四規則 

 
4 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
5 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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国際事務局による記録原本の受理 

２４．１ 削除 
 
２４．２ 記録原本の受理の通知 
（ａ） 国際事務局は、記録原本の受理の事実及び日付を次の者に速やかに通知する。 
（ⅰ） 出願人 
（ⅱ） 受理官庁 
（ⅲ） 国際調査機関（通知を受けることを希望しない旨を国際事務局に通知していない場合に限る。） 

その通知には、国際出願番号、国際出願日及び出願人の氏名又は名称を記載することによつて国際出願を特定

し並びに、優先権の主張の基礎となる先の出願がある場合には、その出願の日を表示する。出願人に送付する通知

には、指定官庁及び広域特許の付与の責任を有する指定官庁の場合には、その広域特許のために指定される締約

国の一覧表も含める。 
（ｂ） 削除 
（ｃ） 国際事務局は、２２．３に定める期間の満了の後に記録原本を受領した場合には、出願人、受理官庁及

び国際調査機関にその旨を速やかに通知する。 
 

第二十五規則 

国際調査機関による調査用写しの受領 

２５．１ 調査用写しの受領の通知 
国際調査機関は、国際事務局、出願人及び、国際調査機関が受理官庁と同一でない限り、受理官庁に対し、調査

用写しの受領の事実及び日付を速やかに通知する。 
 

第二十六規則 

国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充 

２６．１ 第十四条（１）（ｂ）の規定に基づく補充の求め 
受理官庁は、第十四条（１）（ｂ）に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、

国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて、当該受理官庁は、出願人に対し、

２６．２に規定する期間内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与え

る。 
 

２６．２ 補充のための期間 
２６．１に規定する期間は、補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつで

も、受理官庁が延長することができる。 
 
２６．２の２ 第十四条（１）（ａ）（ⅰ）及び（ⅱ）に規定する要件の点検 

（ａ） 二人以上の出願人がある場合には、国際出願が少なくとも出願人のうちの一人により署名されている

ときは、第十四条（１）（ａ）（ⅰ）の規定の適用上、十分なものとする。 

（ｂ） 二人以上の出願人がある場合には、４．５（ａ）（ⅱ）及び（ⅲ）に規定する表示が、少なくとも出願

人のうちの一人であつて１９．１の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされている

ときは、第十四条（１）（ａ）（ⅱ）の規定の適用上、十分なものとする。 

 
２６．３ 第十四条（１）（ａ）（ⅴ）に規定する様式上の要件の点検 
（ａ） 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、次のことを行う。 
（ⅰ） 国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために

必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。 
（ⅱ） １２．３又は２６．３の３の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式上の

要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。 
（ｂ） 受理官庁は、国際出願が国際公開の言語でない言語で行われた場合には、次のことを行う。 
（ⅰ） 国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度に

まで満たされているかいないかのみを点検すること。 
（ⅱ） １２．３、１２．４又は２６．３の３の規定に基づき堤出された翻訳文及び図面について、第十一規

則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいな

いかを点検すること。 
 
２６．３の２ 第十一規則の規定に基づく欠陥の補充の第十四条（１）（ｂ）に規定する求め 

受理官庁は、第十一規則に定める様式上の要件が、２６．３の規定によつて必要とされる程度にまで満たされて

いる場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第十四条（１）（ｂ）に規定する求めを発出すること

を要しない。 
 
２６．３の３ 第三条（４）（ⅰ）の規定に基づく欠陥の補充の求め 
（ａ） 受理官庁は、要約又は図面の文言が明細書及び請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合に

は、１２．１の２及び２６．３の３（ｅ）の規定に従うことを条件として、出願人に対し国際出願が国際公開され

る言語による要約又は図面の文言の翻訳文を提出することを求めるものとし、２６．１、２６．２、２６．３、２
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６．３の２、２６．５及び２９．１の規定を準用する。ただし、次の場合は、この限りでない。 
（ⅰ） １２．３（ａ）の規定に基づき当該国際出願が国際公開される言語による当該国際出願の翻訳文が要

求される場合 
（ⅱ） 要約又は図面の文言が、国際出願が国際公開される言語で作成されている場合 

（ｂ） （ａ）の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、

当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定

は、その国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速

やかに公報に掲載する。6 
（ｃ） 願書が１２．１（ｃ）の規定に従つていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、１２．１（ｃ）の

規定を満たすよう翻訳文の提出を求める。この場合には、第三規則、２６．１、２６．２、２６．５及び２９．１

の規定を準用する。 
（ｄ） （ｃ）の規定が千九百九十七年十月一日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、

当該受理官庁がその旨を千九百九十七年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定

は、その国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速

やかに公報に掲載する。6 

（ｅ） 国際出願の明細書が請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合又は明細書の部分若しくは請

求の範囲の部分がその要素の他の部分の言語以外の言語で提出されている場合において、１２．１（ａ）の規定に

基づきそれらの全ての言語を受理官庁が認めるときは、受理官庁は、適当な場合には、受理官庁による国際出願の

受理の日から一箇月以内に、明細書及び請求の範囲が次の全てを満たす単一の言語となるように明細書若しくは

請求の範囲又はその部分の翻訳文を提出するよう求めるものとし、１２．３（ｃ）から（ｅ）の規定を準用する。 

（ⅰ） 出願時における明細書又は請求の範囲に含まれている言語のうち一の言語 

（ⅱ） 国際調査を行う国際調査機関が認める言語 

（ⅲ） 当該国際出願の国際公開に用いられる言語 

 
２６．４ 手続 
受理官庁に提出される願書の補充は、その補充によつて書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に

悪影響を及ぼすことなく書簡から願書に書き換えられることができる性質のものである場合には、受理官庁にあ

てる書簡において記載することができる。その他の場合及び願書以外の国際出願の要素の補充の場合には、出願

人は、その補充を含む差替え用紙を提出することを要求されるものとし、その差替え用紙を添付する書簡におい

て、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。 
 
２６．５ 受理官庁による決定 
受理官庁は、出願人が補充を２６．２の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された

場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決

定する。ただし、国際出願は、第十一規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要

な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものと

みなさない。 
 

第二十六規則の二 

優先権の主張の補充又は追加 

２６の２．１ 優先権の主張の補充又は追加 
（ａ） 出願人は、優先日から十六箇月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加

により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から十六箇月の期間のうちいずれか早く満了す

る期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて、優先権の主張の補充又は追加をすることができ

る。ただし、当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主

張の補充には、４．１０に規定する表示の追加を含めることができる。 
（ｂ） 出願人が第二十一条（２）（ｂ）の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事

務局が受理した（ａ）に規定する書面は、当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り、提

出されなかつたものとみなす。 
（ｃ） 優先権の主張の補充又は追加により優先日に変更が生じる場合には、先に適用された優先日から起算

した場合にまだ満了していない期間は、変更された優先日から起算する。 
 
２６の２．２ 優先権の主張の欠陥 
（ａ） 受理官庁又は、受理官庁が怠つたときは、国際事務局は、優先権主張に関して次のいずれかのことを認

める場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。 
 （ⅰ） 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、２６の２．３の規定に基

づく優先権の回復の請求が提出されていないこと。 
 （ⅱ） 当該優先権の主張が４．１０に定める要件を満たしていないこと。 
 （ⅲ） 当該優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこ

 
6 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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と。 
（ⅰ）に規定する場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から二箇月以内であるときは、当該受理

官庁又は国際事務局は、２６の２．３の規定に従つて優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知

する。ただし、受理官庁が国際事務局に対して、２６の２．３（ａ）から（ｉ）までの規程が当該受理官庁によつ

て適用される国内法令と適合しないことを、２６の２．３（ｊ）の規定に基づき通知した場合は、この限りでない。 
（ｂ） 出願人が、２６の２．１（ａ）に規定する期間の満了前に、優先権の主張の補充をする書面を提出しな

い場合には、当該優先権の主張は、（ｃ）の規定に従うことを条件として、条約の手続上行われなかつたものとみ

なし（「無効とみなす」）、受理官庁又は国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。受理官庁又は国

際事務局がその旨を宣言する前であり、かつ、当該期間の満了の後一箇月以内に受理した優先権の主張の補充を

するいかなる書面も、当該期間の満了の前に受理したものとする。 
（ｃ） 優先権の主張は、次のいずれかの理由のみでは無効とはみなさない。 
（ⅰ） ４．１０（ａ）（ⅱ）に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること。 
（ⅱ） 優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。 
（ⅲ） 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間が満了した日よりも遅い日であること。ただし、国際出

願日は当該満了の日から二箇月の期間内とする。 
 （ｄ） 受理官庁若しくは国際事務局が（ｂ）の規定に基づく宣言を行つた場合、又は（ｃ）が適用されるとい

う理由のみで優先権の主張が無効とみなされなかつた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところにより、

優先権の主張に関する情報及び国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理した出願人の提出した

当該優先権の主張に関する情報を国際出願とともに公表する。国際出願の国際公開が第六十四条（３）の規定によ

り行われない場合には、当該情報は、第二十条の送達に含める。 
 （ｅ） 出願人は、優先権の主張の補充又は追加を希望するが２６の２．１に規定する期間が満了している場合

には、優先日から三十箇月を経過する前に、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、当該事

項に関する情報を公表することを請求することができ、国際事務局は、速やかにその情報を公表する。 
 
２６の２．３ 受理官庁による優先権の回復 
（ａ） 国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内で

ある場合には、受理官庁は、出願人の請求により、かつ、（ｂ）から（ｇ）までの規定に従うことを条件として、

当該受理官庁が採用する基準（「回復のための基準」）が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出

願が提出されなかつたことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。 
（ⅰ） 状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず生じた場合 
（ⅱ） 故意ではない場合 

各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することがで

きる。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づく請求は、次のとおりとする。 
 （ⅰ） （ｅ）に規定する期間内に当該受理官庁に提出すること。 
（ⅱ） 当該優先期間内に国際出願を提出されなかつたことの理由を記載すること。 
（ⅲ）  望ましくは（ｆ）の規定に基づき要求される申立てその他の証拠が添付されているものとすること。 

（ｃ） 先の国際出願についての優先権の主張が当該国際出願に記載されていない場合には、当該出願人は、

（ｅ）に規定する期間内に、２６の２．１（ａ）の規定に基づく優先権の主張を追加する書面を提出する。 
（ｄ） （ａ）に規定する請求の提出は、（ｅ）に規定する期間内に回復請求手数料の受理官庁への支払を条件

とすることができる。当該手数料の額は、受理官庁が定める。当該手数料の支払期間は、受理官庁の選択により、

（ｅ）に規定する当該期間の満了の後最長二箇月の期間延長することができる。 
 （ｅ） （ｂ）（ⅰ）、（ｃ）及び（ｄ）に規定する期間は優先期間の満了の日から二箇月とする。ただし、出願

人が、第二十一条（２）（ｂ）の規定に基づき早期の国際公開を請求する場合において、国際公開の技術的な準備

が完了した後に（ａ）の規定に基づく請求若しくは（ｃ）に規定する書面で提出されたもの又は（ｄ）に規定する

手数料で支払われたものは、当該期間内に提出されなかつた又は支払われなかつたものとみなす。 
 （ｆ） 受理官庁は、事情に応じて相当の期間内に（ｂ）（ⅱ）に規定する理由の陳述を裏付ける申立てその他

の証拠を提出することを要求することができる。 
 （ｇ） 受理官庁は、（ａ）の規定に基づく請求の全部又は一部に関し、拒否しようとすることについて事情に

応じて相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。受理官庁による拒否し

ようとする書面は、（ｆ）の規定に基づく申立てその他の証拠を提出する求めとともに出願人に送付できる。 
（ｈ） 受理官庁は、速やかに次のことを行う。 
 （ⅰ） 国際事務局に（ａ）の規定に基づく請求の受理を通知すること。 

  （ⅱ） 当該請求に基づく決定すること。 
  （ⅲ） 出願人及び国際事務局に当該決定及び当該決定が基づいた回復のための基準を通知すること。 
  （ⅳ） （ｈの２）の規定に従うことを条件として、出願人から受領した（ａ）の規定に基づく請求に関する

全ての書類（請求自体の写し、（ｂ）（ⅱ）に規定する理由の陳述及び（ｆ）に規定する申立てその他の証拠を含

む。）を国際事務局に送付すること。 
（ｈの２） 受理官庁は、次のことを認めるときは、出願人による理由を示した請求により、又は受理官庁の決

定に基づき、（ａ）の規定に基づく請求に関して受領した書類又はその一部を送付してはならない。 
 （ⅰ） 当該書類又はその一部が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと。 

  （ⅱ） 当該書類又はその一部の公開又は公衆による利用により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益
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が明らかに損なわれること。 
  （ⅲ） 当該書類又はその一部を利用する優先的な公共の利益がないこと。 
 受理官庁は、書類又はその一部を国際事務局に送付しないことを決定する場合には、国際事務局にその旨を通

知する。 
（ｉ） 各受理官庁は、国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を

通知するものとする。国際事務局は、当該情報を速やかに公報に掲載する。 
（ｊ） 二千五年十月五日において（ａ）から（ｉ）までの規定が受理官庁によつて適用される国内法令に適合

しない場合には、当該受理官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、こ

れらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を

速やかに公報に掲載する。7 
 

第二十六規則の三 

４．１７に規定する申立ての補充又は追加 

２６の３．１ 申立ての補充又は追加 
出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、４．１７に規定する申立てを願

書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開

の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。 
 
２６の３．２ 申立ての処理 
（ａ） 受理官庁又は国際事務局は、４．１７に規定する申立てが必要な文言とされていないこと又は４．１７

（ⅳ）に規定する発明者である旨の申立てにつき必要な署名がされていないことを認めた場合には、場合により、

出願人に対し優先日から十六箇月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができる。 
（ｂ） 国際事務局は、２６の３．１に定める期間の満了後に申立て又は２６の３．１に規定する補充を受理し

た場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。 
 

第二十六規則の四 

４．１１に規定する表示の補充又は追加 

２６の４．１ 表示の補充又は追加 
 出願人は、優先日から十六箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、４．１１に規定する表示を願書

に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の

技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。 
 
２６の４．２ 遅れた表示の補充又は追加 
国際事務局は、４．１１に規定する表示の補充又は追加が２６の４．１に定める期間内に受理されない場合に

は、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。 
 

第二十七規則 

手数料の不払 

２７．１ 手数料 
（ａ） 第十四条（３）（ａ）の規定の適用上、「第三条（４）（ⅳ）にいう所定の手数料」とは、送付手数料（第

十四規則）、国際出願手数料（１５．１）、調査手数料（第十六規則）及び、該当する場合には、後払手数料（１６

の２．２）をいう。 
（ｂ） 第十四条（３）（ａ）及び（ｂ）の規定の適用上、「第四条（２）にいう所定の手数料」とは、国際出願

手数料（１５．１）及び、該当する場合には、後払手数料（１６の２．２）をいう。 
 

第二十八規則 

国際事務局が認めた欠陥 

２８．１ 欠陥についての注意 
（ａ） 国際事務局は、国際出願に第十四条（１）（ａ）（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅴ）の欠陥が含まれているとの見解

を有する場合には、その欠陥について受理官庁の注意を喚起する。 
（ｂ） 受理官庁は、（ａ）の見解に同意しない場合を除くほか、第十四条（１）（ｂ）及び第二十六規則に定め

るところによつて処理する。 
 

第二十九規則 

取り下げられたとみなされる国際出願 

２９．１ 受理官庁による認定 
第十四条（１）（ｂ）及び２６．５（ある種の欠陥の補充がされない場合）、同条（３）（ａ）（２７．１（ａ）に

規定する所定の手数料が支払われない場合）、同条（４）（第十一条（１）（ⅰ）から（ⅲ）までに掲げる要件が満

たされていなかつたと後に認定した場合）、１２．３（ｄ）、１２．４（ｄ）若しくは２６．３の３（要求される翻

訳文が提出されない場合又は、該当する場合には、遅延提出手数料が支払われない場合）又は９２．４（ｇ）（ⅰ）

 
7 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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（書類の原本が提出されない場合）の規定に従い、受理官庁が国際出願は取下げられたものとみなす旨を宣言す

る場合には、 
（ⅰ） 受理官庁は、国際事務局に対し、記録原本（既に送付されている場合を除く。）及び出願人が提出し

た補充を送付する。 
（ⅱ） 受理官庁は、出願人及び国際事務局にその宣言を速やかに通知するものとし、国際事務局は、既に指

定が通知された各指定官庁に通知する。 
（ⅲ） 受理官庁は、第二十三規則に規定する調査用写しの送付を行わないものとし、調査用写しを既に送付

している場合には、国際調査機関にその宣言を通知する。 
（ⅳ） 国際事務局は、出願人に記録原本の受理を通知することを要しない。 
（ⅴ） 受理官庁により送付されたその宣言の通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に

到達した場合には、当該国際出願の国際公開は、行わない。 
 
２９．２ 削除 
 
２９．３ ある種の事実についての受理官庁に対する注意の喚起 
国際事務局又は国際調査機関は、第十四条（４）に規定する認定を受理官庁が行うべきであると認める場合に

は、関係する事実について受理官庁の注意を喚起する。 
 
２９．４ 第十四条（４）に規定する宣言を行う意図の通知 
（ａ） 受理官庁は、第十四条（４）に規定する宣言を行う前に、宣言を行う意図及び理由を出願人に通知する。

出願人は、受理官庁による暫定的な認定に同意しない場合には、その通知の時から二箇月以内にその旨の抗弁を

提出することができる。 
（ｂ） 受理官庁は、第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）又は（ｅ）に規定する要素について第十四条（４）に規定する

宣言を行う意図を有する場合には、（ａ）に規定する通知において、出願人に対し、当該要素を４．１８に規定す

る引用により含めることを２０．６（ａ）の規定に従つて確認するよう求める。２０．７（ａ）（ｉ）の規定の適

用上、この（ｂ）の規定に基づいて発出した出願人に対する求めは、２０．３（ａ）（ⅱ）の規定に基づく求めと

みなす。 
（ｃ） （ｂ）の規定は、受理官庁が国際事務局に対し、２０．３（ａ）（ⅱ）及び（ｂ）（ⅱ）並びに２０．６

の規定が当該受理官庁が適用する国内法令に適合しないことを２０．８（ａ）の規定に従つて通告した場合には、

適用しない。 
 

第三十規則 

第十四条（４）に規定する期間 

３０．１ 期間 
第十四条（４）に規定する期間は、国際出願日から四箇月とする。 

 
第三十一規則 

第十三条の規定に基づいて請求される写し 

３１．１ 写しの請求 
（ａ） 第十三条（１）の規定に基づく要請は、当該国内官庁が指定官庁となつている国際出願の全部、特定の

種類又は個々について行うことができる。国際出願の全部又は特定の種類についての要請は、前年の十一月三十

日までに当該国内官庁から国際事務局にあてた通告により、毎年更新しなければならない。 
（ｂ） 第十三条（２）（ｂ）の規定に基づく要請は、写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条

件とする。 
 
３１．２ 写しの作成 
第十三条の規定に基づいて請求される写しの作成は、国際事務局の責任とする。 

 
第三十二規則 

特定の承継国に対する国際出願の効果の適用 

３２．１ 承継国に対する国際出願の効果の適用 
（ａ） 国際出願日が（ｂ）に定める期間内にある国際出願の効果は、自国の独立の前においてその領域が、当

該国際出願で指定された締約国であつて後に消滅した国（「先行国」）の領域の一部であつた国（「承継国」）につい

て適用することができる。ただし、承継国が条約を適用する旨の継続の宣言を事務局長に寄託することにより締

約国になつた場合に限る。 
（ｂ） （ａ）に規定する期間は、先行国が存続する最終の日の次の日に始まり、事務局長が（ａ）に規定する

宣言を工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国政府に通報した日の後二箇月で終了する。ただし、承継国の

独立の日が先行国が存続する最終の日の次の日より早い場合には、承継国は、当該期間が承継国の独立の日に始

まることを宣言することができる。この宣言は、（ａ）に規定する宣言とともに行うものとし、また、独立の日を

特定する。 
（ｃ） 出願日が（ｂ）に該当する期間内にありその効果が承継国について適用される国際出願についての情報

は、国際事務局により公報に掲載される。 
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３２．２ 承継国に対する適用の効果 
（ａ） ３２．１の規定に従い国際出願の効果が承継国について適用される場合には、 
（ⅰ） 承継国は、国際出願において指定されたものとみなす。 
（ⅱ） 承継国について第二十二条又は第三十九条（１）に規定する期間は、３２．１（ｃ）の規定による情

報の公開の日から少なくとも六箇月を経過するまで延長する。 
（ｂ） 承継国は、（ａ）（ⅱ）に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。国際事務局は、

この期間に関する情報を公報に掲載する。 
 

第三十三規則 

国際調査における関連のある先行技術 

 
３３．１ 国際調査における関連のある先行技術 
（ａ） 第十五条（２）の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において手段のいか

んを問わず公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を

有するもの及び進歩性を有するもの（自明のものではないもの）と認められるかどうかを決定するに当たつて役

立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生

じていることを条件とする。 
（ｂ） 書面による開示を公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に

生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつ

て書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することが

できるようにされたことが国際出願日前に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指

摘する。 
（ｃ） いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願

の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日（該当する場合には、その主張する優先日）が当該国際出

願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば第十五条（２）の規定の適用

上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。 
 
３３．２ 国際調査を行うべき分野 
（ａ） 国際調査は、当該発明に関連する技術を包含する可能性があるすべての技術分野につき及びその可能

性があるすべての調査用資料に基づいて行う。 
（ｂ） したがつて、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみでなく、類似の技術

（いずれの分野に分類されるかを問わない。）についても調査する。 
（ｃ） 当該事案においていずれの技術を類似の技術とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に

記載されている特定の機能のみならず、当該発明の必然的かつ本質的な機能又は用途であると思われるものに照

らして考慮する。 
（ｄ） 国際調査は、国際出願に記載されている発明がその細部において異なつている場合であつても、請求の

範囲に記載されている発明の対象とその発明の全部又は一部の特徴について均等であると一般に認められている

すべての事項を包含するものとする。 
 
３３．３ 国際調査の方向付け 
（ａ） 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、特に請求の範囲に含まれる発明概念に重点を

置いて、請求の範囲に基づいて行う。 
（ｂ） 国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に

含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。 
 

第三十四規則 

最小限資料 

３４．１ 定義 
（ａ） 第二条（ⅰ）及び（ⅱ）の定義は、この第三十四規則については、適用しない。この第三十四規則の規

定の適用上、「特許文献」には以下のものを含むものとする。 
（ⅰ）公表された国際出願 
（ⅱ）公表された広域特許 
（ⅲ）国内官庁又はその法的な先行官庁によつて千九百二十年以後に発行され公表された国内特許 
（ⅳ）フランスによつて千九百二十年以後に発行された実用証 
（ⅴ）旧ソヴィエト連邦によつて発行された発明者証 
（ⅵ）（ⅱ）から（ⅴ）に規定するいずれかの様態の保護を求める出願であつて千九百二十年以後に公表され

たもの 
（ｂ） （ｃ）の規定にかかわらず、第十五条（４）に規定する資料（「最小限資料」）は、次のものから成る。 
（ⅰ） （ａ）に掲げる「特許文献」であつて、実施細則に定める技術的要件及び利用可能性要件並びに該当

する場合には３６．１（ⅱ）の規定に従つて、該当する国内官庁若しくはその法的な承継官庁により若しくはその

官庁に代わつて、又は国際事務局により、利用することができるようにされたもの 
 
（ⅱ） 公表された非特許文献のうち国際調査機関が合意するものであつて最初の合意の際に及び変更の都
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度国際事務局によつて一覧表において公表されるもの 
（ｃ） 国際調査機関は、（ｂ）に記載する必要な資料の調査に加え、更に国内官庁又はその法的な先行官庁に

よつて千九百二十年以後に発行された実用新案及び同年以後に公表された実用新案出願から成る実用新案文献を

調査することが望ましい。ただし、その実用新案文献が、実施細則に定める技術的要件及び利用可能性要件に従つ

て、該当する国内官庁若しくはその法的な承継官庁により又はその官庁に代わつて利用することができるように

されている場合に限る。 
（ｄ） 実施細則に定める要件に従つて特許文献及び、該当する場合には、実用新案文献を利用することができ

るようにしている各国内官庁は、次のことを行う。 
（ⅰ）国際事務局にその旨を通知すること。 
（ⅱ）新たに公表された特許文献及び、該当する場合には、新たに公表された実用新案文献を、通常利用する

ことができるようにすること。 
（ⅲ）利用可能な特許文献及び、該当する場合には、利用可能な実用新案文献の現在の範囲を実施細則に従つ

て詳述したオーソリティファイルを国際事務局に少なくとも毎年提供すること。 
（ｅ） 国際事務局は、（ｄ）の規定に従つて通知された特許文献及び実用新案文献の利用可能性を認証し、当

該文献の詳細及び当該文献が最小限資料の一部となる日付を公報に掲載する。国際事務局は、実施細則に定める

ところにより、（ｄ）（ⅲ）に規定するオーソリティファイルのためのリポジトリ―の管理業務を行う。 
（ｆ） 出願が二度以上公表される場合において、二度目以降に公表されたいずれのものも追加事項を含まな

い場合には、各国際調査機関は、最初に公表されたもののみをその資料に保存する義務を負う。 
（ｇ） この第三十四規則の規定の適用上、公衆の閲覧に供されたにすぎない出願及び特許は、公表された出願

及び特許とはみなさない。 
 

第三十五規則 

管轄国際調査機関 

３５．１ 一の国際調査機関による管轄 
各受理官庁は、第十六条（３）（ｂ）に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄する国

際調査機関を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。 
 
３５．２ 二以上の国際調査機関による管轄 
（ａ） 受理官庁は、第十六条（３）（ｂ）に規定する関係取決めに従い、次のいずれかの方法により二以上の

国際調査機関を特定することができる。 
（ⅰ） 当該受理官庁にされたいずれの国際出願についても特定するすべての国際調査機関によつて管轄さ

れることを宣言し、かつ、その選択を出願人にゆだねること。 
（ⅱ） 当該受理官庁にされた特定の種類の国際出願については一又は二以上の国際調査機関によつて管轄

されることを宣言し、かつ、当該受理官庁にされた他の種類の国際出願については一又は二以上の他の国際調査

機関によつて管轄されることを宣言すること。ただし、二以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言し

た種類の国際出願については、その選択を出願人にゆだねることを条件とする。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づく権能を行使する受理官庁は、国際事務局に速やかに通知するものとし、国際事務

局は、その通知を速やかに公表する。 
 
３５．３ 国際事務局が１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官庁である場合 
（ａ） 国際出願が１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、そ

の国際出願についての国際調査は、その国際出願が１９．１の（ａ）の（ⅰ）若しくは（ⅱ）、（ｂ）若しくは（ｃ）

又は１９．２（ⅰ）の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄す

る。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づき二以上の国際調査機関が管轄する場合には、その選択を出願人にゆだねる。 
（ｃ） ３５．１及び３５．２の規定は、１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に

ついては、適用しない。 
 

第三十六規則 

国際調査機関の最小限の要件 

３６．１ 最小限の要件の定義 
第十六条（３）（ｃ）に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。 
（ⅰ） 国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野について調査を行うために十分な技術的資格を備えた

常勤の従業者を百人以上有していなければならない。 
（ⅱ） 国内官庁又は政府間期間は、当該国内官庁若しくは政府間機関及び、該当する場合には、その法的な

先行官庁若しくは機関が発行した特許及び公表した特許出願を第三十四規則に規定する最小限資料の部分として

調査するために、実施細則に定める要件に従つて利用することができるようにしなければならない。 
（ⅲ） 国内官庁又は政府間機関は、実施細則に従つて、調査の目的のために少なくとも第三十四規則に定め

る最小限資料を所有し又は継続して利用し得るようにしていなければならない。 
（ⅳ） 国内官庁又は政府間機関は、国際調査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における検討

制度を設ける。 

（ⅴ）国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。 
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第三十七規則 

発明の名称の欠落又は欠陥 

３７．１ 発明の名称の欠落 
国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求め

た旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知

を受領しない限り、国際調査を続行する。 
 
３７．２ 発明の名称の決定 
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理

官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が４．３の規定に従つていないと国際調査

機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公

開に用いられる言語又は２３．１（ｂ）の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望

する場合には当該翻訳文の言語で決定する。 
 

第三十八規則 

要約の欠落又は欠陥 

３８．１ 要約の欠落 
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた

旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を

受領しない限り、国際調査を続行する。 
 
３８．２ 要約の作成 
国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁から

の通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた

場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は２

３．１（ｂ）の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の

言語で作成する。 
 
３８．３ 要約の修正 
出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいずれ

かを述べることができる。 
 （ⅰ） 提案された要約の修正 

  （ⅱ） 当該国際調査機関が要約を作成した場合には、提案された当該要約の修正若しくは当該要約について

の意見、又は修正及び意見の両方 
また、国際調査機関は、当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は、当該要約を修

正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。 
 

第三十九規則 

第十七条（２）（ａ）（ⅰ）に規定する国際出願の対象 

３９．１ 定義 
国際調査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一

部について調査をすることを要しない。 
（ⅰ） 科学及び数学の理論 
（ⅱ） 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及

び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。 
（ⅲ） 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法 
（ⅳ） 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法 
（ⅴ） 情報の単なる提示 
（ⅵ） コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態

勢にある範囲外のもの 
 

第四十規則 

発明の単一性の欠如（国際調査） 

４０．１ 追加手数料の支払の求め、期間 

第十七条（３）（ａ）に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。 

（ⅰ） 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。 

（ⅱ） 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数

料の額を表示する。 

（ⅲ） 該当する場合には、出願人に対し、４０．２（ｅ）に規定する異議申立手数料をその求めの日から

一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。 

 

４０．２ 追加手数料 

（ａ） 第十七条（３）（ａ）の規定に従つて調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関
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が定める。 

（ｂ） 第十七条（３）（ａ）の規定に従つて調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に

支払う。 

（ｃ） 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求

された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異

議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認め

る限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定

の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第二十二条の規定に従

つて要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。 

（ｄ） （ｃ）に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となつた決定をした者を含めることができる

が、これに限定してはならない。 

（ｅ） 国際調査機関は、（ｃ）に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件

とすることができる。出願人が４０．１（ⅲ）に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかつた

場合には、その異議申立ては、行われなかつたものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。（ｃ）に規

定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。 

 
第四十規則の二 

国際出願に含まれる又は記載されているものとみなされた欠落部分又は正しい要素若しくは部分における追加手

数料 

４０の２．１ 追加手数料の支払の求め 

 国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に次の（ⅰ）又は（ⅱ）に規定する事項が当該機関に通知さ

れた場合には、追加手数料を支払うよう求めることができる。 

（ⅰ） 欠落部分又は正しい要素若しくは部分が、それぞれ２０．５（ｃ）又は２０．５の２（ｃ）の規定

に基づき、国際出願に含まれること。 

（ⅱ） 欠落部分又は正しい要素若しくは部分が、それぞれ２０．５（ｄ）又は２０．５の２（ｄ）の規定

に基づき、第十一条（１）（ⅲ）に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願に記

載されているとみなされたこと。当該求めは、出願人に対し、追加手数料をその求めの日から一箇月以内に支払

うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。追加手数料の額は当該国際調査機関が定めるものとし、そ

の額は調査手数料の額を超えてはならない。追加手数料は、当該機関に直接に支払う。国際調査機関は、当該追

加手数料が所定の期間内に支払われていることを条件として、当該欠落部分又は正しい要素若しくは部分を含む

国際出願に関する国際調査報告を作成する。 

 
第四十一規則 

先の調査及び先の分類の結果の考慮 

４１．１ ４．１２の規定に基づく請求における先の調査の結果の考慮 
出願人が、４．１２の規定に基づき、国際調査機関に対し、先の調査の結果を考慮することを請求し、かつ、

１２の２．１の規定に従つた場合において、 
（ⅰ） 当該先の調査が同一の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁と

同一の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をでき

る限り考慮する。 
（ⅱ） 当該先の調査が他の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外

の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮する

ことができる。 
 
４１．２ 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮 
（ａ） 国際出願が、同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて先の調

査が行われた一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該国際調査機関は、国際調査を

行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮する。 

（ｂ） 受理官庁が２３の２．２（ａ）又は（ｃ）の規定に基づいて先の調査の結果若しくは先の分類の結果

の写しを国際調査機関へ送付した場合又は当該写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子

図書館により当該国際調査機関が入手可能である場合には、当該国際調査機関は、国際調査を行うに当たりこれ

らの結果を考慮することができる。 
 

第四十二規則 

国際調査のための期間 

４２．１ 国際調査のための期間 
国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領

から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。 
 

第四十三規則 

国際調査報告 

４３．１ 表示 
国際調査報告には、国際調査報告を作成した国際調査機関をその国際調査機関の名称を記載することにより、
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当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。 
 
４３．２ 日付 
国際調査報告には、日付を記入するものとし、国際調査が実際に完了した日付を表示する。国際調査報告には、

また、優先権の主張の基礎となる先の出願の日又は、二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、こ

れらのうち最先の出願日を表示する。 
 
４３．３ 分類 
（ａ） 国際調査報告には、少なくとも国際特許分類に従つて、発明の属する分類を表示する。 
（ｂ） （ａ）の分類は、国際調査機関が付与する。 

 
４３．４ 言語 
国際調査報告及び第十七条（２）（ａ）の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。ただし、 

  （ⅰ） ２３．１（ｂ）の規定に基づき他の言語による国際出願の翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望

する場合には、国際調査報告及び第十七条（２）（ａ）の規定に基づく宣言は、当該翻訳文の言語で作成できる。 
  （ⅱ） 国際出願が、１２．４の規定に基づき国際調査機関が受け入れない翻訳の言語で公開され、当該機関

が望む場合には、国際調査報告及び第十七条（２）（ａ）の規定に基づく宣言は、当該機関が認める言語及び４８．

３（ａ）に規定する国際公開の言語の両方で作成できる。 
 
４３．５ 列記 
（ａ） 国際調査報告には、関連のあると認められる文献を列記する。 
（ｂ） 列記される文献を特定する方法は、実施細則で定める。 
（ｃ） 列記された文献のうち特に関連のあるものについては、特別に表示する。 
（ｄ） すべての請求の範囲には関連しない列記された文献は、その関連する請求の範囲との関係において表

示する。 
（ｅ） 列記された文献の一部の箇所のみが関連し又は特に関連する場合には、その一部の箇所は、例えば、ペ

ージ、段又は行を表示することによつて特定する。文献全体が関連する場合であつても、ある箇所が特に関連する

ときは、その箇所を特定する。ただし、その特定が実行可能でない場合は、この限りでない。 
 
４３．６ 調査を行つた分野 
（ａ） 国際調査報告には、調査を行つた分野の分類の記号を表示する。その表示が国際特許分類以外の分類に

基づいてされる場合には、国際調査機関は、その使用する分類を公表する。 
（ｂ） 国際調査が第三十四規則に定める最小限資料に含まれない国、期間又は言語に係る特許、発明者証、実

用証、実用新案、追加特許、追加発明者証、追加実用証又はこれらの種類の保護を求める公表された出願について

行われた場合には、国際調査報告は、実行可能なときは、当該国際調査を行つた文献の種類、国、期間及び言語を

表示する。第二条（ⅱ）の規定は、この（ｂ）の規定については、適用しない。 
（ｃ） 国際調査が電子データベースに基づいて行われ又は電子データベースについて行われた場合において、

国際調査報告には、そのデータベースの名称及び国際調査機関以外の者にとつて有用であり、かつ、実行可能であ

ると認められるときは、使用したサーチタームを表示することができる。 
 
４３．６の２ 明白な誤記の訂正の考慮 
 （ａ） 国際調査機関は、９１．１の規定に基づき許可される明白な誤記の訂正を、（ｂ）の規定に従うことを

条件として、国際調査のために考慮に入れるものとし、国際調査報告には、その旨を表示する。 
 （ｂ） 国際調査機関は、国際調査報告の作成を開始した後に明白な誤記の訂正が当該機関に許可又は通知され

た場合には、国際調査のために当該訂正を考慮に入れることを必要としない。この場合には、可能なときは当該国

際調査報告には、その旨を表示するものとし、表示がない場合には、当該国際調査機関は国際事務局にその旨を通

知し、国際事務局は実施細則の定めるところによつて処理する。 
 
４３．７ 発明の単一性に関する注釈 
出願人が国際調査のための追加手数料を支払つた場合には、国際調査報告には、その旨を表示する。更に、国際

調査が主発明のみについて又はすべての発明より少ない発明について行われた場合（第十七条（３）（ａ））には、

国際調査報告には、国際出願について調査を行つた部分及び調査を行わなかつた部分を表示する。 
 
４３．８ 権限のある職員 
国際調査報告には、その国際調査報告について責任を有する国際調査機関の職員の氏名を表示する。 

 
４３．９ 追加事項 
国際調査報告には、３３．１（ｂ）及び（ｃ）、４３．１から４３．３まで、４３．５から４３．８まで並びに

４４．２に定める事項並びに第十七条（２）（ｂ）の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし、実

施細則は、同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には、見解

の表明、理由、論証又は説明を記載してはならないものとし、同細則は、これらを国際調査報告に含めることを認

めてはならない。 
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４３．１０ 様式 
国際調査報告の様式上の要件は、実施細則で定める。 

 
第四十三規則の二 

国際調査機関の書面による見解 

４３の２．１ 書面による見解 

（ａ） ６９．１（ｂの２）の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条（２）

（ａ）の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。 

（ⅰ） 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの（自明のものではない

もの）及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。 

（ⅱ） 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしている

かどうか。 
書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。 

（ｂ） 書面による見解の作成に当たつては、第三十三条（２）から（６）及び第三十五条（２）及び（３）、

４３．４、４３．６の２、第六十四規則、第六十五規則、６６．１（ｅ）、６６．７、第六十七規則、７０．２（ｂ）

及び（ｄ）、７０．３、７０．４（ⅱ）、７０．５（ａ）、７０．６から７０．１０、７０．１２、７０．１４並び

に７０．１５（ａ）の規定を準用する。 

（ｃ） 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、６６．１の２（ｂ）の規

定に従うことを条件として、６６．１の２（ａ）の規定により、６６．２（ａ）の規定の適用上国際予備審査機関

の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、５４の２．１（ａ）に規定する期間の満了前に当該機関

に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。 

 
第四十四規則 

国際調査報告、書面による見解の送付等 

４４．１ 報告又は宣言及び書面による見解の写し 

国際調査機関は、国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）の宣言、及び４３の２．１の規定に基づき作成され

た書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。 

 
４４．２ 発明の名称及び要約 
国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は第三

十七規則若しくは第三十八規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付す

る。 
 
４４．３ 列記された文献の写し 
（ａ） 第二十条（３）の請求は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年の期間いつでも行う

ことができる。 
（ｂ） 国際調査機関は、（ａ）の請求を行つた当事者（出願人又は指定官庁）に対し、写しの作成及び郵便に

係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際調査機関と国際事務局との

間に締結される第十六条（３）（ｂ）に規定する取決めで定める。 
（ｃ） 削除 
（ｄ） 国際調査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて（ａ）及び（ｂ）に定める任務を遂行する

ことができる。 
 

第四十四規則の二 

国際調査機関による特許性に関する国際予備報告 

４４の２．１ 報告の作成、出願人への送付 

（ａ） 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に

代わつて、４３の２．１（ａ）に規定する事項についての報告（第四十四規則の二において「報告」という。）を

作成する。報告は、４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解と同一の内容とする。 
（ｂ） 報告には「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）」という表題及び第四十四規則の二の

規定に基づき国際調査機関に代わつて国際事務局により作成された旨の表示を付す。 
（ｃ） 国際事務局は、（ａ）に基づいて作成する報告を一通、速やかに出願人に送付する。 

 
４４の２．２ 指定官庁への送達 

（ａ） 国際事務局は、４４の２．１の規定に基づき報告が作成された場合には、９３の２．１の規定に従い報

告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。 
（ｂ） 国際事務局は、出願人が第二十三条（２）の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行つた場合には、当

該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による

見解の写しを当該指定官庁に送達する。 
 
４４の２．３ 指定官庁のための翻訳 

（ａ） 指定国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語によつて、４４の２．１の規定に基づく報告が作成され

た場合には、英語による報告の翻訳文を要求することができる。この要求は、国際事務局に通知するものとし、国
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際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。 
（ｂ） （ａ）の規定により翻訳文が要求された場合には、当該翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。 
（ｃ） 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に指定官庁に報告を送達するのと同時に送付

する。 
（ｄ） ４４の２．２（ｂ）に規定する場合には、４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解は、

当該指定官庁の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請

求を受理した日から二箇月以内に、翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、同時に出願人に送付する。 
 
４４の２．４ 翻訳に関する意見 

出願人は、４４の２．３（ｂ）又は（ｄ）に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することが

でき、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各一通送付する。 
 

第四十五規則 

国際調査報告の翻訳 

４５．１ 言語 
国際調査報告及び第十七条（２）（ａ）の宣言は、英語で作成されていない場合には、英語に翻訳する。 

 
第四十五規則の二 

補充国際調査 

４５の２．１ 補充調査請求 

（ａ） 出願人は、優先日から二十二箇月を経過する前にいつでも、国際出願について４５の２．９の規定に基

づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二

以上の当該国際調査機関について行うことができる。 

（ｂ） （ａ）の規定に基づく請求（「補充調査請求」）については、国際事務局に対して行うものとし、その

請求書には、次の事項を記載する。 

（ⅰ） 出願人及び、該当する場合には、代理人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日並びに

国際出願番号 

（ⅱ） 補充国際調査を行うことを請求される国際調査機関（「補充調査のために指定された機関」） 

（ⅲ） 国際出願が当該国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、１２．３又は１

２．４の規定に基づき受理官庁に提出された翻訳文を補充国際調査の基礎とするか否か。 

（ｃ） 補充調査請求書には、該当する場合には、次のものを添付する。 

（ⅰ） 国際出願がされた言語又は、該当する場合には、１２．３又は１２．４の規定に基づき提出された翻

訳文の言語のいずれもが補充調査のために指定された機関が認める言語でない場合には、当該機関が認める言語

による国際出願の翻訳文 

（ⅱ） 補充調査のために指定された機関が要求する場合には、望ましくは、実施細則に定める基準を満たす

電子形式による配列リストの写し 
（ｄ） 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと国際調査機関が認めた場合には、補充調査請求書

には、当該国際調査機関が特定する発明のうち第十七条（３）（ａ）に規定する主発明以外の一の発明に補充国

際調査を減縮することを出願人が希望する旨の表示を記載することができる。 

（ｅ） 次の場合には、補充調査請求は行われなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。 

（ⅰ） （ａ）に規定する期間の満了後に受領した場合 

（ⅱ） 補充調査のために指定された機関が、第十六条（３）（ｂ）に規定する関係取決めにおいて当該調

査を行う用意がある旨を記載していない場合又は４５の２．９（ｂ）の規定に基づき当該調査を管轄しない場合 

 
４５の２．２ 補充調査取扱手数料 

（ａ） 補充調査請求については、手数料表に掲げる国際事務局のための手数料（「補充調査取扱手数料」）を

支払わなければならない。 

（ｂ） 補充調査取扱手数料は、手数料表に掲げる手数料の通貨又は国際事務局が定めるその他の通貨で支払

う。当該その他の通貨により支払う額は、手数料表に掲げる額と端数のない数で等しい額であつて、国際事務局

が決定したものとし、その額は、公報に掲載される。 

（ｃ） 補充調査取扱手数料は、補充調査請求の受理の日から一箇月以内に国際事務局に支払う。支払額は、支

払の日に適用される額とする。 
（ｄ） 国際事務局は、４５の２．４（ｅ）（ⅰ）から（ⅳ）までに規定する書類が補充調査のために指定され

た機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合又は補充調査請

求が取り下げられ、若しくは４５の２．１（ｅ）の規定に基づき行われなかつたものとみなす場合には、補充調査

取扱手数料を出願人に払い戻す。 

 
４５の２．３ 補充調査手数料 

（ａ） 補充国際調査を行う国際調査機関は、出願人に対し、当該調査の実施に係る手数料（「補充調査手数

料」）を支払うことを要求することができる。 

（ｂ） 補充調査手数料は、国際事務局が徴収するものとし、１６．１（ｂ）から（ｅ）までの規定を準用す

る。 

（ｃ） 補充調査手数料の支払期間及び支払額については、４５の２．２（ｃ）の規定を準用する。 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

（ｄ） 国際事務局は、４５の２．４（ｅ）（ⅰ）から（ⅳ）までに規定する書類が補充調査のために指定され

た機関に送付される前に、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなす場合又は補充調査請

求が取り下げられ、若しくは４５の２．１（ｅ）または４５の２．４（ｄ）の規定に基づき行われなかつたものと

みなす場合には、補充調査手数料を出願人に払い戻す。 

（ｅ） 補充調査のために指定された機関は、４５の２．５（ａ）の規定に従い当該機関が補充国際調査を開始

する前に、４５の２．５（ｇ）の規定の基づき補充調査請求が行われなかつたものとみなす場合には、補充調査手

数料を第十六条（３）（ｂ）に規定する関係取決めで定める範囲において及び条件に従つて払い戻す。 

 

４５の２．４ 補充調査請求書の点検、欠陥の補充、手数料の後払及び補充調査のために指定された機関への送付 

（ａ） 国際事務局は、補充調査請求書を受理した後速やかに当該請求書が４５の２．１（ｂ）及び（ｃ）（ⅰ）

に規定する要件を満たしているかどうかを点検するものとし、求めの日から一箇月の期間内に欠陥を補充するよ

う出願人に求める。 

（ｂ） 国際事務局は、４５の２．２（ｃ）及び４５の２．３（ｃ）の規定に基づく支払時期までに、補充調査

取扱手数料及び補充調査手数料が完全に支払われていないと認める場合には、これらの手数料を賄うために必要

な額及び（ｃ）の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に国際事務局に支払うよう出願人に求

める。 

（ｃ） （ｂ）の規定に基づく求めに応じた手数料の支払については、後払手数料の国際事務局への支払を条件

とする。当該後払手数料の額は、補充調査取扱手数料の額の五十パーセントとする。 

（ｄ） 出願人が、（ａ）又は（ｂ）に規定する期間の満了前に、必要な補充書を提出しない場合又は後払手数

料を含む支払うべき手数料の額を完全に支払わない場合には、補充調査請求は行われなかつたものとみなし、国

際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。 

（ｅ） 国際事務局は、４５の２．１（ｂ）及び（ｃ）（ⅰ）、４５の２．２（ｃ）並びに４５の２．３（ｃ）

に規定する要件が満たされていると認めた場合には、速やかに、補充調査のために指定された機関に次のものの

写しを送付する。ただし、国際事務局が国際調査報告を受領した日又は優先日から十七箇月の期間の満了の時い

ずれか先に生ずる日より前に送付してはならない。 

（ⅰ） 補充調査請求書 
（ⅱ） 国際出願 
（ⅲ） ４５の２．１（ｃ）（ⅱ）の規定に基づき提出された配列リスト 
（ⅳ） 補充国際調査の基礎として用いられる１２．３、１２．４又は４５の２．１（ｃ）（ⅰ）の規定に基

づき提出された翻訳文 

また、国際事務局は、次のものの写しを、（ⅰ）から（ⅳ）までに規定するものの写しの送付と同時に又は国

際事務局が次のものを後に受領した後速やかに送付する。 

（ⅴ） 国際調査報告及び４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解 
（ⅵ） 国際調査機関による第十七条（３）（ａ）に規定する追加手数料の支払の求め 
（ⅶ） ４０．２（ｃ）の規定に基づく出願人による異議及び国際調査機関の枠組みにおいて設置される検

査機関による当該異議についての決定 

（ｆ） （ｅ）（ⅴ）に規定する書面による見解は、それが英語又は補充調査のために指定された機関が認める

言語によるものでない場合には、当該機関の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳さ

れる。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、当該翻訳文の写しを当該機関に送付するものと

し、同時に出願人に送付する。 

 

４５の２．５ 補充国際調査の開始、基礎及び範囲 

（ａ） 補充調査のために指定された機関は、４５の２．４（ｅ）（ⅰ）から（ⅳ）までに定める書類を受領

した後速やかに補充国際調査を開始する。ただし、当該機関は、その選択により、４５の２．４（ｅ）（ⅴ）に

定める書類を当該機関が受領し、又は優先日から二十二箇月の期間が満了する時のいずれか先に生ずる時まで、

調査開始を遅らせることができる。 

（ｂ） 補充国際調査については、補充調査のために指定された機関が調査を開始する前に国際調査報告及び

４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解を利用することができる場合には、それらを十分に考慮

に入れて、出願時における国際出願又は４５の２．１（ｂ）（ⅲ）若しくは４５の２．１（ｃ）（ⅰ）に規定する翻

訳文に基づいて行う。補充調査請求書に４５の２．１（ｄ）に規定する表示が記載されている場合には、補充国際

調査は、４５の２．１（ｄ）の規定に従い出願人により特定された発明及び国際出願のうち当該発明に係る部分に

減縮することができる。 
（ｃ） 補充国際調査については、第十七条（２）並びに１３の３．１、第三十三規則及び第三十九規則を準用

する。 

（ｄ） 補充調査のために指定された機関は、（ａ）の規定に基づき調査を開始する前に国際調査報告を利用す

ることができる場合には、国際調査の対象とならなかつた請求の範囲を補充調査から除外することができる。 

（ｅ） 国際調査機関が第十七条（２）（ａ）に規定する宣言を行い、補充調査のために指定された機関が（ａ）

の規定に基づく調査を開始する前に当該宣言を利用することができる場合には、当該補充調査のために指定され

た機関は、補充国際調査報告を作成しないことを決定することができる。この場合には、当該補充調査のために指

定された機関は、その旨を宣言し、並びに出願人及び国際事務局に速やかに通知する。 
（ｆ） 補充国際調査は、少なくとも、第十六条（３）（ｂ）に基づく関係取決めにおいて当該調査のために記

載された資料について行う。 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

（ｇ） 補充調査のために指定された機関が、４５の２．９（ａ）に規定する限定又は条件（４５の２．５（ｃ）

の規定によつて適用する第十七条（２）の規定に基づく限定を除く。）によつて調査の実施が完全に退けられると

認める場合には、補充調査請求は、行われなかつたものとみなすものとし、当該機関は、その旨を宣言し、並びに

出願人及び国際事務局に速やかに通知する。 
（ｈ） 補充調査のために指定された機関は、４５の２．９（ａ）に規定する限定又は条件に従い、一部の請求

の範囲のみに調査を減縮することを決定することができる。この場合において、補充国際調査報告には、その旨を

表示する。 

 
４５の２．６ 発明の単一性 

（ａ） 補充調査のために指定された機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合

には、次のことを行う。 

（ⅰ） 国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明（「主発明」）に係る部分について、補

充国際調査報告を作成すること。 

（ⅱ） 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないとする当該機関の見解を出願人に通知し、かつ、

その見解の理由を明記すること。 

（ⅲ） （ｃ）に規定する期間内に当該見解に関して検査を請求できることを、出願人に通知すること。 
（ｂ） 補充調査のために指定された機関は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているか否かを検討す

るに当たり、当該機関が補充国際調査を開始する前に４５の２．４（ｅ）（ⅵ）及び（ⅶ）の規定に基づき受領し

た書類を十分に考慮に入れる。 

（ｃ） 出願人は、（ａ）（ⅱ）の規定に基づく通知の日から一箇月以内に、（ａ）に規定する見解を検査する

ことを補充調査のために指定された機関に請求することができる。当該機関は、検査の請求について、当該機関が

定める額の検査手数料の当該機関への支払を条件とすることができる。 
（ｄ） 出願人が（ｃ）に定める期間内に補充調査のために指定された機関による見解に関して検査を請求し、

かつ、必要な検査手数料を支払う場合には、当該機関は、当該見解に関して検査を行う。当該検査は、検査の対象

となつている決定を行つた者のみによつて行つてはならない。当該機関は、次の場合には、それぞれ次のことを行

う。 

（ⅰ） 当該機関が当該見解を完全に正当と認める場合には、その旨を出願人に通知すること。 

（ⅱ） 当該機関が、当該見解について一部が不当であると認めるが、なお国際出願が発明の単一性の要件を

満たしていないと認める場合には、その旨を出願人に通知し、及び必要に応じて（ａ）（ⅰ）に定めるところによ

つて処理すること。 
（ⅲ） 当該機関が当該見解を完全に不当と認める場合には、その旨を出願人に通知し、国際出願のすべて

の部分について補充国際調査報告を作成し、及び検査手数料を出願人に払い戻すこと。 

（ｅ） 検査の請求及び当該検査についての決定の書面については、出願人の請求により、補充国際調査報告

とともに指定官庁に送達する。出願人は、第二十二条の規定に従つて要求される国際出願の翻訳文の提出ととも

にそれらの書面の翻訳文を提出する。 

（ｆ） 補充調査のために指定された機関が４５の２．５（ｂ）の第二文又は４５の２．５（ｈ）の規定に従い

補充国際調査を減縮することを決定する場合には、（ａ）から（ｅ）までの規定を準用する。この場合において、

これらの規定中「国際出願」とあるのは、「国際出願のうち、４５の２．１（ｄ）の規定に基づき出願人が特定し

た発明に係る部分」又は「国際出願のうち、補充調査のために指定された機関が補充国際調査を実施する請求の範

囲に係る部分及び国際出願のうち、補充調査のために指定された機関が補充国際調査を実施する部分」とそれぞ

れ読み替えるものとする。 

 
４５の２．７ 補充国際調査報告 

（ａ） 補充調査のために指定された機関は、優先日から二十八箇月以内に、補充国際調査報告を作成し、又は

補充国際調査報告を作成しない旨を４５の２．５（ｃ）の規定によつて適用する第十七条（２）（ａ）の規定に基

づいて宣言する。 
（ｂ） 補充国際調査報告、４５の２．５（ｃ）の規定によつて適用する第十七条（２）（ａ）の規定に基づく

宣言及び４５の２．５（ｅ）の規定に基づく宣言は、すべて国際公開の言語で作成する。 

（ｃ） 補充国際調査報告の作成に当たつては、（ｄ）及び（ｅ）の規定に従うことを条件として、４３．１、

４３．２、４３．５、４３．６、４３．６の２、４３．８及び４３．１０を準用する。４３．９を準用する（ただ

し、４３．３、４３．７及び４４．２の引用は、存在しないものとみなす。）。第二十条（３）及び４４．３を準

用する。 

（ｄ） 補充国際調査報告には、文献が国際調査報告に引用されていない他の文献との関連で列記する必要が

ある場合を除くほか、国際調査報告に引用されている文献を列記することを必要としない。 

（ｅ） 補充国際調査報告には、次の説明を記載することができる。 
（ⅰ） 関連があると認められる文献の列記に関する説明 
（ⅱ） 補充国際調査の範囲に関する説明 

 

４５の２．８ 補充国際調査報告の送付及び効果 

（ａ） 補充調査のために指定された機関は、補充国際調査報告又は補充国際調査報告を作成しない旨の宣言

を、国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。 
（ｂ） （ｃ）の規定に従うことを条件として、第二十条（１）並びに４５．１、４７．１（ｄ）及び７０．７



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

（ａ）の規定は、補充国際調査報告が国際調査報告の一部であるものとして適用する。 
（ｃ） 国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補充国際調査報告

を受領した場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補充国際調査報告を考慮に入れること

を必要としない。 

 

４５の２．９ 補充国際調査を管轄する国際調査機関 

（ａ） 国際調査機関は、補充国際調査を行う用意がある旨が第十六条（３）（ｂ）に基づく関係取決めに記載

されている場合には、当該取決めに規定する限定及び条件に従つて、補充国際調査を管轄する。 

（ｂ） 国際出願について第十六条（１）に基づき国際調査を行う国際調査機関は、当該国際出願について補

充国際調査を管轄してはならない。 

（ｃ） （ａ）に規定する限定には、例えば、補充国際調査を行う対象となる事項に関する限定（４５の２．

５（ｃ）の規定によつて適用する第十七条（２）の規定に基づく限定を除く。）、特定の期間内に行う補充国際

調査の総数に関する限定及び補充国際調査を一定の数を超える請求の範囲については行わない旨の限定を含むこ

とができる。 

 

第四十六規則 

国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 

４６．１ 期間 
第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇

月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基

づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する

前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。 
 
４６．２ 提出先 
第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。 

 
 
４６．３ 補正書の言語 
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公

開の言語でする。 
４６．４ 説明書 
（ａ） 第十九条（１）に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、

英語の場合又は英語に翻訳した場合に五百語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その

見出しは、「第十九条（１）の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いる

ことが望ましい。 
（ｂ） （ａ）の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連

性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献に

ついての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。 
 
４６．５ 補正書の形式 
（ａ） 出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替

えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。 
（ｂ） 差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。 
（ⅰ） 最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出し

た請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。 
（ⅱ） 最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。 
（ⅲ） 出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること。 

 
第四十七規則 

指定官庁への送達 

４７．１ 手続 
（ａ） 第二十条に規定する送達は、９３の２．１の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただ

し、４７．４の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。 
（ａの２） 国際事務局は、９３の２．１の規定に従い、各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並

びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。 
（ｂ） ４６．１の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第二十条に規定する送達に含まれて

いなかつた場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。 
（ｃ）8 国際事務局は、優先日から二十八箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通

 
8 規則４７．１（ｃ）及び（ｅ）は、国際出願日が２００４年１月１日以降の国際出願に適用される。ＰＣＴ／

Ａ／３０／７の附属書Ⅳに記載の同盟総会の決定事項（２）の規定に基づいて（修正された第２２条（１）に

規定される期限が、２００１年１０月３日の時点で、当該官庁が適用する国内法令に適合しない旨）通告し、

かつ当該通告を決定事項（３）の規定に基づいて取り下げていない指定官庁に関しては、規則４７．１（ｃ）



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

知を送付する。 

（ⅰ） ９３の２．１の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付 

（ⅱ） ９３の２．１の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁 
（ｃの２） 指定官庁は、次のとおり（ｃ）に規定する通知を受け入れる。 

（ⅰ） （ｃ）（ⅰ）に規定する指定官庁の場合は、第二十条に規定する送達が通知に明記された日に正当に

行われた証拠として。 

（ⅱ） （ｃ）（ⅱ）に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第二十二

条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。 
（ｄ） 各指定官庁は、要求したときは、４５．１に定める翻訳による国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）

の宣言をも受領する。 
（ｅ）8 指定官庁が、優先日から二十八箇月を経過する前に、９３の２．１の規定に従い国際事務局に対し第

二十条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、４９．１（ａの

２）の規定により、国際事務局に対し第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しな

い旨を通知したものとみなされる。 
 
４７．２ 写し 
送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めるこ

とができる。 

 
４７．３ 言語 
（ａ） 第二十条の規定に従つて送達される国際出願の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語と

する。 
（ｂ） 国際出願の国際公開に用いられる言語が当該国際出願がされた言語以外の言語である場合には、国際

事務局は、指定官庁の要請があつたときは、国際出願がされた言語の国際出願の写しを当該指定官庁に提供する。 
 
４７．４ 国際公開前の第二十三条（２）の規定に基づく明示の請求 
国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第二十三条（２）の規定に基づく明示の請求を

行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第二十条に規定する送達を速やか

に行う。 

 
第四十八規則 

国際公開 

４８．１ 形式及び手段 

国際出願を国際公開する形式及び手段は、実施細則で定める。 

 
４８．２ 内容 
（ａ） 国際出願の国際公開は、次のものを含むものとする。 
（ⅰ） 規格による表紙 
（ⅱ） 明細書 
（ⅲ） 請求の範囲 
（ⅳ） 図面（該当する場合） 
（ⅴ） 国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）の宣言（（ｇ）の規定が適用される場合を除く。） 
（ⅵ） 第十九条（１）の規定に基づいて提出された説明書。ただし、当該説明書が４６．４の規定に従つて

いないと国際事務局が認めた場合を除く。 
（ⅶ） 国際事務局が、国際公開の技術的な準備が完了する前に９１．３（ｄ）の規定に基づく公表の要請を

受理した場合には、９１．３（ｄ）に規定する明白な誤記の訂正のための請求、理由及び意見 
（ⅷ） 明細書とは別個に第十三規則の二の規定に基づいて届け出た寄託された生物材料についての表示及

び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示 
（ⅸ） ２６の２．２（ｄ）に規定する優先権の主張に関する情報 
（ⅹ） ４．１７に規定する申立て及び２６の３．１に規定する補充であつて２６の３．１に定める期間の満

了前に国際事務局が受理したもの 
（xi） ２６の２．３の規定に基づく優先権の回復のための請求に関する情報、及び当該請求に基づく受理官

庁による決定（当該決定が基づいた回復のための基準に関する情報も含む。） 

（ｂ） 表紙には、（ｃ）の規定に従うことを条件として、次のものを掲載する。 
（ⅰ） 願書から抽出する事項その他の実施細則で定める事項 
（ⅱ） ８．２（ｂ）の規定が適用される場合を除くほか、国際出願が図面を含む場合には一又は二以上の図 
（ⅲ） 要約。要約が英語及び他の言語の双方で作成されている場合には、英文を最初に掲載する。 
（ⅳ） 該当する場合には、願書が４．１７に規定する申立てを含む旨の表示であつて、２６の３．１に定め

 
及び（ｅ）のそれぞれにおける「２８ヶ月」の記述は「１９ヶ月」とされ、規則４７．１に規定される２種類

の通知は、該当する場合には、そのような出願について送付される。この不適合に関して国際事務局が得た情

報は、公報及びＷＩＰＯウェブサイト（www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html）にて公表

される。 
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る期間の満了前に国際事務局が受理したもの 
（ⅴ） 受理官庁が４．１８及び２０．６の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、

２０．３（ｂ）（ⅱ）、２０．５の２（ｄ）又は２０．５（ｄ）の規定に基づき国際出願日を認めた場合には、その

旨の表示及び出願人が２０．６（ａ）（ⅱ）のために優先権書類に関して１７．１（ａ）、（ｂ）若しくは（ｂの２）

に従うことによつたかどうかの表示、又は先の出願の写しを別個に提出することによつたかどうかの表示 
（ⅵ） 該当する場合には、公開された国際出願が２６の２．２（ｄ）の規定に基づく情報を含む旨の表示 
（ⅶ） 該当する場合には、公開された国際出願が２６の２．３の規定に基づく優先権の回復のための請求に

関する情報及び当該請求に基づく受理官庁の決定を含む旨の表示 
（ⅷ） 該当する場合には、誤つて提出された要素又は部分が２０．５の２（ｂ）又は（ｃ）の規定に従つて

国際出願から削除された旨の表示 
（ｃ） 第十七条（２）（ａ）の宣言が行われた場合には、表紙には、目立つようにその事実について言及する

ものとし、図面及び要約のいずれも掲載することを要しない。 
（ｄ） （ｂ）（ⅱ）に掲げる図は、８．２に定めるところによつて選択する。その図は、縮小された形態で表

紙に転載することができる。 
（ｅ） （ｂ）（ⅲ）に掲げる要約の全体を表紙に掲載することができない場合には、その要約は、表紙の裏面

に掲載する。４８．３（ｃ）の規定に従つて公開される必要がある場合における要約の翻訳文についても、同様と

する。 
（ｆ） 請求の範囲について第十九条の規定に基づく補正がされた場合には、国際出願の国際公開には、出願時

における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文を含める。 同条（１）に規定する説明書も、その説明

書が４６．４の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、国際公開に含める。また、請求の範囲

についての補正書の国際事務局による受理の日付を表示する。 
（ｇ） 国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合には、表紙に

は、国際調査報告を利用することができなかつた旨、及び国際調査報告が（利用することができるようになつたと

きに）改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。 
（ｈ） 国際公開の技術的な準備の完了の時に第十九条の規定に基づいて請求の範囲について補正をするため

の期間が満了していない場合には、表紙には、その事実について言及するものとし、同条の規定に基づいて請求の

範囲について補正がされた場合に４６．１の規定に基づく期間内に国際事務局がその補正を受理した後速やかに

改訂された表紙とともに補正後の請求の範囲の全文を掲載する。同条（１）に規定する説明書が提出されたとき

は、その説明書が４６．４の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、その説明書も、公開す

る。 
（ｉ） 国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した後に、９１．１の規定に基づく国際出願の明白な誤記の

訂正の受理官庁、国際調査機関又は国際事務局による許可を、国際事務局が受理し、又は、該当する場合において

付与したとき（該当する場合）には、訂正を含む用紙、又は差替え用紙及び９１．２の規定に基づき提出される書

簡とともに、すべての訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する。 
（ｊ） 国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した時に２６の２．３の規定に基づく優先権の回復のため

の請求がなお係属している場合には、公開された国際出願は、当該請求に基づく受理官庁の決定に代え、当該決定

が利用できなかつた旨、及び当該決定が利用することができるようになつたときに別個に公開される旨の表示を

含む。 
（ｋ） 国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了した後に９１．３（ｄ）の規定に基づく公開の請求を受

理した場合には、当該公開の請求を受領した後に、当該規則に規定する訂正の請求、理由及び意見を速やかに公開

し、表紙を再度公開する。 
（ｌ） 国際事務局は、次のことを認めるときは、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理し

た出願人による理由を示した請求により、情報を公開の対象から省略する。 
 （ⅰ） 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと。 

  （ⅱ） 当該情報の公開により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損なわれること。 
  （ⅲ） 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと。 
２６．４の規定は、出願人がこの（ｌ）の規定に基づいて行う請求の対象である情報を提示する方法について準

用する。 
（ｍ） 受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際事務局が（ｌ）に規定する基準を

満たす情報を認める場合には、（ｌ）の規定に従つて出願人に国際公開の対象からの省略を請求するよう示唆する

ことができる。 
（ｎ） 国際事務局が（ｌ）の規定に従つて国際公開の対象から情報を省略し、及び当該情報が受理官庁、国際

調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関が保有する国際出願の一件書類に含まれる場

合には、国際事務局は、速やかにその旨を当該官庁及び当該機関に通知する。 
 
４８．３ 言語 
（ａ） 国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フ

ランス語又はロシア語（「国際公開の言語」）でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。 
（ｂ） 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、１２．３又は１２．４の規定により、国際公開の言語に

よる翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。 
（ｃ） 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告（４８．２（ａ）（ⅴ）の規

定により公表された部分に限る。）又は第十七条（２）（ａ）の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係
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る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、１２．３の規定に基づき出願人が提

出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。 
 
４８．４ 出願人の請求に基づく早期の国際公開 
（ａ） 出願人が第二十一条（２）（ｂ）及び第六十四条（３）（ｃ）（ⅰ）の規定に基づいて国際公開を請求し

た場合において、国際出願とともに国際公開を行うために国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）の宣言をまだ利

用することができないときは、国際事務局は、実施細則で定める額の特別の国際公開のための手数料を徴収する。 
（ｂ） 第二十一条（２）（ｂ）及び第六十四条（３）（ｃ）（ⅰ）の規定に基づく国際公開は、出願人が国際公

開を請求した後及び、（ａ）の規定に従つて特別の手数料が支払われる場合には、その手数料の受領の後速やかに

国際事務局が行う。 
 
４８．５ 国内の公表の通知 
国際事務局による国際出願の国際公開が第六十四条（３）（ｃ）（ⅱ）の規定に従つて行われるものである場合に

は、当該国内官庁は、同条（３）（ｃ）（ⅱ）に規定する国内の公表を行つた後速やかにその国内の公表の事実を国

際事務局に通知する。 
 
４８．６ 特定の事実の公示 
（ａ） ２９．１（ⅱ）に規定する通知が当該国際出願の国際公開を取りやめることができる時よりも遅い時に

国際事務局に到達した場合には、国際事務局は、速やかにその通知の要旨を公報に掲載する。 
（ｂ） 削除 
（ｃ） 国際公開の技術的な準備が完了した後に、第九十規則の二の規定に基づく国際出願、指定国の指定又は

優先権の主張の取下げが行われた場合には、その取下げの通告は、公報に掲載する。 
 

第四十九規則 

第二十二条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料 

４９．１ 通知 
（ａ） 第二十二条の規定に基づき翻訳文の提出若しくは国内手数料の支払又はその双方を要求する締約国は、

次の事項を国際事務局に通知する。 
（ⅰ） 当該締約国が翻訳を要求する言語及びその翻訳文の言語 
（ⅱ） 国内手数料の額 

（ａの２） 第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない（第四十七規則の規

定に基づく国際事務局による国際出願の写しの送達が第二十二条に規定する期間の満了する時までに行われてい

ない場合を含む。）締約国は、国際事務局にその旨を通知する。 
（ａの３） 自己が指定国である場合には、出願人が第二十二条に規定する当該期間の満了する時までに国際

出願の写しを提出しない場合においても、第二十四条（２）の規定に従い第十一条（３）の効果を維持する締約国

は、国際事務局にその旨を通知する。 
（ｂ） 国際事務局は、（ａ）、（ａの２）又は（ａの３）の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載す

る。 
（ｃ） 締約国は、（ａ）の要求を後に変更する場合には、その変更を国際事務局に通知するものとし、国際事

務局は、その通知を速やかに公報に掲載する。変更は、当該変更前には要求されていなかつた言語による翻訳文を

要求するものである場合には、通知が公報に掲載された後二箇月を経過した後にされる国際出願についてのみ効

力を有する。その他の場合には、変更の効力発生の日は、当該締約国が定める。 
 
４９．２ 言語 
翻訳文の言語として要求することができる言語は、指定官庁の公用語でなければならない。公用語が二以上あ

る場合において、国際出願がそれらの公用語のうちの一の言語で作成されているときは、翻訳を要求することが

できない。公用語が二以上ある場合において、翻訳文を提出しなければならないときは、出願人は、それらの公用

語のうちのいずれか一の言語を選択することができる。この４９．２の規定にかかわらず、公用語が二以上ある場

合において、国内法令が外国人に対してはそれらの公用語のうちの一の言語を用いることを定めているときは、

その言語による翻訳文を要求することができる。 
 
４９．３ 第十九条の規定に基づく説明書及び１３の２．４の規定による表示 
第二十二条及びこの第四十九規則の規定の適用上、第十九条（１）の規定に基づいて提出する説明書及び１３の

２．４の規定により届け出る表示は、４９．５（ｃ）及び（ｈ）の規定に従うことを条件として、国際出願の一部

とみなす。 
 
４９．４ 国内様式の使用 
出願人は、第二十二条に規定する行為を行う時には、国内様式を使用することを要求されない。 

 
４９．５ 翻訳文の内容及び様式上の要件 
（ａ） 第二十二条の規定の適用上、国際出願の翻訳文は、明細書（（ａの２）の規定が適用される場合を除く。）、

請求の範囲、図面の文言及び要約を含む。指定官庁が要求する場合には、翻訳文は、また、（ｂ）、（ｃの２）及び

（ｅ）の規定に従うことを条件として、 
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（ⅰ） 願書を含み、 
（ⅱ） 第十九条の規定に基づく請求の範囲の補正がされた場合には、出願時における請求の範囲及び補正

後の請求の範囲を含み（補正後の請求の範囲は、最初に提出した全ての請求の範囲と差し替えるために、４６．５

（ａ）の規定に基づいて提出される完全な一式の請求の範囲の翻訳文の形式で提出する。）、並びに 
（ⅲ） 図面の写しが添付されていなければならない。 

（ａの２） 指定官庁は、明細書の配列リストの部分が１２．１（ｄ）の規定に従い及び指定官庁が言語依存フ

リーテキストのために認める言語で記載された言語依存フリーテキストを含む場合には、明細書の配列リストの

部分に含まれている文言の翻訳文を提出するよう出願人に要求してはならない。ただし、英語で記載された言語

依存フリーテキストが含まれていない場合には、公表された配列リストをデータベースプロバイダに提供する指

定官庁は、実施細則に定めるところにより、英語による明細書の配列リストの部分の翻訳文を要求することがで

きる。 
（ｂ） 願書の翻訳文の提出を要求する指定官庁は、翻訳文の言語による願書の様式を出願人に無料で提供す

る。翻訳文の言語による願書の様式及び内容は、第三規則の願書の様式又は第四規則の願書の内容と異ならない

ものとし、特に、翻訳文の言語による願書の様式は、出願時における願書に記載されていないいかなる情報も要求

しない。翻訳文の言語による願書の様式の使用は、任意とする。 
（ｃ） 出願人が第十九条（１）の規定に基づいて作成する説明書の翻訳文を提出しなかつた場合には、指定官

庁は、その説明書を無視することができる。 
（ｃの２） 出願人が出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲の翻訳文を（ａ）（ⅱ）の規定に基づ

いて要求する指定官庁に対し要求されている二の翻訳文の一のみを提出した場合には、当該指定官庁は、提出さ

れなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又は出願人に対し提出されなかつた翻訳文を事情に応じて相当のか

つ指定する期間内に提出するよう求めることができる。当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文を提出するよ

う出願人に求めることを選択し、かつ、それが指定した期間内に提出されなかつた場合には、提出されなかつた翻

訳文に係る請求の範囲を無視し又はその国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。 
（ｄ） 図面に文言が記載されている場合には、その文言の翻訳文は、当初の文言の上にその翻訳文をはり付け

た当初の図面の写し又は新たに作成した図面のいずれかの様式で提出する。 
（ｅ） （ａ）の規定に従つて図面の写しの提出を要求する指定官庁は、出願人が第二十二条に規定する期間内

に当該写しを提出しなかつた場合には、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に当該写しの提

出を求める。 
（ｆ） 「Ｆｉｇ．」という表現は、いかなる言語への翻訳も要しない。 
（ｇ） （ｄ）又は（ｅ）の規定に従つて提出された図面の写し又は新たに作成された図面が第十一規則に定め

る様式上の要件を満たしていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内

にこのような欠陥の補充を求めることができる。 
（ｈ） 出願人が要約の翻訳文又は１３の２．４の規定により届け出る表示の翻訳文を提出しなかつた場合に

おいて、指定官庁が必要であると認めるときは、当該指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定す

る期間内に翻訳文を提出するよう求める。 
（ｉ） 国際事務局は、（ａ）の第二文の規定に基づく指定官庁の要件及び運用に関する情報を公報に掲載する。 
（ｊ） 指定官庁は、国際出願の翻訳文が出願時における国際出願について定める様式上の要件以外の要件を

満たすことを要求してはならない。 
（ｋ） 発明の名称が３７．２の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際

調査機関が決定した発明の名称を含める。 
（ｌ） （ｃの２）又は（ｋ）の規定が千九百九十一年七月十二日において指定官庁の適用する国内法令に適合

しない場合には、当該指定官庁がその旨を千九百九十一年十二月三十一日までに国際事務局に通告することを条

件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局

は、その通告を速やかに公報に掲載する。9 
 
４９．６ 第二十二条に規定する行為を行わなかつた場合の権利の回復 10 

 
9 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
10 規則４９．６（ａ）から（ｅ）は、国際出願日が２００３年１月１日より前の国際出願には適用されない。 

ただし、： 
（ⅰ）これらの規定は、（ⅲ）の規定に従うことを条件として、２００３年１月１日より前に国際出願され、

第２２条に基づいて適用される期限が２００３年１月１日以降に満了する国際出願に適用される； 
（ⅱ）規則７６．５によつてこれらの規定が適用される場合、（ⅲ）の規定に従うことを条件として、２００

３年１月１日より前に国際出願され、第３９条（１）に基づいて適用される期限が２００３年１月１日以降に

満了する国際出願に適用される； 
（ⅲ）規則４９．６（ａ）から（ｅ）の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しないことを当

該規則（ｆ）の規定に基づいて国際事務局に通知した場合、当該指定官庁においては、上記（ⅰ）及び（ⅱ）

の規定における２００３年１月１日とあるのを当該指定官庁において規則４９．６（ａ）から（ｅ）が効力を

生ずる日に読み替えるものとする。 
この不適合に関して国際事務局が得た情報は、公報及び以下のＷＩＰＯウェブサイトにて公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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（ａ） 出願人が第二十二条に規定する行為を適用される期間内に行わなかつたことにより第十一条（３）に定

める国際出願の効果が消滅した場合には、指定官庁は、出願人の請求により、かつ、（ｂ）から（ｅ）までの規定

に従うことを条件として、期間が遵守されなかつたことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択に

より、状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず期間が遵守されなかつたものであると認める

ときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。 
（ｂ） （ａ）の請求の指定官庁への提出及び第二十二条に規定する行為は、次のいずれかのうち早く満了する

期間内に行う。 
（ⅰ） 第二十二条に規定する期間を遵守できなかつた理由がなくなつた日から二箇月 
（ⅱ） 第二十二条に規定する期間が満了する日から十二箇月 

ただし、出願人は、指定官庁が適用する国内法令が認めるときは、より遅い時に請求することができる。 
（ｃ） （ａ）の請求には、第二十二条に規定する期間を遵守できなかつた理由を記載する。 
（ｄ） 指定官庁の適用する国内法令は、次のことを要求することができる。 
（ⅰ） （ａ）の請求について手数料が支払われること 
（ⅱ） （ｃ）に規定する理由を裏付ける申立てその他の証拠を提出すること 

（ｅ） 指定官庁は、（ａ）の請求に関し、拒否しようとすることについて事情に応じた相当の期間内に意見を

述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。 
（ｆ） 二千二年十月一日に（ａ）から（ｅ）の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合

には、当該指定官庁がその旨を二千三年一月一日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定

は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公

報に掲載する。11 
 

第四十九規則の二 

国内処理の目的のために求められる保護についての表示 

４９の２．１ 特定の種類の保護の選択 

（ａ） 出願人は、第四十三条が適用される指定国において国際出願が特許の付与ではなく同条に規定する他

の種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時に、

指定官庁に対しその旨を表示する。 
（ｂ） 出願人は、第四十四条が適用される指定国において国際出願が第四十三条に規定する二種類以上の保

護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時に、指定官庁

に対しその旨を表示する。該当する場合には、主として求める種類及び補助的に求める種類を明示する。 
（ｃ） （ａ）及び（ｂ）に規定する場合において、出願人は、指定国において国際出願が追加特許、追加証、

追加発明者証又は追加実用証として取り扱われることを希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時

に、関連する原出願、原特許、原付与を表示する。 
（ｄ） 出願人は、指定国において国際出願が先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われること

を希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示し、関連する原出願を

特定する。 
（ｅ） 出願人が、第二十二条に規定する行為を行う時に、（ａ）に規定する明示の表示されていないが、出願

人により支払われた第二十二条に規定する国内手数料が、特定の種類の保護の国内手数料に相当する場合、当該

手数料の支払は、出願人が国際出願が当該種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する旨の表示

とみなし、指定官庁は、その旨を出願人に通知する。 
 
４９の２．２ 表示の届出の時 

（ａ） 指定官庁は、第二十二条に規定する行為を行う前に、出願人に対し４９の２．１に規定する表示又は、

該当する場合には、国内特許若しくは広域特許を求める旨の表示を要求してはならない。 
（ｂ） 出願人は、当該指定官庁が適用する国内法令が認める場合には、その後いつでも、当該表示を提出し、

該当する場合には、一の種類の保護を他の種類の保護に変更することができる。 
 

第四十九規則の三 

受理官庁による優先権の回復の効果、指定官庁による優先権の回復 

４９の３．１ 受理官庁による優先権の回復の効果 

（ａ） 受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが状況により必要とされる相当な注意

を払つたにもかからわず生じたとの認定に基づき、２６の２．３の規定に基づき優先権を回復した場合には、当該

回復は、（ｃ）の規定に従うことを条件として、各指定国において効力を有する。 
（ｂ） 受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが故意ではないと認定し、２６の２．３

の規定に基づき優先権を回復した場合には、当該回復は、（ｃ）の規定に従うことを条件として、国内法令が当該

基準、又は出願人からみて当該基準より有利な基準に基づく優先権の回復を規定する指定国において効力を有す

る。 
（ｃ） ２６の２．３の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定は、指定官庁、裁判所若しくはその他

の権限のある機関又は当該指定国のために行動する機関が、２６の２．３（ａ）の規定に基づき受理官庁に提出さ

 
11 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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れた請求に記載された理由及び２６の２．３（ｂ）（ⅲ）の規定に基づき受理官庁に提出された申立てその他の証

拠を考慮に入れて、２６の２．３（ａ）、（ｂ）（ⅰ）又は（ｃ）の規定に基づく要件が満たされていないと認めた

指定国においては効力を有しない。 
（ｄ） 指定官庁は、（ｃ）に規定する要件が満たされていることについて合理的な疑義がない限り、受理官庁

の決定を検査してはならず、この場合には、指定官庁は出願人にその旨を通知し、当該疑義の理由を示し、また、

出願人に相当な期間内に意見を述べる機会を与える。 
（ｅ） 指定国は、優先権の回復のための２６の２．３の規定に基づく請求を拒否する受理官庁の決定に拘束さ

れることはない。 
（ｆ） 受理官庁が優先権の回復のための請求を拒否する場合には、指定官庁は、当該請求を４９の３．２（ａ）

の規定に基づき当該規則に規定する期間内に指定官庁に提出された回復の請求とみなすことができる。 
（ｇ） 二千五年十月五日において（ａ）から（ｄ）までの規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合

しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、こ

れら規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速

やかに公報に掲載する。12 
 
４９の３．２ 指定官庁による優先権の回復 
（ａ） 国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後である

が、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、指定官庁は、（ｂ）の規定に基づく出願人の請求によつて、

当該指定官庁が適用する基準（「回復のための基準」）が満たされていること、すなわち、優先期間内に国際出願が

提出されなかつたことが、次のいずれかの場合によると認めたときには、優先権を回復する。 
（ⅰ） 状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず生じた場合 
（ⅱ） 故意ではない場合 

各指定官庁は、これらの基準のうち少なくとも一つを採用し、また基準の両方を採用することができる。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づく請求は、次のとおりとする。 
（ⅰ） 第二十二条に規定する期間から一箇月の期間内に又は、出願人が第二十三条（２）の規定に基づき指

定官庁に明示の請求を行つた場合には、指定官庁が当該請求を受領した日から一箇月の期間内に、当該指定官庁

に提出する。 
（ⅱ） 当該優先期間内に国際出願を提出されなかつたことの理由を記載するとともに、（ｃ）の規定に基づ

き要求される申立てその他の証拠を公表することが望ましい。 
（ⅲ） （ｄ）の規定に基づき要求される回復請求のための手数料を添える。 

（ｃ） 指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に（ｂ）（ⅱ）に規定する理由の記述を裏付ける申立てその他

の証拠を要求することができる。 
（ｄ） （ａ）の規定に基づく請求の提出は、回復請求手数料の指定官庁への支払を条件とすることができる。 
（ｅ） 指定官庁は、（ａ）の規定に基づく請求の全部又は一部に関し、拒否しようとすることについて事情に

応じて相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。指定官庁による拒否し

ようとする書面は、（ｃ）の規定に基づく申立てその他の証拠を提出する求めとともに出願人に送付できる。 
（ｆ） 指定官庁が適用する国内法令が、優先権の回復に関して、出願人の立場からみて、（ａ）及び（ｂ）の

規定に基づく要件よりも有利な要件を規定する場合には、当該指定官庁は、優先権を決定する場合に、当該（ａ）

及び（ｂ）の規定に基づく要件に代わり、国内法令の規定に基づく要件を適用することができる。 
（ｇ） 各指定官庁は、当該指定官庁が適用する回復のための基準、要件、該当する場合には（ｆ）の規定に従

つて適用される国内法令、及びこれに関する後の変更を国際事務局に通知するものとする。国際事務局は、当該情

報を速やかに公報に掲載する。 
（ｈ） 二千五年十月五日において（ａ）から（ｇ）までの規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合

しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千六年四月五日までに国際事務局に通告することを条件として、こ

れらの規定は、当該国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を

速やかに公報に掲載する。13 
 

第五十規則 

第二十二条（３）の規定に基づく権能 

５０．１ 権能の行使 
（ａ） 第二十二条（１）又は（２）に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた

期間を国際事務局に通知する。 
（ｂ） 国際事務局は、（ａ）の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。 
（ｃ） 先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して三箇

月を経過した後にされる国際出願について効力を有する。 
（ｄ） 先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際

現に係属しており又はその掲載の日の後にされる国際出願について効力を有する。ただし、通知を行う締約国が

 
12 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
13 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。 
 

第五十一規則 

指定官庁による検査 

５１．１ 写しの送付を請求するための期間 
第二十五条（１）（ｃ）に規定する期間は、２０．４（ⅰ）、２４．２（ｃ）又は２９．１（ⅱ）の規定による出

願人に対する通知の日から起算して二箇月とする。 
 
５１．２ 通知の写し 
出願人は、第十一条（１）の規定に基づく否定的な決定を受領した後に、国際出願として提出されたものの一件

書類の写しを指定官庁のうち特定したものに送付するよう第二十五条（１）の規定に基づき国際事務局に対して

請求する場合には、その請求に２０．４（ⅰ）の通知の写しを添付する。 
 
５１．３ 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間 
第二十五条（２）（ａ）に規定する期間は、５１．１に定める期間と同時に満了するものとする。 

 
第五十一規則の二 

第二十七条の規定に基づいて認められる国内的要件 

５１の２．１ 認められる国内的要件 
（ａ） ５１の２．２の規定に従うことを条件として、第二十七条の規定に従い、指定官庁が適用する国内法令

により出願人に提出を要求することができるものは、特に次のものを含む。 
（ⅰ） 発明者の特定に関する書類 
（ⅱ） 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類 
（ⅲ） 出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願がされた日以後出願人の氏名が変更されて

いる場合には、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類 
（ⅳ） 国内法令が二千十二年十月九日の時点において発明者であることについての宣誓又は申立ての提出

を要求している国を指定して国際出願がされた場合には、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書

類 
（ⅴ） 特定の期間内における不当な行為に起因する開示、特定の博覧会における開示及び出願人による開

示のような不利にならない開示に関する証拠又は新規性の喪失の例外に関する証拠 
（ⅵ） 願書に署名をしていない当該指定国における出願人について、署名によつて国際出願を確認するも

の 
（ⅶ） 当該指定国における出願人に関する４．５（ａ）（ⅱ）及び（ⅲ）の規定により要求される表示のう

ち、願書から欠落しているもの 

（ⅷ） ８２の３．１に規定する場合において、２０．５の２（ｂ）又は（ｃ）の規定に従つて国際出願から

削除された誤つて提出された要素又は部分の翻訳 
（ｂ） 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条（７）の規定に従い、次のことを要求することができる。 

（ⅰ） 当該指定官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によつて出願人が代理されること又は

出願人が通知を受け取るためのあて名を指定国内に有すること。  
（ⅱ） 出願人を代理する代理人がある場合には、当該代理人は、出願人によつて正当に選任されること。 

（ｃ） 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条（１）の規定に従い、国際出願、その翻訳文又は国際出願

に関する書類を二通以上提出することを要求することができる。 
（ｄ） 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条（２）（ⅱ）の規定に従い、第二十二条の規定に基づいて

出願人が提出する国際出願の翻訳文が次の要件を満たすことを要求することができる。 
（ⅰ） 出願人又は国際出願を翻訳した者が、その知識の及ぶ限りにおいて完全かつ正確である旨の陳述を

もつて証明すること 
（ⅱ） 公の当局又は宣誓した翻訳者が認証すること。ただし、指定官庁が翻訳の正確性について合理的な疑

義を有する場合に限る。 
（ｅ） 指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条の規定に従い、出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出す

ることを要求することができる。ただし、次の場合に限る。 
（ⅰ） 優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連す

る場合 
（ⅱ） 受理官庁が４．１８及び２０．６の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、

２０．３（ｂ）（ⅱ）、２０．５（ｄ）又は２０．５の２（ｄ）の規定に基づき国際出願日が認められた場合におい

て、８２の３．１（ｂ）の規定に基づき当該要素又は部分が優先権書類に完全に記載されているかどうかを決定す

るために、指定官庁が適用する国内法令が、明細書、請求の範囲又は図面の部分については、出願人に優先権書類

の翻訳文のどの部分に当該部分が記載されているかに関する表示を提出することを要求できる場合 
 
５１の２．２ 書類又は証拠を要求することができない場合 
指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求す

ることができない。 
（ⅰ） 発明者に関する表示が４．６の規定に従つて願書に記載されているとき又は発明者の特定に関する

申立てが４．１７（ⅰ）の規定に従つて願書に記載されているとき若しくは指定官庁に直接提出されたときには、
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発明者の特定に関する書類又は証拠（５１の２．１（ａ）（ⅰ））（ただし、発明者であることについての宣誓又は

申立て（５１の２．１（ａ）（ⅳ））を含む書類を除く。） 
（ⅱ） 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立てが４．１７（ⅱ）の規

定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類

又は証拠（５１の２．１（ａ）（ⅱ）） 
（ⅲ） 先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが４．１７（ⅲ）

の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する

書類又は証拠（５１の２．１（ａ）（ⅲ）） 
（ⅳ） 発明者であることについての申立てが４．１７（ⅳ）の規定に従つて願書に記載されているとき又は

指定官庁に直接提出されたときには、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類又は証拠（５１の

２．１（ａ）（ⅳ）） 
 
５１の２．３ 国内的要件を満たすための機会 
（ａ） ５１の２．１（ａ）（ⅰ）から（ⅳ）まで及び（ｃ）から（ｅ）までに規定する要件又は指定官庁が適

用する国内法令で定める他の要件であつて、当該指定官庁が第二十七条（１）又は（２）の規定に基づいて適用で

きるものが、第二十二条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない

場合には、指定官庁は、出願人に対し、求めの日から少なくとも二箇月の期間内に、当該要件を満たすことを求め

る。各指定官庁は、出願人に対して、求めに応じて国内的要件を満たすことに対して料金を支払うことを要求する

ことができる。 
（ｂ） 指定官庁が適用する国内法令で定める要件であつて、当該指定官庁が第二十七条（６）又は（７）の規

定に基づいて適用できるものが、第二十二条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内

に満たされていない場合には、出願人は、当該期間の満了後に当該要件を満たすための機会を有する。 
（ｃ） （ａ）の規定が二千年三月十七日において（ａ）の規定の期間に関して指定官庁の適用する国内法令に

適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を二千年十一月三十日までに国際事務局に通告することを条件とし

て、（ａ）の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局

は、その通告を速やかに公報に掲載する。14 
 

第五十二規則 

指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正 

５２．１ 期間 
（ａ） 特別の請求なしに処理又は審査が開始される指定国においては、出願人は、希望するときは、第二十二

条の規定に基づく要件を満たした時から一箇月以内に、第二十八条の規定に基づく権利を行使する。ただし、４

７．１の送達が第二十二条に規定する当該期間の満了する時までに行われなかつた場合には、当該期間の末日の

後四箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、指定国の国内法令が認めるときは、その後いつで

も行使することができる。 
（ｂ） 国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている指定国においては、出願人が

第二十八条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時は、特別の請求による国内出願の審査の場合

における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とする。ただし、その期間又は時が（ａ）に規

定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。 
 
 

Ｃ部 第二章に関する規則 
 

第五十三規則 

国際予備審査の請求書 

５３．１ 様式 
（ａ） 国際予備審査の請求書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表す。印刷し

た様式及びコンピューター印字により表した国際予備審査の請求書に関する細目は、実施細則で定める。 
（ｂ） 印刷した国際予備審査の請求書の様式は、受理官庁又は国際予備審査機関が無料で提供する。 

 
５３．２ 内容 
（ａ） 国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。 
（ⅰ） 申立て 
（ⅱ） 出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示 
（ⅲ） 国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示 
（ⅳ） 該当する場合には、補正に関する記述 

（ｂ） 国際予備審査の請求書には、署名をする。 
 
５３．３ 申立て 
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。 

 
14 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

特許協力条約第三十一条の規定に基づく請求 
署名者は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。 

 
５３．４ 出願人 
出願人に関する表示については、４．４及び４．１６の規定を適用するものとし、４．５の規定を準用する。 

 
５３．５ 代理人又は共通の代表者 
代理人又は共通の代表者が選任されている場合には、国際予備審査の請求書にはその旨を記載する。この場合

には、４．４及び４．１６の規定を適用するものとし、４．７の規定を準用する。 
 
５３．６ 国際出願の特定 
国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日（出願人が知つている場合）並びに国

際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定す

る。 
 
５３．７ 国の選択 
国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であつて第二章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。 

 
５３．８ 署名 
国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をし

たすべての出願人が署名をする。 
 
５３．９ 補正に関する記述 
（ａ） 出願人は、第十九条の規定に基づく補正が行われた場合には、国際予備審査のため、補正に関する記述

にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。 
（ⅰ） 当該補正を考慮する。この場合には、国際予備審査の請求書とともに補正書の写し及び４６．５（ｂ）

の規定に従つて要求される書簡の写しを提出することが望ましい。 
（ⅱ） 当該補正は、第三十四条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなす。 

（ｂ） 第十九条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了して

いない場合には、この記述に、国際予備審査機関が６９．１（ｂ）の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査

を開始することを希望する場合には、６９．１（ｄ）の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望す

る旨を表示することができる。 

（ｃ） 第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する場合には、その旨を補正

に関する記述に表示する。 
 

第五十四規則 

国際予備審査の請求をする資格を有する出願人 

 
５４．１ 住所及び国籍 
（ａ） （ｂ）の規定に従うことを条件として、出願人の住所及び国籍は、第三十一条（２）の規定の適用上、

１８．１の（ａ）及び（ｂ）の規定に従つて決定する。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、実施細則に定めるところにより、受理官庁に対し又は、国際出願が受理官庁とし

ての国際事務局にされた場合には、関係締約国の国内官庁若しくはその関係締約国のために行動する国内官庁に

対し、出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題について決

定を行うよう要請する。国際予備審査機関は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対

して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。 
 
５４．２ 国際予備審査の請求をする権利 
国際予備審査の請求をする出願人又は、二人以上の出願人がある場合にはそのうちの少なくとも一人の出願人

が、第二章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、第二章の規定に拘束される締約国の受理官

庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願した場合には、第三十一条（２）の規定に基づく国際予備

審査の請求をすることができる。 
 
５４．３ 受理官庁としての国際事務局にされた国際出願 
国際出願が１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局

は、第三十一条（２）（ａ）の規定の適用上、出願人がその居住者又は国民である締約国のために行動するものと

みなす。 
 
５４．４ 国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人 
出願人又は、二人以上の出願人がある場合においては、いずれの出願人も５４．２の国際予備審査の請求をする

資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかつたものとみなす。 
 

第五十四規則の二 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

国際予備審査の請求をするための期間 

５４の２．１ 国際予備審査の請求をするための期間 

（ａ） 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。 
（ⅰ） 出願人への国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）の宣言及び４３の２．１の規定に基づき作成され

た書面による見解の送付から三箇月 
（ⅱ） 優先日から二十二箇月 

（ｂ） （ａ）に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国際

予備審査機関は、その旨を宣言する。 
 

第五十五規則 

言語（国際予備審査） 

５５．１ 国際予備審査の請求書の言語 
国際予備審査の請求書は、国際出願の言語又は、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場

合には、国際公開の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が５５．２の規定に基づき要求される場合には、

国際予備審査の請求書は、当該翻訳文の言語で作成する。 
 
５５．２ 国際出願の翻訳文 
（ａ） 国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備

審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、（ｂ）の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請

求書とともに、次の（ⅰ）及び（ⅱ）に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。 
（ⅰ） 国際予備審査機関が認める言語 
（ⅱ） 国際公開の言語 

（ａの２） 国際出願の（ａ）に規定する言語への翻訳文は、出願人が２０．３（ｂ）、２０．５の２（ｂ）、２

０．５の２（ｃ）又は２０．６（ａ）の規定に基づき提出する第十一条（１）（ⅲ）（ｄ）又は（ｅ）に規定する要

素、及び出願人が２０．５（ｂ）、２０．５（ｃ）、２０．５の２（ｂ）、２０．５の２（ｃ）又は２０．６（ａ）

の規定に基づき提出する２０．６（ｂ）の規定に基づき国際出願に含まれていたとみなされる明細書、請求の範囲

又は図面の部分を含むものとする。 
（ａの３） 国際予備審査機関は、（ａ）の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式

上の要件が、国際予備審査のために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検する。 
（ｂ） （ａ）に規定する言語による国際出願の翻訳文が２３．１（ｂ）の規定に基づき国際調査機関に送付さ

れ、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、

（ａ）の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が（ａ）の規定に基づく翻訳

文を提出しない限り、国際予備審査は、２３．１（ｂ）の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。 
（ｃ） （ａ）、（a の２）及び（a の３）に規定する要件が満たされず、かつ、（ｂ）の規定が適用されない場合

には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文又は必要な補充書を提出

するよう求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備

審査機関が延長することができる。 
（ｄ） 出願人が（ｃ）に定める期間内に求めに応ずる場合には、（ａ）、（a の２）及び（a の３）の要件が満た

されたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみな

し、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。 
 
 
５５．３ 補正書及び書簡の言語及び翻訳文 
（ａ） 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語により行われた場合には、（ｂ）の規定に従うことを

条件として、第三十四条の規定に基づく補正書並びに６６．８（ａ）及び６６．８（ｂ）に規定する書簡並びに６

６．８（ｃ）の規定によつて準用する４６．５（ｂ）に規定する書簡は、国際公開の言語によつて提出する。 
（ｂ） 国際出願の翻訳文が５５．２の規定に基づいて要求される場合には、次の補正書又は書簡は、当該翻訳

文の言語によるものとする。当該補正書又は書簡が別の言語によつて提出された又は提出されるときは、翻訳文

についても、提出する。 
（ⅰ） （ａ）に規定する補正書及び書簡 
（ⅱ） ６６．１（ｃ）又は（ｄ）の規定に基づいて考慮すべき第十九条の規定に基づく補正書及び４６．５

（ｂ）に規定する書簡 
（ｃ） 補正書又は書簡が（ａ）又は（ｂ）の規定に従つて要求される言語によつて提出されない場合には、国

際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に当該言語による補正書又は書簡を提出するよう

求める。その期間は、その求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査

機関が延長することができる。 
（ｄ） 出願人が、（ｃ）に規定する期間内に要求される言語による補正書を提出する求めに応じない場合には、

国際予備審査において当該補正書を考慮しない。出願人が、（ｃ）に規定する期間内に要求される言語による（ａ）

に規定する書簡を提出する求めに応じない場合には、国際予備審査において当該補正書を考慮に入れることを要

しない。 
 

第五十六規則 
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削除 

 
第五十七規則 

取扱手数料 

５７．１ 支払の義務 
各国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手

数料（「取扱手数料」）を支払わなければならない。 
 
５７．２ 額及び移転 
（ａ） 取扱手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。 
（ｂ） 取扱手数料は、国際予備審査機関が定める一の通貨又は二以上の通貨（以下この５７．２において「所

定の通貨」という。）のうちの一の通貨で支払う。 
（ｃ） 所定の通貨がスイス・フランである場合には、国際予備審査機関は、９６．２の規定に従つて取扱手数

料をスイス・フランにより国際事務局に移転する。 
（ｄ） 所定の通貨が、スイス・フラン以外の通貨である場合においては、次の（ⅰ）又は（ⅱ）に規定すると

おりとする。 
（ⅰ） 所定の通貨がスイス・フランに自由に交換することができるものであるときは、事務局長は、取扱手

数料の支払のための通貨として所定の通貨を定めている各国際予備審査機関ごとに、総会が定めた指針により、

所定の通貨による当該手数料の換算額を決定する。国際予備審査機関は、９６．２の規定に従つて所定の通貨によ

る当該手数料の換算額を国際事務局に移転する。 
（ⅱ） 所定の通貨がスイス・フランに自由に交換することができるものでないときは、国際予備審査機関

は、取扱手数料を所定の通貨からスイス・フランに交換する責任を負うものとし、９６．２の規定に従い、手数料

表に掲げる額の当該手数料をスイス・フランにより国際事務局に移転する。また、国際予備審査機関が希望する場

合には、当該国際予備審査機関は、取扱手数料を所定の通貨からユーロ又は合衆国ドルに交換し、９６．２の規定

に従い、（ⅰ）に規定する総会が定めた指針により事務局長が決定する当該手数料の換算額をユーロ又は合衆国ド

ルにより国際事務局に移転することができる。 
 
５７．３ 支払期間及び支払額 
（ａ） （ｂ）及び（ｃ）の規定に従うことを条件として、取扱手数料は、国際予備審査の請求書が提出された

日から一箇月以内又は優先日から二十二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。 
（ｂ） （ｃ）の規定に従うことを条件に、国際予備審査の請求書が５９．３の規定により国際予備審査機関に

送付された場合には、取扱手数料は、当該国際予備審査機関が当該請求書を受理した日から一箇月以内又は優先

日から二十二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。 
（ｃ） 国際予備審査機関は、６９．１（ｂ）の規定に従い、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを

希望するときは、取扱手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。 
（ｄ） 取扱手数料の支払額は、支払の日に適用される額とする。 

 
５７．４ 払戻し 
国際予備審査機関は、次の場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。 
（ⅰ） 当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求

が取り下げられた場合 
（ⅱ） ５４．４又は５４の２．１（ｂ）の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみな

された場合 
 

第五十八規則 

予備審査手数料 

５８．１ 手数料を要求する権利 
（ａ） 各国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際予備

審査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料（「予備審査手数料」）を支払うことを要求する

ことができる。 
（ｂ） 予備審査手数料の額は、国際予備審査機関が定める。予備審査手数料の支払期間及び支払額について

は、取扱手数料に関する５７．３の規定を準用する。 
（ｃ） 予備審査手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。予備審査手数料は、国際予備審査機関が国内官

庁である場合には当該国内官庁が定める通貨で、国際予備審査機関が政府間機関である場合には当該政府間機関

の所在する国の通貨又はその国の通貨に自由に交換することができる通貨で支払う。 
 
５８．２ 削除 
 
５８．３ 払戻し 
国際予備審査機関は、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合に予備審査手数料として支

払われた額を払い戻す範囲（該当する場合）及び条件（該当する場合）を国際事務局に通報するものとし、国際事

務局は、速やかにその通報を公表する。 
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第五十八規則の二 

手数料の支払期間の延長 

５８の２．１ 国際予備審査機関による求め 
（ａ） 国際予備審査機関は、次の場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、５

８の２．２の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。 

（ⅰ） 当該国際予備審査機関に支払われた額が取扱手数料及び予備審査手数料に不足すると認めた場合、

又は 

（ⅱ） ５７．３及び５８．１（ｂ）の規定に基づく支払時期までに手数料が当該国際予備審査機関に支払わ

れていないと認めた場合 

（ｂ） 国際予備審査機関が（ａ）の規定に基づく求めを送付し、かつ、出願人が（ａ）に規定する期間内に支

払うべき額（該当する場合には、５８の２．２の規定に基づく後払手数料を含む。）を完全に支払わなかつた場合

には、国際予備審査の請求は、（ｃ）の規定が適用される場合を除くほか、行われなかつたものとみなし、国際予

備審査機関はその旨を宣言する。 
（ｃ） 国際予備審査機関が（ａ）の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、５７．３又は５８．１

（ｂ）に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。 
（ｄ） 国際予備審査機関が（ｂ）の規定に基づく手続を行う前に受領した支払は、（ａ）の規定に基づく期間

の満了前に受領したものとみなす。 
 
５８の２．２ 後払手数料 
（ａ） 国際予備審査機関は、５８の２．１（ａ）の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料

の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。 
（ⅰ） 求めにおいて特定された未払の手数料の額の五十パーセント 
（ⅱ） （ⅰ）の規定に基づき計算された額が取扱手数料より少ない場合には、取扱手数料に等しい額 

（ｂ） 後払手数料の額は、取扱手数料の額の二倍を超えてはならない。 
 

第五十九規則 

管轄国際予備審査機関 

５９．１ 第三十一条（２）（ａ）の規定に基づく国際予備審査の請求 
（ａ） 第三十一条（２）（ａ）の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、第二章の規定に拘

束される各締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁は、第三十二条（２）及び（３）の関係取

決めに従い、自己にされた国際出願の国際予備審査を管轄する国際予備審査機関を国際事務局に通知する。国際

事務局は、その通知を速やかに公表する。二以上の国際予備審査機関が管轄する場合には、３５．２の規定を準用

する。 
（ｂ） 国際出願が１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、３

５．３の（ａ）及び（ｂ）の規定を準用する。（ａ）の規定は、１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官庁とし

ての国際事務局については、適用しない。 
 
５９．２ 第三十一条（２）（ｂ）の規定に基づく国際予備審査の請求 
第三十一条（２）（ｂ）の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官

庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関

である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦

する国際予備審査機関を優先させる。 
 
５９．３ 管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付 
（ａ） 国際予備審査の請求書が受理官庁、国際調査機関又は国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備

審査機関に提出された場合には、当該官庁又は当該機関は、当該請求書に受理の日付を付し、（ｆ）の規定に基づ

く手続を行うことを決定する場合を除くほか、速やかに、国際事務局に対し当該請求書を送付する。 
（ｂ） 国際予備審査の請求書が国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、当該請求書に受理の日付を

付す。 
（ｃ） 国際予備審査の請求書が（ａ）の規定により国際事務局に送付され又は（ｂ）の規定により国際事務局

に提出された場合には、国際事務局は、速やかに次のことを行う。 
（ⅰ） 一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に

送付し、出願人にその旨を通知すること。 
（ⅱ） 二以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し、５４の２．１（ａ）に規定する期間

又はその求めの日から十五日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審

査機関を表示するよう求めること。 
（ｄ） （ｃ）（ⅱ）の規定に基づいて要求される表示の提出があつた場合には、国際事務局は、速やかに、出

願人が表示した管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査の請求書を送付する。表示が提出されなかつた場合

には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。 
（ｅ） 国際予備審査の請求書は、（ｃ）の規定に従つて管轄国際予備審査機関に送付された場合には、（ａ）又

は（ｂ）の規定により当該請求書に付された受理の日付の日に当該国際予備審査機関に代わつて（ａ）の官庁若し

くは機関又は（ｂ）の国際事務局が受理したものとみなし、送付された国際予備審査の請求書は、当該日付に当該

国際予備審査機関が受理したものとみなす。 
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（ｆ） （ａ）の規定により国際予備審査の請求書を提出された官庁又は機関が、当該請求書を管轄国際予備審

査機関に直接送付することを決定する場合には、（ｃ）から（ｅ）までの規定を準用する。 
 

第六十規則 

国際予備審査の請求又は選択の欠陥 

６０．１ 国際予備審査の請求書の欠陥 
（ａ） （ａの２）及び（ａの３）の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書が５３．１、５３．

２（ａ）の（ⅰ）から（ⅲ）まで、５３．２（ｂ）、５３．３から５３．８まで及び５５．１に定める要件を満た

していない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に欠陥の補充をすることを

求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関

が延長することができる。 
（ａの２） ５３．４の規定の適用上、二人以上の出願人がある場合において、４．５（ａ）（ⅱ）及び（ⅲ）

に規定する表示が出願人のうちの一人であつて５４．２の規定により国際予備審査の請求を行うことができる者

についてされているときは、十分なものとする。 
（ａの３） ５３．８の規定の適用上、二人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人の

うちの一人により署名されているときは、十分なものとする。 
（ｂ） 出願人が（ａ）に定める期間内に（ａ）の求めに応ずる場合には、国際予備審査の請求書は、提出され

た国際予備審査の請求書が当該国際出願を特定することができることを条件として、実際の請求日に受理された

ものとみなす。その他の場合には、国際予備審査の請求書は、国際予備審査機関が（ａ）の補充を受領した日に受

理されたものとみなす。 
（ｃ） 出願人が（ａ）に定める期間内に（ａ）の求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は、行われな

かつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。 
（ｄ） 削除 
（ｅ） 国際事務局は、欠陥を発見した場合には、その欠陥について国際予備審査機関の注意を喚起するものと

し、国際予備審査機関は、（ａ）から（ｃ）までに定めるところによつて処理する。 
（ｆ） 国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合には、国際予備審査機関は、６６．１及

び６９．１（ａ）又は（ｂ）の定めるところによつて処理する。 
（ｇ） 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の

表示（５３．９（ｃ））を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機

関は、出願人に対し指定した期間内に補正書を提出することを求め、かつ、６９．１（ｅ）の定めるところによつ

て処理する。 
 

第六十一規則 

国際予備審査の請求及び選択の通知 

６１．１ 国際事務局及び出願人への通知 
（ａ） 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、６０．１（ｂ）に規

定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類

に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備

審査の請求が５４．４、５５．２（ｄ）、５８の２．１（ｂ）若しくは６０．１（ｃ）の規定により行われなかつ

たものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。 
 
６１．２ 選択官庁への通知 
（ａ） 第三十一条（７）の通知は、国際事務局が行う。 
（ｂ） （ａ）の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる出

願の日（優先権の主張を伴う場合に限る。）、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を表

示する。 
（ｃ） （ａ）の通知は、第二十条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択

は、その選択が行われた後速やかに通知する。 
（ｄ） 出願人が、国際出願の国際公開前に第四十条（２）の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合

には、国際事務局は出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第二十条に規定する送達を速やかに行う。 
 

６１．３ 出願人への通報 
国際事務局は、出願人に対し、６１．２にいう通知及び第三十一条（７）の規定により通知を受けた選択官庁を

書面で通知する。 
 
６１．４ 公報への掲載 
国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であつてその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細

則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。 
 

第六十二規則 

国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第十九条の規定に基づく補正書の写し 

６２．１ 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し 
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国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予

備審査機関に速やかに送付する。 
（ⅰ） ４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動し

た国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。 
（ⅱ） 第十九条の規定に基づく補正書の写し、同条に規定する説明書の写し及び４６．５（ｂ）の規定に従

つて要求される書簡の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、こ

の限りでない。 
 
６２．２ 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正 
第十九条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、

その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し、同条に規定する説明書の写し及び４６．５（ｂ）の規定に

従つて要求される書簡の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも、国際事務局

は、そのような補正書の写し、説明書の写し及び書簡の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。 
 

第六十二規則の二 

国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳 

６２の２．１ 翻訳及び意見 

（ａ） ４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言

語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。 
（ｂ） 国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、当該翻訳文の写しを国際予備審査機関に送

付すると同時に出願人に送付する。 
（ｃ） 出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その写しを国際予備審査機

関及び国際事務局に送付する。 
 

第六十三規則 

国際予備審査機関の最小限の要件 

６３．１ 最小限の要件の定義 
第三十二条（３）に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。 
（ⅰ） 国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野について審査を行うために十分な技術的資格を備えた

常勤の従業者を百人以上有していなければならない。 
（ⅱ） 国内官庁又は政府間機関は、当該国内官庁若しくは政府間機関及び、該当する場合には、その法的な

先行官庁若しくは機関が発行した特許及び公表した特許出願を第三十四規則に規定する最小限資料の部分として

調査するために、実施細則に定める要件に従つて利用することができるようにしなければならない。 
（ⅲ） 国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、審査の目的のために適正に整備された第三十四規則に定め

る最小限資料を容易に利用することができるようにしておかなければならない。 
（ⅳ） 国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における

検討制度を設ける。 

（ⅴ） 国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定されていなければならない。 
 

第六十四規則 

国際予備審査における関連のある先行技術 

６４．１ 先行技術 
（ａ） 第三十三条（２）及び（３）の規定の適用上、世界のいずれかの場所において手段のいかんを問わず公

衆が利用することができるようにされているすべてのものは、先行技術とする。ただし、公衆が利用することがで

きるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。 
（ｂ） （ａ）の規定の適用上、基準日は、次の日とする。 
（ⅰ） （ⅱ）及び（ⅲ）の規定が適用される場合を除くほか、当該国際予備審査の対象である国際出願の国

際出願日 
（ⅱ） 当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当

該優先期間内である場合には、国際予備審査機関が当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか、

先の出願の日 
（ⅲ） 当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当

該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、国際予備審査機関が、当

該国際出願の国際出願日が当該満了の日の後であるという理由以外で当該優先権の主張を有効でないと判断した

場合を除くほか、先の出願の日 
 
６４．２ 書面による開示以外の開示 
口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段（「書面による開示以外の開示」）によつて公衆

が利用することができるようにされたことが６４．１（ｂ）に定める基準日前に生じていた場合において、書面に

よる開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面に

よる開示に記載されているときは、国際予備審査報告において、当該書面による開示以外の開示につき７０．９に

定める方法によつて注意を喚起する。 
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６４．３ ある種の公表された文書 
６４．１に定める基準日前に出願されており又はその基準日前にされた先の出願に基づく優先権の主張を伴つ

ている出願又は特許であつて、その基準日と同じ日又はその後に公表されたものは、その基準日前に公表された

としたならば第三十三条（２）及び（３）の規定の適用上先行技術を構成したであろうとされるものである場合に

おいても、同条（２）及び（３）の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告にお

いては、当該出願又は当該特許につき７０．１０に定める方法によつて注意を喚起する。 
 

第六十五規則 

進歩性又は自明のものではないこと 

６５．１ 先行技術との関係 
第三十三条（３）の規定の適用上、国際予備審査においては、個々の請求の範囲と先行技術全体との関係に考慮

を払う。国際予備審査においては、請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく、個々の文献又はそ

の抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとつて自明である場合には、請求の範囲とそのような結合との関係につ

いても考慮を払う。 
 
６５．２ 基準日 
第三十三条（３）の規定の適用上、進歩性（自明のものではないこと）の判断についての基準日は、６４．１に

定める日とする。 
 

第六十六規則 

国際予備審査機関における手続 

６６．１ 国際予備審査の基礎 
（ａ） 国際予備審査は、（ｂ）から（ｄ）までの規定に従うことを条件として、出願時における国際出願に基

づき行う。 
（ｂ） 出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は６６．４の２の規定に従うことを条件として国際予備

審査報告が作成されるまでの間、第三十四条の規定に基づく補正書を提出することができる。 
（ｃ） 国際予備審査の請求書が提出される前にする第十九条の規定に基づく補正は、第三十四条の規定に基

づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか、国際予備審査のために考慮に

入れる。 
（ｄ） 国際予備審査の請求書が提出された後にする第十九条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対

してする第三十四条の規定に基づく補正は、６６．４の２の規定に従うことを条件として、国際予備審査のために

考慮に入れる。 
（ｄの２） 国際予備審査機関は、６６．４の２の規定に従うことを条件として、９１．１の規定に基づき許可

された明白な誤記の訂正を国際予備審査のために考慮に入れる。 
（ｅ） 国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要

としない。 
 

６６．１の２ 国際調査機関の書面による見解 

（ａ） （ｂ）の規定に従うことを条件として、４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作成した書面によ

る見解は、６６．２（ａ）の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、特定の国際調査機関が４３の２．１の規定に基づき作成した書面による見解につ

いて、（ａ）の規定がその国際予備審査機関における手続については適用されないことを国際事務局に通告するこ

とができる。ただし、この通告は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関と

して行動する場合には適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。15 
（ｃ） 国際予備審査機関は、（ｂ）の規定による通告により、４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作

成した書面による見解が、６６．２（ａ）の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場

合には、出願人にその旨を書面で通知する。 
（ｄ） ４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、（ｂ）の規定による通告に基

づき、６６．２（ａ）の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合であつても、６６．２

（ａ）の規定による手続において国際予備審査機関により考慮される。 
 
６６．１の３ トップアップ調査 
国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日

の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となつた第六十四規則に規定する文献を発

見するための調査（以下、「トップアップ調査」という。）を行う。国際予備審査機関が第三十四条（３）若しくは

（４）又は６６．１（ｅ）に規定するいずれかの事由があると認めた場合には、トップアップ調査は、国際出願の

うち国際予備審査の対象となる部分のみについて行う。 
 
６６．２ 国際予備審査機関の書面による見解 
（ａ） 国際予備審査機関は、次のいずれかの場合には、出願人にその旨を書面で通知する。 

 
15 当該情報は、以下のＷＩＰＯのウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
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（ⅰ） 当該国際予備審査機関が、第三十四条（４）に規定するいずれかの事由があると認めた場合 
（ⅱ） 当該国際予備審査機関が、いずれかの請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩

性を有するもの（自明のものではないもの）又は産業上の利用可能性を有するものとは認められないため、当該請

求の範囲について国際予備審査報告が否定的となると認めた場合 
（ⅲ） 当該国際予備審査機関が、国際出願の形式又は内容に条約又はこの規則に定める欠陥があると認め

た場合 
（ⅳ） 当該国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認め

た場合 
（ⅴ） 当該国際予備審査機関が、請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲が明細書により十分

な裏付けをされているかいないかの問題についての意見を国際予備審査報告に付することを希望した場合 
（ⅵ） 当該国際予備審査機関が、請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関するものである

と認め、かつ、その請求の範囲について国際予備審査を行わないことを決定した場合 
（ⅶ） 国際予備審査機関が、有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸

の配列リストを入手することができないと認めた場合 
国際予備審査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令が、多数従属請求の範囲を６．４（ａ）の第二文

及び第三文の請求の範囲の記述方法と異なる方法で起草することを認めない場合において、６．４（ａ）の当該請

求の範囲の記述方法が用いられないときは、国際予備審査機関は、第三十四条（４）（ｂ）の規定を適用すること

ができる。この場合においては、当該国際予備審査機関は、出願人にその旨を書面で通知する。 
（ｂ） （ａ）の通知には、国際予備審査機関の見解の根拠を十分に記述する。 
（ｃ） （ａ）の通知においては、答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める。 
（ｄ） （ａ）の通知には、答弁のための期間として、事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は、

通常、通知の日の後二箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後一箇月未満であつてはならない。指定する期間

は、通知と同時に国際調査報告が送付される場合には、通知の日の後二箇月以上とし、（ｅ）の規定に従うことを

条件として、通知の日の後三箇月を超えてはならない。 
（ｅ） （ａ）の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延

長することができる。 
 
６６．３ 国際予備審査機関に対する正式の答弁 
（ａ） 出願人は、補正をすることにより若しくは、国際予備審査機関の見解に同意しない場合には、抗弁を提

出することにより又はその双方を行うことにより、６６．２（ｃ）に規定する国際予備審査機関の求めに対して答

弁をすることができる。 
（ｂ） （ａ）の答弁は、国際予備審査機関に直接に提出する。 

 
６６．４ 補正書又は抗弁を提出するための追加の機会 
（ａ） 国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができるものとし、６６．２

及び６６．３の規定は、この場合についても適用する。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する一又は二以上の

追加の機会を与えることができる。 
 
６６．４の２ 補正書、抗弁又は明白な誤記の訂正の考慮 
 国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書、抗弁、又は明白な誤

記の訂正を受理し、許可し、又は当該機関に対して通知された場合には、書面による見解又は国際予備審査報告の

ために当該補正書、抗弁、又は明白な誤記の訂正を考慮に入れることを必要としない。 
 
６６．５ 補正 
請求の範囲、明細書又は図面についてのいかなる変更（請求の範囲、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削

除を含むものとし、明白な誤記の訂正を除く。）も、補正とする。 
 
６６．６ 出願人との非公式の連絡 
国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備

審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面

による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する。 
 
６６．７ 優先権主張の基礎となる先の出願の写し及び翻訳文 
（ａ） 国際予備審査機関が優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる先の出願の写しを必

要とする場合には、国際事務局は、要請により、速やかにその写しを送付する。その写しが、出願人が１７．１の

要件を満たさないために国際予備審査機関に提出されない場合であつて、かつ当該先の出願が国内官庁としての

権限を有する当該国際予備審査機関に出願されていない又は優先権書類を当該国際予備審査機関が実施細則に従

い電子図書館から入手することができない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がされなかつたものと

して作成することができる。 
（ｂ） 優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる出願の言語が国際予備審査機関の特定す

る言語以外の言語である場合において、優先権の主張の有効性が第三十三条（１）に規定する見解を示すことに関

連するときには、当該国際予備審査機関は、出願人に対し、求めの日から二箇月以内に当該国際予備審査機関の特
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定する言語のうち一の言語による翻訳文を提出することを求めることができる。その翻訳文が当該期間内に提出

されない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がなされなかつたものとして作成することができる。 
 
６６．８ 補正書の形式 
（ａ） （ｂ）の規定が適用される場合を除くほか、出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、補正のた

め、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え

用紙には、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付する。当該書簡におい

ては、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示するものとし、また、補正の理由を説明することが望まし

い。 
（ｂ） 補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には、国際出願の関係する用紙の明

瞭さ及び直接複製に悪影響を及ぼさないことを条件として、その用紙の写しに訂正又は追加をしたものを（ａ）に

規定する差替え用紙とすることができる。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補

正は、書簡によつて通知し、また、その書簡において当該補正の理由を説明することが望ましい。 
（ｃ） 請求の範囲を補正する場合には、４６．５の規定を準用する。この（ｃ）の規定によつて準用する４６．

５の規定に基づき提出された一式の請求の範囲は、最初に提出し、又は先に第十九条若しくは第三十四条の規定

に基づいて補正したすべての請求の範囲と差し替える。 
 

第六十七規則 

第三十四条（４）（ａ）（ⅰ）に規定する国際出願の対象 

６７．１ 定義 
国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又

は一部について国際予備審査を行うことを要しない。 
（ⅰ） 科学及び数学の理論 
（ⅱ） 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及

び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。 
（ⅲ） 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法 
（ⅳ） 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法 
（ⅴ） 情報の単なる提示 
（ⅵ） コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行

う態勢にある範囲外のもの 
 

第六十八規則 

発明の単一性の欠如（国際予備審査） 

６８．１ 減縮又は支払を求めない場合 
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又

は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、第三十四条（４）（ｂ）及び６６．１（ｅ）の規定に従う

ことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし、書面による見解及び国際予備審査

報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。 
 
６８．２ 減縮又は支払を求める場合 

国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請

求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めは、次のとおりとする。 

（ⅰ） 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能

性を明示する。 

（ⅱ） 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。 

（ⅲ） その求めの日から一箇月以内に応じるよう出願人に求める。 

（ⅳ） 出願人が選択する場合には、支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。 

（ⅴ） 該当する場合には、出願人に対し、６８．３（ｅ）に規定する異議申立手数料をその求めの日から

一箇月以内に支払うよう出願人に求め、及び、支払うべき手数料の額を表示する。 

 
６８．３ 追加手数料 

（ａ） 第三十四条（３）（ａ）の規定に従つて国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国

際予備審査機関が定める。 

（ｂ） 第三十四条（３）（ａ）の規定に従つて国際予備審査のために支払うべき追加手数料は、国際予備審

査機関に直接に支払う。 

（ｃ） 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求

された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異

議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と

認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての

決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。 

（ｄ） （ｃ）に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となつた決定をした者を含めることができる

が、これに限定してはならない。 

（ｅ） 国際予備審査機関は、（ｃ）に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への支
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払を条件とすることができる。出願人が６８．２（ⅴ）に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わ

なかつた場合には、その異議申立ては、行われなかつたものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。

（ｃ）に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。 

 
６８．４ 請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続 
出願人が請求の範囲を減縮した場合において、発明の単一性の要件が満たされるに至らないときは、国際予備

審査機関は、第三十四条（３）（ｃ）の定めるところにより手続をとる。 
 
６８．５ 主発明 
第三十四条（３）（ｃ）の規定の適用上、いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、請求の範囲に最初

に記載されている発明を主発明とみなす。 
 

第六十九規則 

国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間 

６９．１ 国際予備審査の開始 
（ａ） （ｂ）から（ｅ）までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した場合

には、国際予備審査を開始する。ただし、出願人が５４の２．１（ａ）に規定する期間の満了する時まで国際予備

審査の開始を延期するよう明示的に請求したときは、この限りではない。 
（ⅰ） 国際予備審査の請求書 
（ⅱ） 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額（該当する場合には、５８の２．２の規定に基

づく後払手数料を含む。） 
（ⅲ） 国際調査報告又は第十七条（２）（ａ）に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関によ

る宣言のいずれか及び４３の２．１の規定に基づき作成された書面による見解 

（ｂ） 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、

国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、（ｄ）及び（ｅ）の規定に従うことを条件とし

て、国際調査と同時に開始することができる。 
（ｂの２） 国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、（ｂ）の規定に従

い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第三十四条（２）（ｃ）（ⅰ）から（ⅲ）の全て

の条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、４３の２．１

の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。 
（ｃ） 補正に関する記述が第十九条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示（５３．９（ａ）

（ⅰ））を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。 
（ｄ） 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示（５３．９（ｂ））を含む

場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。 
（ⅰ） 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。 
（ⅱ） 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人

から受領すること。 
（ⅲ） ４６．１に規定する期間を経過すること。 

（ｅ） 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の

表示（５３．９（ｃ））を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機

関は、補正書の受領又は６０．１（ｇ）に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際

予備審査を開始しない。 
 
６９．２ 国際予備審査のための期間 
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。 
（ⅰ） 優先日から二十八箇月 
（ⅱ） ６９．１に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月 
（ⅲ） ５５．２の規定に従つて提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月 

 
第七十規則 

国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告（国際予備審査報告） 

７０．１ 定義 
この第七十規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。 

 
７０．２ 報告の基礎 
（ａ） 請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。 
（ｂ） ６６．７（ａ）又は（ｂ）の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合に

は、報告には、その旨を表示する。 
（ｃ） 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合

には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超

えてされた補正と認める理由を表示する。 
（ｃの２） 請求の範囲、明細書又は図面についての補正が行われた場合であつても、出願時における国際出願

中の補正の根拠を表示する書簡であつて、４６．５（ｂ）（ⅲ）の規定、６６．８（ｃ）の規定によつて準用する
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４６．５（ｂ）（ⅲ）の規定又は６６．８（ａ）の規定に基づき要求されるものが差替え用紙に添付されていない

ときは、報告は、その補正が行われなかつたものとして作成することができる。この場合において、報告には、そ

の旨を表示する。 
（ｄ） 請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の

対象とならないときは、報告にその旨を表示する。 
（ｅ） ６６．１の規定に基づき明白な誤記の訂正が考慮に入れられる場合には、国際予備審査報告にその旨を

表示する。６６．４の２の規定に従い明白な誤記の訂正を考慮に入れない場合には、可能なときは国際予備審査報

告にその旨を表示し、表示がない場合には、国際予備審査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は、実

施細則に定めるところによつて処理する。 
（ｆ） 報告には、６６．１の３の規定に基づくトップアップ調査が行われた日を記載し、又はトップアップ調

査が行われなかつた旨を記述する。 
 
７０．３ 表示 
報告には、報告を作成した国際予備審査機関をその国際予備審査機関の名称を記載することにより、当該国際

出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。 
 
７０．４ 日付 
報告には、次の日付を表示する。 
（ⅰ） 国際予備審査の請求書が提出された日付 
（ⅱ） 報告の日付。この日付は、報告を完成した日付とする。 

 
７０．５ 分類 
（ａ） 報告には、４３．３の規定に従つて付与された分類に国際予備審査機関が同意する場合には、その分類

を表示する。 
（ｂ） その他の場合には、国際予備審査機関は、少なくとも国際特許分類に従つて、正しいと認める分類を報

告に表示する。 
 
７０．６ 第三十五条（２）の記述 
（ａ） 第三十五条（２）の記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施

細則で定める適当な記号から成るものとし、その記述には、該当する場合には、列記、説明及び第三十五条（２）

の末文の意見を付する。 
（ｂ） 第三十五条（２）に規定する三の基準（新規性、進歩性（自明のものではないこと）及び産業上の利用

可能性）のいずれかに適合していない場合には、（ａ）の記述は、否定的なものとする。この場合において、いず

れかの基準に適合しているときは、報告には、その適合している基準を明記する。 
 
７０．７ 第三十五条（２）の列記 
（ａ） 報告には、第三十五条（２）の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献

を、当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず、列記する。国際調査報告で引用されている文献

は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。 
（ｂ） ４３．５（ｂ）及び（ｅ）の規定は、報告についても適用する。 

 
７０．８ 第三十五条（２）の説明 
実施細則には、第三十五条（２）の説明を付し又は付さない場合及びその説明の形式についての指針を含める。

この指針は、次の原則に基づくものとする。 
（ⅰ） いずれかの請求の範囲についての記述が否定的なものである場合には、説明を付する。 
（ⅱ） 記述が肯定的なものである場合には、列記された文献を調査することによりその文献を列記した理

由を容易に推測することができる場合を除くほか、説明を付する。 
（ⅲ） 一般に、７０．６（ｂ）の末文の場合には、説明を付する。 

 
７０．９ 書面による開示以外の開示 
６４．２の規定により報告において言及する書面による開示以外の開示については、その種類、当該書面による

開示以外の開示に言及している書面による開示を公衆が利用することができるようになつた日付及び当該書面に

よる開示以外の開示が公然行われた日付を表示する。 
 
７０．１０ ある種の公表された文書 
報告において６４．３の規定により言及する公表された出願又は特許については、そのような出願又は特許と

して明記するものとし、その公表の日、出願の日及び、該当する場合には、主張する優先日を表示する。当該文書

に係る優先日に関しては、報告には、国際予備審査機関の見解によればその優先日の主張が有効にされていない

旨を表示することができる。 
 
７０．１１ 補正の表示 
国際予備審査機関に対し補正書が提出された場合には、その事実は、報告に表示する。補正により一の用紙の全

体が削除されることとなる場合には、その事実も報告に明記する。 
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７０．１２ 欠陥その他の事項の表示 
国際予備審査機関は、報告を作成する際に、 
（ⅰ） 国際出願に６６．２（ａ）（ⅲ）の欠陥が含まれていると認める場合には、報告にその旨の見解及び

その根拠を記載する。 
（ⅱ） 国際出願が６６．２（ａ）（ⅴ）の意見を要すると認める場合には、報告にその旨の見解を記載する

ことができるものとし、この場合においては、報告にその見解の根拠をも記載する。 
（ⅲ） 第三十四条（４）に規定する事由があると認める場合には、報告にその旨の見解及びその理由を記載

する。 
（ⅳ） 有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手す

ることができないと認める場合には、報告にその旨を記載する。 
 
７０．１３ 発明の単一性に関する注釈 
出願人が国際予備審査のための追加手数料を支払つた場合又は国際出願若しくは国際予備審査が第三十四条

（３）の規定に従つて減縮された場合には、報告には、その旨を表示する。更に、国際予備審査が減縮された請求

の範囲（同条（３）（ａ））につき又は主発明（同条（３）（ｃ））のみについて行われた場合には、報告には、国際

出願について国際予備審査の対象となつた部分及び対象とならなかつた部分を表示する。国際予備審査機関が請

求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めない場合には、報告には、６８．１に規定する表示

を記載する。 
 
７０．１４ 権限のある職員 
報告には、その報告について責任を有する国際予備審査機関の職員の氏名を表示する。 

 
７０．１５ 様式、表題 
（ａ） 報告の様式上の要件は、実施細則で定める。 
（ｂ） 報告には「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）」という表題及び国際予備審査機関が

作成した国際予備審査報告である旨の表示を付す。 
 
７０．１６ 報告の附属書類 
（ａ） 次の差替え用紙及び書簡は、報告に附属書類として添付する。ただし、（ⅰ）から（ⅲ）までに規定す

る差替え用紙については、後の差替え用紙又は６６．８（ｂ）の規定に基づき用紙の全体を削除することとなる補

正によつて差し替えられたもの又は取り消されたとみなすものを除く。 
（ⅰ） 第三十四条の規定に基づく補正を含む６６．８に規定する差替え用紙並びに６６．８（ａ）及び６６．

８（ｂ）に規定する書簡並びに６６．８（ｃ）の規定によつて準用する４６．５（ｂ）に規定する書簡 
（ⅱ） 第十九条の規定に基づく補正を含む４６．５に規定する差替え用紙及び４６．５に規定する書簡 
（ⅲ） ９１．２の規定によつて準用する２６．４に規定する差替え用紙であつて９１．１（ｂ）（ⅲ）に規

定する国際予備審査機関によつて許可された明白な誤記の訂正を含むもの及び９１．２の規定によつて準用する

２６．４に規定する書簡 
（ⅳ） 報告が７０．２（ｅ）に規定する表示を含む場合には、６６．４の２の規定に従つて考慮しない明白

な誤記の訂正に関する用紙及び書簡 
（ｂ） 次の場合には、（ａ）の規定にかかわらず、（ａ）に規定する差替え用紙であつて、差し替えられ、又は

取り消されたもの及び（ａ）に規定する書簡であつて、当該差し替えられ、又は取り消された差替え用紙に関する

ものについても、報告に附属書類として添付する。この場合には、当該差し替えられ、又は取り消された差替え用

紙には、実施細則が定める記入をする。 

（ⅰ） 国際予備審査機関が、関連する差し替えようとし、又は取り消そうとする補正を出願時における国際

出願の開示の範囲を超えてされるものと認め、かつ、報告が７０．２（ｃ）に規定する表示を含むものと認める場

合 
（ⅱ） 出願時における国際出願中の補正の根拠を表示する書簡が、関連する差し替えようとし、又は取り消

そうとする補正に添付されておらず、かつ、報告がその補正を行わなかつたものとして作成され、及び７０．２

（ｃの２）に規定する表示を含む場合 
 
７０．１７ 報告及び附属書類の言語 
報告及び附属書類は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は国際予備審査が５５．２の規定に基づき

国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には当該翻訳文の言語で作成する。 
 

第七十一規則 

国際予備審査報告及び関連書類の送付 

７１．１ 受取人 
（ａ） 国際予備審査機関は、国際予備審査報告及び、該当する場合には、附属書類を国際事務局及び出願人に

各一通同一の日に送付する。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、実施細則に従つて、国際予備審査の一件書類中その他の書類の写しを国際事務局

に送付する。 
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７１．２ 列記された文献の写し 
（ａ） 第三十六条（４）の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から七年の期間いつで

も行うことができる。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、（ａ）の請求を行つた当事者（出願人又は選択官庁）に対し、写しの作成及び郵

便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際予備審査機関と国際事

務局との間に締結される第三十二条（２）に規定する取決めで定める。 
（ｃ） 削除 
（ｄ） 国際予備審査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて（ａ）及び（ｂ）に定める任務を遂行

することができる。 
 

第七十二規則 

国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳 

７２．１ 言語 
（ａ） 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳すること

を要求することができる。 
（ｂ） （ａ）の要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。 

 
７２．２ 出願人のための翻訳文の写し 
国際事務局は、７２．１（ａ）の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文

を送達すると同時に出願人に送付する。 
 
７２．２の２ ４３の２．１の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳 

７３．２（ｂ）（ⅱ）に規定する場合には、４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見

解は、関係選択官庁の要求により、国際事務局によつて又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、

翻訳の要求を受領した日から二箇月以内に、翻訳文の写しを関係選択官庁に送付すると同時に、その写しを出願

人に送付する。 
 
７２．３ 翻訳に関する意見 
出願人は、国際予備審査報告の翻訳文又は規則４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作成した書面によ

る見解の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写し

を各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。 

 
第七十三規則 

国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達 

７３．１ 写しの作成 
国際事務局は、第三十六条（３）（ａ）の規定に従つて送達すべき文書の写しを作成する。 

 
７３．２ 選択官庁への送達 
（ａ） 国際事務局は、第三十六条（３）（ａ）に規定する送達を９３の２．１の規定に従い各選択官庁に対し

行う。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。 

（ｂ） 出願人が、第四十条（２）の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、選

択官庁又は出願人の請求によつて、 

（ⅰ） 国際予備審査報告が、７１．１の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選択

官庁に対し第三十六条（３）（ａ）に規定する送達を速やかに行う。 

（ⅱ） 国際予備審査報告が、７１．１の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該選

択官庁に対し４３の２．１の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行う。 

（ｃ） 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局

が国際予備審査報告を受領していた場合、（ａ）に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対し

て行われる。 

 
第七十四規則 

国際予備審査報告の附属書類の翻訳文及びその送付 

７４．１ 翻訳文の内容及び翻訳文の送付のための期間 
（ａ） 第三十九条（１）の規定に基づき選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、７０．１６

の差替え用紙であつて国際予備審査報告に添付するものが要求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願

人は、第三十九条（１）に規定する期間内に当該差替え用紙の翻訳文を送付する。当該送付のための期間と同一の

期間は、第六十四条（２）（ａ）（ⅰ）の規定に基づく宣言が行われたため、第二十二条に規定する期間内に選択官

庁に対する国際出願の翻訳文の提出が行われなければならない場合にも適用する。 
（ｂ） 選択官庁が第三十九条（１）の規定に基づく国際出願の翻訳文の提出を要求しない場合には、当該選択

官庁は、出願人に対し、第三十九条（１）に規定する期間内に７０．１６の差替え用紙であつて、国際予備審査報

告に添付し、かつ、国際出願の国際公開に用いられる言語によらないものにつき、国際出願の国際公開に用いられ

る言語による翻訳文を提出するよう要求することができる。 
 



 特許協力条約に基づく規則 (2026 年 1 月 1 日発効) 
 

 

第七十五規則 

削除 

 
第七十六規則 

優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用 

７６．１ 削除 
 
７６．２ 削除 
 
７６．３ 削除 
 
７６．４ 優先権書類の翻訳文の提出 
出願人は、優先権書類の翻訳文を第三十九条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求さ

れることはない。 
 

７６．５ 選択官庁における手続への規則の準用 

１３の３．３、２０．８（ｃ）、２２．１（ｇ）、４７．１、第四十九規則、第四十九規則の二、第四十九規則

の三及び第五十一規則の二の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。 
（ⅰ） 当該規則中「指定官庁」又は「指定国」とあるのは、それぞれ、「選択官庁」又は「選択国」とする。 
（ⅱ） 当該規則中「第二十二条」、「第二十三条（２）」又は「第二十四条（２）」とあるのは、それぞれ、「第

三十九条（１）」、「第四十条（２）」又は「第三十九条（３）」とする。 
（ⅲ） ４９．１（ｃ）中「国際出願」とあるのは、「国際予備審査の請求」とする。 
（ⅳ） 第三十九条（１）の規定の適用上、第十九条の規定に基づく補正書の翻訳文は、国際予備審査報告が

作成された場合には、その補正書が国際予備審査報告に附属書類として添付されているときに限り、要求される。 
（ⅴ） ４７．１（ａ）中「４７．４」とあるのは、「６１．２（ｄ）」とする。 

 
第七十七規則 

第三十九条（１）（ｂ）の規定に基づく権能 

７７．１ 権能の行使 
（ａ） 第三十九条（１）（ａ）に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた期間

を国際事務局に通知する。 
（ｂ） 国際事務局は、（ａ）の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。 
（ｃ） 先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して三箇

月を経過した後に行われる国際予備審査の請求について効力を有する。 
（ｄ） 先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際

現に係属しており又はその掲載の日の後に行われる国際予備審査の請求について効力を有する。ただし、通知を

行う締約国が一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。 
 

第七十八規則 

選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正 

７８．１ 期間 
（ａ） 出願人は、希望するときは、第三十九条（１）（ａ）の規定に基づく要件を満たした時から一箇月以内

に、当該選択官庁に対して第四十一条の規定に基づき請求の範囲、明細書及び図面の補正をする権利を行使する。

ただし、第三十六条（１）に規定する国際予備審査報告の送付が第三十九条に規定する期間の満了する時までにさ

れない場合には、当該期間の末日の後四箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、締約国の国内

法令が認めるときは、その後に行使することができる。 
（ｂ） 国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている選択国においては、その国内

法令は、出願人が第四十一条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時を特別の請求による国内出

願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とすることを定めることがで

きる。ただし、その期間又は時が（ａ）に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とす

る。 
 
７８．２ 削除 
 
７８．３ 実用新案 
６．５及び１３．５の規定は、選択官庁について準用する。この場合において、選択が優先日から十九箇月を経

過する前に行われた場合にあつては、第二十二条に規定する当該期間というときは、第三十九条に規定する当該

期間をいうものとする。 
 
 

Ｄ部 第三章に関する規則 
 

第七十九規則 
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暦 

７９．１ 日付の表示 
出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、条約及びこの規則の適用上、

西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及び

グレゴリー暦による日付を併記する。 
 

第八十規則 

期間の計算 

８０．１ 年をもつて定めた期間 
期間を定めるのに年をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその

後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、応当

する月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 
 
８０．２ 月をもつて定めた期間 
期間を定めるのに月をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその

後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、その月に応当する日がないときは、その月

の末日に満了する。 
 
８０．３ 日をもつて定めた期間 
期間を定めるのに日をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当する日数

の最終の日に当たる日に満了する。 
 
８０．４ 現地の日付 
（ａ） 期間の起算日の日付は、当該事象が生じた時の当該地における日付とする。 
（ｂ） 期間の末日の日付は、必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とす

る。 
 
８０．５ 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合 
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、 
（ⅰ） 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場

合、 
（ⅱ） 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、 
（ⅲ） 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地

のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法

令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、 
（ⅳ） 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において

法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は

後続の日に満了すると定めている場合、 
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。 

 
８０．６ 文書の日付 
国内官庁又は政府間機関の文書又は書簡の日付の日から期間が開始する場合には、関係者は、当該文書又は書

簡がその日付の日よりも遅い日に郵便で発送されたことを証明することができる。この場合には、期間の計算上、

実際に郵便で発送された日を期間の初日とする。当該文書又は書簡が郵便で発送された日にかかわらず、出願人

が、国内官庁又は政府間機関に対し、当該文書又は書簡がその日付の日の後七日よりも遅い日に受領されたこと

を国内官庁又は政府間機関が認める証拠を提出する場合には、国内官庁又は政府間機関は、当該文書又は書簡の

日付の日から開始する期間がその日付の日の後七日を超える日数と等しい日数を追加した日に満了するものとし

て取り扱う。 
 
８０．７ 就業日の終了時 
（ａ） 所定の日に満了する期間は、文書が提出され又は手数料が支払われるべき国内官庁又は政府間機関が

その日の事務を終了する時に満了する。 
（ｂ） （ａ）の規定にかかわらず、国内官庁又は政府間機関は、該当する日の午後十二時まで期間を延長する

ことができる。 
 

第八十一規則 

条約に定める期間の変更 

８１．１ 提案 
（ａ） 締約国又は事務局長は、第四十七条（２）の規定に基づく変更を提案することができる。 
（ｂ） 締約国が行う提案は、事務局長に提出する。 

 
８１．２ 総会における決定 
（ａ） 提案は、総会に対して行われる場合には、その提案が議事日程に掲げられる総会の会期の遅くとも二箇
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月前までに、事務局長がすべての締約国に送付する。 
（ｂ） 総会において提案が討議されている間は、その提案を修正し又はこれに付随する修正を提案すること

ができる。 
（ｃ） 提案は、表決の時に出席しているいずれの締約国も反対票を投じなかつた場合には、採択されたものと

する。 
 
８１．３ 通信による投票 
（ａ） 通信による投票が選択される場合には、提案は、事務局長が締約国に対し書面によつて通知するものと

し、その通知は、締約国に対し賛否を書面によつて表明するよう要請する。 
（ｂ） （ａ）の要請には、書面によつて表明される賛否を含む回答が国際事務局に到達すべき期間を指定す

る。指定する期間は、要請の日から三箇月以上とする。 
（ｃ） 回答は、賛成又は反対のいずれかでなければならない。修正の提案又は単なる意見は、賛否の表明とは

みなさない。 
（ｄ） 提案は、いずれの締約国も当該修正に反対しなかつた場合において、締約国の少なくとも二分の一が賛

成、中立又は棄権を表明したときは、採択されたものとする。 
 

第八十二規則 

郵便業務における異常 

８２．１ 郵便の遅延又は郵便物の亡失 
（ａ） 関係者は、期間の末日の五日前までに文書又は書簡を郵便で発送したことの証拠を提出することがで

きる。平面路による郵便物が差し出されてから通常二日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用

することができない場合を除くほか、その証拠は、文書又は書簡を航空郵便で発送した場合に限つて提出するこ

とができる。いかなる場合にも、その証拠は、文書又は書簡を郵政当局の書留扱いで発送した場合に限つて提出す

ることができる。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づく文書又は書簡の郵送の証拠が名あて人である国内官庁又は政府間機関にとつて満

足するものである場合には、到達の遅延は、許される。また、文書又は書簡が郵送中に亡失した場合には、これに

代えて新たな写しを提出することが許される。ただし、新たな写しが亡失した文書又は書簡と同一であることを

関係者が当該国内官庁又は当該政府間機関に対し十分に立証することを条件とする。 
（ｃ） （ｂ）の場合において、所定の期間内に郵便で発送したことの証拠並びに、文書又は書簡が亡失した場

合にあつては、新たな写し及び当該新たな写しの亡失した文書又は書簡との同一性に関する証拠は、関係者が遅

延若しくは亡失に気付いた日又は相当の注意を払つたとしたならば気付いたであろう日の後一箇月以内に提出す

るものとし、いかなる場合にも、当該期間の満了の後六箇月以内に提出する。 
（ｄ） 国内官庁又は政府間機関は、郵政当局以外の運送事業機関を文書又は書簡の郵送に利用する場合には、

その旨を国際事務局に通知するものとし、その運送事業機関を郵政当局とみなして（ａ）から（ｃ）までの規定を

適用する。この場合には、（ａ）の末文の規定を適用しない。ただし、その発送のときに運送事業機関により当該

発送が記録されたときに限り、当該発送の証拠を提出することができる。当該通知には、特定の運送事業機関又は

特定の基準を満たす運送事業機関に限り利用する発送についてのみ適用する旨の表示を記載することができる。

国際事務局は、通知された情報を公報に掲載する。 
（ｅ） 国内官庁又は政府間機関は、次の場合においても、（ｄ）の規定に従い手続をとることができる。 
（ⅰ） 利用する運送事業機関が、（ｄ）に規定する通知において特定された運送事業機関でない場合又は特

定された基準を満たしていない場合 
（ⅱ） 国内官庁又は政府間機関が（ｄ）に規定する通知を国際事務局に送付していない場合 

 
第八十二規則の二 

特定の期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容 

８２の２．１ 第四十八条（２）の「期間」の意味 
第四十八条（２）の「期間」とは、次の期間を含むものとする。 
（ⅰ） 条約又はこの規則に定める期間 
（ⅱ） 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関若しくは国際事務局が定める期間又は国内法令に従つて

受理官庁が適用する期間 
（ⅲ） 出願人の指定官庁又は選択官庁に対する行為の遂行のために当該指定官庁若しくは選択官庁が定め

又は国内法令に従つて適用する期間 
 
８２の２．２ 権利の回復及び第四十八条（２）の規定が適用される他の規定 
期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容に関する第四十八条（２）に規定

する国内法令の規定とは、権利の回復、文書の回復、原状回復又は、期間が遵守されなかつたにもかかわらず、更

に手続を行うための規定及び期間の延長又は期間が遵守されなかつたことによる遅滞を許すことを定めるその他

の規定をいう。 
 

第八十二規則の三 

受理官庁又は国際事務局による誤りの訂正 

８２の３．１ 国際出願日及び優先権の主張に関する誤り 
（ａ） 出願人が、指定官庁又は選択官庁に対し、当該受理官庁による誤りのために国際出願日が誤つているこ
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と又は当該受理官庁又は国際事務局が優先権の主張が無効と誤つてみなしたことについて十分に証明する場合、

また、その誤りが当該指定官庁又は選択官庁によるものであつて、当該指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国

内運用に従つて訂正する誤りである場合には、当該指定官庁又は選択官庁は、訂正の後の国際出願日が認められ

たものとして又は優先権の主張が無効とみなされなかつたものとして取り扱う。 
（ｂ） ４．１８及び２０．６の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、受理官庁によ

り２０．３（ｂ）（ⅱ）、２０．５（ｄ）又は２０．５の２（ｄ）の規定に基づき国際出願日が認められた場合であ

るが、指定官庁又は選択官庁が、次のいずれかのことを認めるときは、当該指定官庁又は選択官庁は、（ｃ）の規

定に従うことを条件として、国際出願日が２０．３（ｂ）（ⅰ）、２０．５（ｂ）若しくは２０．５の２（ｂ）の規

定に基づき認められた又は２０．５（ｃ）若しくは２０．５の２（ｃ）の規定に基づき訂正されたものとして取り

扱うことができる。ただし、１７．１（ｃ）の規定を準用する。 
（ⅰ） 出願人が、優先権書類に関して１７．１（ａ）、（ｂ）又は（ｂの２）の規定に従つていないこと。 
（ⅱ） ４．１８、２０．６（ａ）（ⅰ）又は５１の２．１（ｅ）（ⅱ）の規定に基づく要件を満たしていない

こと。 
（ⅲ） 要素又は部分が当該優先権書類に完全に記載されていないこと。 

（ｃ） 指定官庁又は選択官庁は、国際出願日が２０．３（ｂ）（ⅰ）、２０．５（ｂ）若しくは２０．５の２（ｂ）

の規定に基づき認められた又は２０．５（ｃ）若しくは２０．５の２（ｃ）の規定に基づき訂正されたものとして

（ｂ）の規定に基づき国際出願を取り扱うことについて、事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会又は（ｄ）

の規定に基づく請求の機会を出願人に与えることなく、そのように取り扱つてはならない。 
（ｄ） （ｃ）の規定に従つて、指定官庁又は選択官庁が２０．５（ｃ）又は２０．５の２（ｃ）の規定に基づ

き国際出願日を訂正することを出願人に通知した場合には、出願人は、（ｃ）に規定する期間内に当該官庁に提出

する通知において、当該官庁の国内処理の目的のために当該欠落部分、又は当該正しい要素若しくは部分は無視

されるよう請求することができ、その場合には、当該欠落部分又は当該正しい要素若しくは部分は提出されなか

つたものとし、当該官庁は国際出願の国際出願日が訂正されたものとして取り扱つてはならない。 
 

第八十二規則の四 

期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容及び期間の延長 

８２の４．１ 期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容 
（ａ） 関係者は、住所若しくは営業所を有する地又は滞在地において戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災、

感染症、電子通信サービスの全般的な不通その他これらに類する事由により、受理官庁、国際調査機関、補充調査

のために指定された機関、国際予備審査機関又は国際事務局に対し行為を行うための規則に定める期間が遵守さ

れなかつたこと及び合理的にできる限り速やかに適切な措置をとつたことを示す証拠を提出することができる。 
（ｂ） （ａ）に規定する証拠は、（ａ）に規定する期間の満了の後六箇月以内に、場合に応じ、（ａ）に規定す

る官庁、機関又は国際事務局に提出する。（ａ）に規定する状況が名あて人にとつて満足するものである場合には、

期間が遵守されなかつたことによる遅滞は、許容される。 
 （ｃ） 指定官庁又は選択官庁は、遅滞を許容する決定を行う時に、第二十二条又は第三十九条に規定する行為

を既に行つた出願人に対し、その遅滞の許容を考慮する必要はない。 
 （ｄ） 官庁、機関又は国際事務局は、場合に応じ、当該官庁、当該機関又は国際事務局が定めて公表した条件

に従つて、証拠の必要性を放棄することができる。この場合には、関係者は、期間を遵守できなかつたことが、当

該官庁、当該機関又は国際事務局が証拠の提出に関する要求を放棄した理由のためである旨の陳述を行わなけれ

ばならない。当該官庁又は当該機関は、国際事務局にその旨を通知する。  
 
８２の４．２ 官庁における電子的な通信手段の不通 

（ａ） いずれの国内官庁又は政府間機関も、当該国内官庁又は政府間機関が認める電子的な通信手段のいず

れかの不通により、当該国内官庁又は政府間機関に対し行為を行うための規則に定める期間が遵守されなかつた

場合には、その期間が遵守されなかつたことによる遅滞を許容する旨を定めることができる。ただし、それぞれの

行為が、当該電子的な通信手段が回復した後続の最初の就業日に行われたことを条件とする。関係国内官庁又は

政府間機関は、不通期間を含む当該不通に関する情報を公表するとともに、国際事務局にその旨を通知する。 
（ｂ） 指定官庁又は選択官庁は、(ａ)に定める情報が公表される時に、第二十二条又は第三十九条に規定する

行為を既に行つた出願人に対し、(ａ)に定める期間が遵守されなかつたことによる遅滞の許容を考慮する必要はな

い。 
 

８２の４．３ 全般的な混乱による期間の延長 

 （ａ） 受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関、国際予備審査機関又は国際事務局は、当

該官庁、当該機関又は国際事務局の所在する国が、当該官庁、当該機関又は国際事務局の業務に影響を及ぼす８２

の４．１（ａ）に掲げる事象によつて生ずる全般的な混乱に直面しており、これにより当事者が当該官庁、当該機

関又は国際事務局に対する行為を規則に定める期間内に行うことを妨げられる場合には、当事者が規則に定める

期間内に行為を行う必要があるという規則に定める期間を延長できるように、延長期間を設定することができる。

当該官庁、当該機関又は国際事務局は、当該延長期間の開始する日及び終了する日を公表する。当該延長期間は、

開始日から二箇月を超えないものとする。当該官庁又は当該機関は、国際事務局にその旨を通知する。 
 （ｂ） （ａ）の規定に基づき延長期間を設定した後に、関係する官庁、機関又は国際事務局は、事情に応じて

必要なときは、追加の延長期間を設定することができる。この場合には、（ａ）の規定を準用する。 
 （ｃ） 指定官庁又は選択官庁は、（ａ）又は（ｂ）に定める情報が公表される時に、当該官庁の国内処理が開
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始されている場合には、（ａ）又は（ｂ）の規定に基づく期間の延長を考慮する必要はない。 
  

 
第八十三規則 

国際機関に対し業として手続をとる権能 

８３．１ 権能の証明 
国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関は、第四十九条にいう業として手続をとる権能の証

明を提出することを要求することができる。 
 
８３．１の２ 国際事務局が受理官庁の場合 
（ａ） 出願人がその居住者若しくは国民である締約国又は、二人以上の出願人がある場合には、これらの出願

人のうちのいずれかがその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官

庁に対し業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について、１９．１（ａ）（ⅲ）の規定に基づく受理官

庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する。 
（ｂ） 国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者は、その国

際出願について、受理官庁以外の資格における国際事務局に対し並びに管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査

機関に対し業として手続をとる権能を有する。 
 
８３．２ 通知 
（ａ） 国内官庁又は政府間機関は、関係者が自己に対し業として手続をとる権能を有することの主張がされ

ている場合には、要請により、当該関係者がその権能を有するかどうかを国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄

国際予備審査機関に通知する。 
（ｂ） （ａ）の通知は、国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に対して拘束力を有する。 

 
 

Ｅ部 第五章に関する規則 
 

第八十四規則 

代表団の費用 

８４．１ 政府が負担する費用 
条約により又は条約に基づいて設置される機関に参加する各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負

担する。 
 

第八十五規則 

総会における定足数の不足 

８５．１ 通信による投票 
第五十三条（５）（ｂ）の場合には、国際事務局は、代表を出さなかつた締約国に対し、総会の決定（総会の手

続に関するものを除く。）を通知し及びその通知の日から三箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明する

よう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した締約国の数が当該会期の定足数の不足を満たす

こととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。 
 

第八十六規則 

公報 

８６．１ 内容 
第五十五条（４）にいう公報には、次のものを掲載する。 
（ⅰ） 国際公開された各国際出願について、当該国際出願の国際公開の表紙に掲載されている事項から抽

出されたものであちて実施細則で定めるもの、その表紙に掲載されている図面（該当する場合）及び要約 
（ⅱ） 受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に支払うべきすべての手数料の一覧表 
（ⅲ） 条約又はこの規則により公表することが必要とされている事項 
（ⅳ） 公開された国際出願に関し９５．１の規定に基づいて国際事務局に通知された指定官庁及び選択官

庁における事象に関する情報 
（ⅴ） 実施細則で定めるその他の有用な情報。ただし、当該情報が知得されるようにすることが条約又はこ

の規則によつて禁止されていない場合に限る。 
 
８６．２ 言語、発行の形式及び手段並びに時期 

（ａ） 公報は、英語及びフランス語で同時に発行するものとする。英語及びフランス語の翻訳文については、

国際事務局が作成する。 
（ｂ） 総会は、（ａ）に規定する言語以外の言語で公報を発行することを命ずることができる。 
（ｃ） 公報を発行する形式及び手段は、実施細則で定める。 

（ｄ） 国際事務局は、国際公開された各国際出願について、その国際出願が発行された日又はその後できる限

り速やかに、８６．１（ⅰ）に規定する情報を公報に掲載することを確保する。 
 
８６．３ 回数 
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公報の発行回数は、事務局長が決定する。 
 
８６．４ 販売 
公報の予約購読料及びその他の販売価格は、事務局長が決定する。 

 
８６．５ 表題 
公報の表題は、事務局長が決定する。 

 
８６．６ その他の細目 
公報に関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。 

 
第八十七規則 

刊行物の送達 

８７．１ 請求による刊行物の送達 

国際事務局は、すべての公開された国際出願、公報及び国際事務局が条約又はこの規則に関連して発行するそ

の他のすべての一般的な刊行物を無料で国際調査機関及び国際予備審査機関並びに国内官庁に、関係する機関又

は官庁の請求により送達する。刊行物の送達の形式及び手段に関するその他の細目は、実施細則で定める。 
 

第八十八規則 

この規則の修正 

８８．１ 全会一致が条件とされる場合 
この規則の規定のうち次の規定の修正には、総会において投票する権利を有するいずれの国も提案された修正

に対して反対票を投じないことを必要とする。 
（ⅰ） １４．１（送付手数料） 
（ⅱ） 削除 
（ⅲ） ２２．３（第十二条（３）に規定する期間） 
（ⅳ） 第三十三規則（国際調査における関連のある先行技術） 
（ⅴ） 第六十四規則（国際予備審査における先行技術） 
（ⅵ） 第八十一規則（条約に定める期間の変更） 
（ⅶ） この８８．１ 

 
８８．２ 削除 
 
８８．３ 特定の国による反対のないことが条件とされる場合 
この規則の規定のうち次の規定の修正には、第五十八条（３）（ａ）（ⅱ）に規定する国であつて総会において投

票する権利を有するもののいずれもが提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。 
（ⅰ） 第三十四規則（最小限資料） 
（ⅱ） 第三十九規則（第十七条（２）（ａ）（ⅰ）に規定する国際出願の対象） 
（ⅲ） 第六十七規則（第三十四条（４）（ａ）（ⅰ）に規定する国際出願の対象） 
（ⅳ） この８８．３ 

 
８８．４ 手続 
８８．１又は８８．３に掲げる規定を修正するための提案は、総会において決定される場合には、その提案につ

いて決定を行うことが求められている総会の会期の開始の遅くとも二箇月前までにすべての締約国に通知する。 
 

第八十九規則 

実施細則 

８９．１ 範囲 
（ａ） 実施細則には、次の事項に関して規定する。 
（ⅰ） この規則において、実施細則に明示的にゆだねられている事項 
（ⅱ） この規則の適用についての細目 

（ｂ） 実施細則は、条約、この規則又は国際事務局と国際調査機関若しくは国際予備審査機関との間に締結さ

れる取決めの規定に抵触するものであつてはならない。 
 
８９．２ 作成 
（ａ） 実施細則は、受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関との協議の上、事務局長が作成し及び公示

する。 
（ｂ） 実施細則は、当該変更提案に直接の利害関係を有する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関と

の協議の上、事務局長が変更することができる。 
（ｃ） 総会は、事務局長に対し実施細則を変更することを求めることができるものとし、事務局長は、その求

めに従つて手続をとる。 
 
８９．３ 公表及び効力発生 
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（ａ） 実施細則及びその変更は、公報に掲載する。 
（ｂ） 各公表には、掲載された規定の効力発生の日に明示する。その日は、異なる規定ごとに異なる日とする

ことができる。ただし、いかなる規定についても、公報に掲載される前に効力が生ずることを宣言することができ

ない。 
 
 

Ｆ部 二以上の章に関する規則 
 

第八十九規則の二 

電子形式又は電子的手段による国際出願及び国際出願に関する書類の提出、処理及び送達 

８９の２．１ 国際出願 
（ａ） 国際出願は、（ｂ）から（ｅ）までの規定に従うことを条件として、実施細則に定めるところにより、

電子形式又は電子的手段によつて行われ及び処理することができる。 
（ｂ） この規則は、実施細則の特別の規定に基づいて電子形式又は電子的手段によつて行われる国際出願に

ついて準用する。 
（ｃ） 実施細則は、全部又は一部について電子形式又は電子的手段により行われる国際出願及びその処理に

関連のある事項について規定する。当該事項は、受理の認定、国際出願日の認定に係る手続、国際出願の様式上の

要件及びこの様式上の要件を満たしていないことによる結果、書類への署名、書類の真正の証明手段、官庁及び政

府間当局と連絡をとる者の同一性の証明手段並びに第十二条に規定する受理官庁用写し、記録原本及び調査用写

しに関連のあるものを含むが、これらに限定されるものではない。実施細則には、異なる言語で行われる国際出願

に関して異なる規定を含むことができる。 
（ｄ） 国内官庁又は政府間機関は、電子形式又は電子的手段によつて行われる国際出願を実施細則の関連規

定に基づいて受理し又は処理する準備が整つている旨を国際事務局に通知しない限り、そのような受理又は処理

を行う義務を負わない。国際事務局は、通知されたその旨の情報を公報に掲載する。 
（ｄの２）（ｄ）の規定に基づく通知を行つた国内官庁又は政府間機関であつて国際事務局以外のものは、国際

事務局に対し、国際出願が電子形式又は電子的手段によつて行われる場合にのみ国際出願を受理することを通知

することができる。国際事務局は、この（ｄの２）の規定に基づいて行う通知を公報に掲載する。 

 （ｄの３）（ｄの２）の規定ではなく（ｄ）の規定に基づいて通知を行つた国内官庁又は政府間機関は、国際事

務局に対し、紙形式によつて提出された出願が当該国内官庁又は政府間機関による求めの日から二箇月の期間内

に電子的手段によつて再提出しなければならないことを通知することができる。国際出願は、対応する書類が期

間内に受理されない場合には、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。国際事務局は、こ

の（ｄの３）の規定に基づいて行われた通知を公報に掲載する。 

 

（ｅ） 国際事務局に対して（ｄ）に規定する通知を行つた受理官庁は、実施細則に基づいて電子形式又は電子

的手段によつて行われた国際出願を処理することを拒否することはできない。 
 
８９の２．２ 国際出願に関する書類 
８９の２．１の規定は、国際出願に関する書類及び通信について準用する。ただし、国内官庁又は政府間機関が

８９の２．１（ｄの３）の規定に基づく通知を行つた場合には、紙形式によつて提出された当該書類又は当該通信

であつて、対応する求めの日から二箇月の期間内に電子的手段によつて再提出されないものは、無視される。 

 
８９の２．３ 官庁間の送達 
条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類の一の国内官庁又は政府間機関

によつて他の国内官庁又は政府間機関に対して行う送達、通知、又は送付（以下「送達」という。）について規定

する場合において、そのような送達は、送達する者及び受け取る者の双方が合意したときは、電子形式又は電子的

手段によつて行うことができる。 
 

第八十九規則の三 

紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し 

８９の３．１ 紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し 
国内官庁又は政府間機関は、国際出願又は国際出願に関する書類が紙形式によつて提出される場合には、出願

人がその電子形式による写しを実施細則に従つて提出することができる旨を定めることができる。 
 

第九十規則 

代理人及び共通の代表者 

９０．１ 代理人の選任 
（ａ） 出願人は、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者又は、国際出願が国際

事務局にされた場合には、国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有す

る者を、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び国際予備審査機関に対し出

願人を代理する代理人として選任することができる。 
（ｂ） 出願人は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有

する者を、特に、当該国際調査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。 
（ｂの２）出願人は、補充調査のために指定された機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業とし
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て手続をとる権能を有する者を、特に、当該補充調査のために指定された機関に対し出願人を代理する代理人と

して選任することができる。 
（ｃ） 出願人は、国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能

を有する者を、特に、当該国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。 
（ｄ） （ａ）の規定に基づき選任された代理人は、代理人を選任する書面に別段の表示がある場合を除くほ

か、次の機関に対し出願人の代理人として出願人を代理する一人又は二人以上の復代理人を選任することができ

る。 
（ⅰ） 復代理人として選任される者が、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有す

る者である場合又は国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者で

ある場合にあつては、場合に応じ、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び

国際予備審査機関 
（ⅱ） 復代理人として選任される者が、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査

機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、

場合に応じ、特に、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関 
 
９０．２ 共通の代表者 
（ａ） 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が９０．１（ａ）の規定に基づきすべて

の出願人を代理する代理人（共通の代理人）を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資格を

有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。 
（ｂ） 二人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が９０．１（ａ）の規定に基づき共通の代理人

又は（ａ）の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは、１９．１の規定に基づき受理官庁に国際出願を

する資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなす。 
 
９０．３ 代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果 
（ａ） 代理人による又は代理人に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効

果を有する。 
（ｂ） 同一の出願人を代理する代理人が二人以上である場合には、それらの代理人のうちいずれかの者によ

る又はそのいずれかの者に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。 
（ｃ） ９０の２．５の後段の規定に従うことを条件として、共通の代表者若しくはその代理人による行為又は

共通の代表者若しくはその代理人に対する行為は、全ての出願人による行為又は全ての出願人に対する行為とし

ての効果を有する。 
 
９０．４ 代理人又は共通の代表者の選任の方法 
（ａ） 代理人の選任は、出願人が願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行

う。二人以上の出願人がある場合には、共通の代理人又は共通の代表者の選任は、各出願人がその選択により願

書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。 
（ｂ） ９０．５の規定に従うことを条件として、別個の委任状は、受理官庁又は国際事務局に提出する。ただ

し、委任状が９０．１（ｂ）、（ｂの２）、（ｃ）又は（ｄ）（ⅱ）に規定する代理人を選任するものである場合には、

場合に応じ、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関に提出する。 
（ｃ） 別個の委任状に署名がされていない場合、必要な別個の委任状がない場合又は選任された者の氏名若

しくは名称若しくはあて名の記載が４．４の規定に従つていない場合には、委任状は、当該欠陥の補充がされた場

合を除くほか、存在しないものとみなす。 
（ｄ） （ｅ）の規定に従うことを条件として、受理官庁、国際調査機関、補充調査を管轄する機関、国際予備

審査機関、国際事務局は、（ｂ）に定める別個の委任状を提出する要件を放棄することができる。この場合（ｃ）

は適用されない。 
（ｅ） 代理人や共通の代表者が９０の２．１から９０の２．４までの規定による取下げの通告をする場合、

（ｂ）に定める個別の委任状についての要件を（ｄ）に基づいて放棄することはできない。 
 
９０．５ 包括委任状 
（ａ） 国際出願についての代理人の選任は、次のことを条件として、出願人がすることができるいかなる国際

出願についても、出願人を代理する代理人を選任する別個の委任状（包括委任状）がある旨を、願書、国際予備審

査の請求書又は別個の通知に表示することにより行うことができる。 
（ⅰ） 包括委任状が（ｂ）の規定に従つて寄託されていること。 
（ⅱ） 包括委任状の写しが関係する願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付されていること（そ

の写しには、署名を必要としない。）。 
（ｂ） 包括委任状は、受理官庁に寄託する。ただし、９０．１（ｂ）、（ｂの２）、（ｃ）又は（ｄ）（ⅱ）の規

定に基づき代理人を選任する場合には、包括委任状は、場合に応じ、国際調査機関、補充調査のために指定された

機関又は国際予備審査機関に寄託する。 
（ｃ） 受理官庁、国際調査機関、補充調査を管轄する国際機関、国際予備審査機関は、（ａ）（ⅱ）に定める包

括委任状の写しを願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付する要件を放棄することができる。 
（ｄ） （ｃ）の規定にかかわらず、代理人が９０の２．１から９０の２．４までの規定による取下げの通告を

受理官庁、補充調査のために指定された機関、国際予備審査機関又は国際事務局にする場合には、場合に応じ、包

括委任状の写しを当該官庁、機関又は国際事務局に提出しなければならない。 
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９０．６ 解任及び辞任 
（ａ） 代理人又は共通の代表者の選任は、選任した者又はその者の承継人が撤回することができる。この場合

には、当該代理人による９０．１（ｄ）の規定に基づく復代理人の選任も、撤回されたものとみなす。９０．１

（ｄ）の規定に基づく復代理人の選任も、関係出願人が撤回することができる。 
（ｂ） ９０．１（ａ）の規定に基づく代理人の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、同規定に基づく先

の代理人の選任を撤回する効果を有する。 
（ｃ） 共通の代表者の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、先の共通の代表者の選任を撤回する効果を

有する。 
（ｄ） 代理人又は共通の代表者は、自ら署名した届出によつて選任を放棄することができる。 
（ｅ） ９０．４（ｂ）及び（ｃ）の規定は、この９０．６の規定に基づく解任及び辞任のための書面について

準用する。 
 

第九十規則の二 

取下げ 

９０の２．１ 国際出願の取下げ 
（ａ） 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。 
（ｂ） 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条（１）の規定が適用される場合

には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 
（ｃ） 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が

完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。 
 
９０の２．２ 指定の取下げ 
（ａ） 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選

択された国の指定の取下げは、これに対応する９０の２．４の規定に基づく選択の取下げを伴う。 
（ｂ） 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の

表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。 
（ｃ） すべての指定国の指定の取下げは、９０の２．１の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。 
（ｄ） 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条（１）の規定が適用される場合

には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 
（ｅ） 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が

完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。 
 
９０の２．３ 優先権の主張の取下げ 
（ａ） 出願人は、国際出願において第八条（１）の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十

箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。 
（ｂ） 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はす

べてについて（ａ）に規定する権利を行使することができる。 
（ｃ） 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条（１）の規定が適用される場合

には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 
（ｄ） 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にま

だ満了していない期間は、（ｅ）の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。 
（ｅ） 第二十一条（２）（ａ）に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査

機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、

もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。 
 
９０の２．３の２ 補充調査請求の取下げ 

（ａ） 出願人は、４５の２．８（ａ）の規定に基づく出願人及び国際事務局への補充国際調査報告又は補充

国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付の日より前にいつでも、補充調査請求を取り下げることができる。 

（ｂ） 取下げは、出願人の選択により補充調査のために指定された機関又は国際事務局が出願人からの通告

を（ａ）に規定する期間内に受領した時に効力を生ずる。ただし、当該通告が、（ａ）に規定する報告又は宣言

の送付を取りやめるために十分な期間内に補充調査のために指定された機関に到達しない場合においても、４５

の２．８（ｂ）の規定によつて適用する第二十条（１）の規定に基づき当該報告又は宣言を送達する。 

 
９０の２．４ 国際予備審査の請求又は選択の取下げ 
（ａ） 出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から三十箇月を経過する

前にいつでも、取り下げることができる。 
（ｂ） 取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 
（ｃ） 出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に

受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付する。その通告は、付された日付に国際事務局に提出

されたものとみなす。 
 
９０の２．５ 署名 
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９０の２．１から９０の２．４までに規定する取下げの通告には、出願人又は、二人以上の出願人がある場合に

おいては、全ての出願人が署名する。９０．２（ｂ）の規定に基づく共通の代表者とみなされた出願人は、他の出

願人の代わりにそのような通告に署名する権限を有しない。 
 
９０の２．６ 取下げの効果 
（ａ） 第九十規則の二の規定に基づく国際出願、指定、優先権の主張、国際予備審査の請求又は選択の取下げ

は、第二十三条（２）又は第四十条（２）の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始している指定官庁又

は選択官庁については、効力を生じない。 
（ｂ） 国際出願が９０の２．１の規定に基づき取り下げられた場合には、当該国際出願の国際段階の処理は、

中止する。 
（ｂの２） 補充調査請求が９０の２．３の２の規定に基づき取り下げられた場合には、関係する機関による

補充国際調査は、中止する。 

（ｃ） 国際予備審査の請求又はすべての選択が９０の２．４の規定に基づき取り下げられた場合には、国際予

備審査機関による国際出願の処理は、中止する。 
 
９０の２．７ 第三十七条（４）（ｂ）に規定する権能 
（ａ） 第三十七条（４）（ｂ）の後段の規定を国内法令で定める締約国は、国際事務局に書面で通知する。 
（ｂ） （ａ）の通知は、国際事務局が速やかに公報に掲載するものとし、その通知が掲載された日の後一箇月

を経過した後にされる国際出願について効力を有する。 
 

第九十一規則 

国際出願及び他の書類中の明白な誤記の訂正 

９１．１ 明白な誤記の訂正 
（ａ） 国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤記は、当該出願人が請求する場合は第九十一規

則に従つて訂正することができる。 
（ｂ） 誤記の訂正は「権限のある機関」の許可に従う。すなわち、 
（ⅰ） 国際出願の願書部分又はその補充書における誤記の場合には、受理官庁 
（ⅱ） 明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書における誤記の場合（ただし、（ⅲ）の規定

に基づき国際予備審査機関が管轄する場合を除く。）には、国際調査機関 
（ⅲ） 明細書、請求の範囲、図面若しくはそれらの補充書又は第十九条若しくは第三十四条の規定に基づく

補正書における誤記の場合で、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられておらず、かつ６９．１に従つて国際

予備審査を開始する日が過ぎている場合には、国際予備審査機関 
（ⅳ） 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局に提出された（ⅰ）から（ⅲ）までに規

定されていない書類における誤記の場合であつて、要約又は第十九条の規定に基づく補正書における誤記以外の

場合には、当該受理官庁、当該機関又は事務局 
（ｃ） 権限のある機関は、（ｆ）の規定に基づく日において、関連する書類に現れるもの以外の何かが意図さ

れていること及び提出された訂正以外何も意図されていなかつたことが当該権限のある機関にとつて明白であつ

た場合のみ、第九十一規則の規定に基づき誤記の訂正を許可する。 
（ｄ） 明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書若しくは補正書における誤記の場合、権限のあ

る機関は、（ｃ）の規定の適用上、明細書、請求の範囲及び図面（該当する場合には、関係する補充書又は補正書）

の内容のみを考慮する。 
（ｅ） 国際出願の願書部分若しくはその補充書、又は（ｂ）（ⅳ）に規定する書類における誤記の場合には、

権限のある機関は、（ｃ）の規定の適用上、国際出願自体（該当する場合には、関連する補充書又は（ｂ）（ⅳ）に

規定する書類）の内容のみを、願書、補充書又は書類とともに提出された書類、実施細則に従い当該機関が利用可

能な国際出願に関する優先権書類、及び（ｆ）の規定に基づく日に当該機関の国際出願の一件書類に含まれるすべ

ての書類とともに考慮する。 
（ｆ） （ｃ）及び（ｅ）の規定の適用上の日とは、次のとおりとする。 
（ⅰ） 提出された国際出願の部分における誤記の場合には、国際出願日 
（ⅱ） 提出された国際出願以外の書類における誤記の場合（国際出願の補充書又は補正書における誤記を

含む）には、当該書類が提出された日 
（ｇ） 次の場合には、第九十一規則の規定に基づき誤記を訂正できない。ただし、この（ｇ）の規定は、２０．

４、２０．５、２６の２及び３８．３の規定の適用に影響を及ぼすものではない。 
（ⅰ） 誤記が、第三条（２）に規定する国際出願の一若しくは二以上のいずれかの要素の欠落又は国際出願

の一若しくは二以上のいずれかの用紙の欠落にある場合 
（ⅱ） 誤記が要約にある場合 
（ⅲ） 第十九条の規定に基づく補正書における誤記の場合（ただし、国際予備審査機関が、（ｂ）（ⅲ）の規

定に基づく当該誤記の訂正の許可を管轄する場合を除く。） 
（ⅳ） 優先権の主張又は２６の２．１（ａ）の規定に基づく優先権の主張を補充する又は追加する書面にお

ける誤記であつて、誤記の訂正により優先日について変更が生じる場合 
（ｈ） 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、又は国際事務局が、国際出願又は他の書類において訂正

することができる明白な誤記と認められるものを発見した場合には、当該関係当局は出願人に対し、第九十一規

則の規定に基づき訂正のための請求をするよう求めることができる。 
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９１．２ 訂正のための請求 
９１．１の規定に基づく訂正のための請求は、優先日から二十六箇月以内に権限のある機関に提出しなければ

ならない。当該請求は、訂正される誤記及び提案された訂正を特定し、出願人の選択により、簡単な説明を記載す

ることができる。２６．４の規定は、提案された訂正を表示する方法に準用する。 
 
９１．３ 訂正の許可及び効果 
（ａ） 権限のある機関は、９１．１の規定に基づく訂正を許可するか拒否するかどうかを速やかに決定し、出

願人及び国際事務局に許可又は拒否について及び、拒否する場合には、その理由を速やかに通知する。国際事務局

は、実施細則の定めるところによつて処理し、必要に応じ、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関並びに指

定及び選択官庁に許可又は拒否を通知する。 
（ｂ） ９１．１の規定に基づき明白な誤記の訂正が許可された場合には、関係書類を実施細則で定めるところ

により訂正する。 
（ｃ） 明白な誤記の訂正が許可された場合には、当該訂正は次の日から有効となる。 
（ⅰ） 出願時における国際出願の誤記の場合には、国際出願日 
（ⅱ） 出願時における国際出願以外の書類の誤記の場合（当該国際出願の補充書又は補正書における誤記

を含む。）には、当該書類が提出された日 
（ｄ） 権限のある機関が、９１．１の規定に基づく訂正を拒否する場合には、国際事務局は、拒否の日から二

箇月以内に提出された出願人の要請に応じ、また、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、

訂正のための請求、当該機関による拒否の理由、及び出願人が提出する簡単な意見書を可能なときは国際出願と

ともに公表する。国際出願の国際公開が第六十四条（３）の規定により行われない場合には、請求、理由及び意見

書（該当する場合）の写しは、可能なときは第二十条の送達に含める。 
（ｅ） ９１．３（ａ）の規定に基づく権限のある機関による訂正の許可の通知を当該指定官庁が受け取る日の

前に既に国際出願の処理又は審査を開始した指定官庁は、明白な誤記の訂正を考慮する必要はない。 
（ｆ） 指定官庁は、当該指定官庁が権限のある機関であつた場合に９１．１の規定に基づく訂正を許可しなか

つたと認めた場合にのみ、９１．１の規定に基づき許可された訂正を無視することができる。ただし、指定官庁

は、事情に応じて相当の期間内に、当該官庁が訂正を無視することについて意見を述べる機会を出願人に与える

ことなく９１．１の規定に基づき許可された訂正を無視することはできない。 
 

第九十二規則 

通信 

９２．１ 書簡及び署名の必要性 
（ａ） 条約及びこの規則に定める国際的手続において出願人が提出する書類（国際出願の書類を除く。）には、

それ自体が書簡の形式のものでない限り、当該書類に係る国際出願を特定する書簡を添付する。その書簡には、出

願人が署名をする。 
（ｂ） （ａ）に定める要件が満たされていない場合には、出願人にその旨を通知し、その要件の欠落を指定し

た期間内に補足することを求める。その指定期間は、事情に応じて相当の期間とするものとし、書類の提出に適用

される期間よりも遅い時に満了する場合（又は書類の提出に適用される期間が既に満了した場合）においても、求

めの通知の郵送から十日以上一箇月以内とする。欠落が指定期間内に補足された場合にはその欠落は無視され、

その他の場合には出願人に当該書類が無視されたことを通知する。 
（ｃ） （ａ）に定める要件を満たしていないことが見落とされ、国際的手続において当該書類が考慮された場

合には、要件を満たしていないことは、無視される。 
 
９２．２ 言語 
（ａ） ５５．１、５５．３及び（ｂ）の規定が適用される場合を除くほか、出願人が国際調査機関又は国際予

備審査機関に提出する書簡又は文書は、当該書簡又は文書に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。ただ

し、国際出願の翻訳文が２３．１（ｂ）の規定に基づき送付されている場合又は５５．２の規定に基づき提出され

ている場合には、当該翻訳文の言語を用いる。 
（ｂ） 出願人から国際調査機関又は国際予備審査機関にあてる書簡は、当該国際調査機関又は当該国際予備

審査機関が許可した場合に限り、国際出願の言語以外の言語で作成することができる。 
（ｃ） 削除 
（ｄ） 出願人から国際事務局にあてる書簡は、英語、フランス語その他実施細則によつて認められる国際公開

の言語で作成する。 
（ｅ） 国際事務局から出願人又は国内官庁にあてる書簡又は通知は、英語、フランス語その他実施細則によつ

て認められる国際公開の言語で作成する。 
 
９２．３ 国内官庁及び政府間機関による郵送 
国内官庁又は政府間機関が発出し又は送付する文書又は書簡であつて、その発出又は送付の日から条約又はこ

の規則に定める期間が開始することとなるものは、航空郵便物として送付するものとする。ただし、平面路による

郵便物が差し出されてから通常二日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用することができない

場合には、航空郵便物に代えて平面路による郵便物として送付することができる。 
 
９２．４ 電信、テレプリンター、ファクシミリ等の使用 
（ａ） １１．１４及び９２．１（ａ）の規定にかかわらず、（ｈ）の規定に従うことを条件として、国際出願
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の書類及び国際出願に関するその後の書類又は文書は、可能な限り、電信、テレプリンター、ファクシミリ又は印

刷若しくは手書きの書類を提出することになる同様の通信手段により送付することができる。 
（ｂ） ファクシミリにより送付される書類にされている署名は、条約及びこの規則の規定の適用上、適当な署

名と認める。 
（ｃ） 出願人が（ａ）に規定する通信手段のいずれかにより書類を送付したが、到達した書類の一部若しくは

全部を判読することができない場合又はその書類の一部が到達していない場合には、到達した書類のうち判読す

ることができない部分又は送付した書類のうち到達していない部分については、到達しなかつたものとみなす。

国内官庁又は政府間機関は、速やかにその旨を出願人に通知する。 
（ｄ） 国内官庁又は政府間機関は、（ａ）に規定する通信手段のいずれかにより送付された書類の原本に先の

送付を確認する書簡を添付して、先の送付の日から十四日以内に提出することを要求することができる。ただし、

その要求は、国際事務局に通知され、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した後でなければ行うこ

とができない。その通知には、その要求が書類の全部又は一部のいずれに関するものであるかを特定する。 
（ｅ） 出願人が（ｄ）の規定に基づいて要求される書類の原本を提出しない場合には、関係国内官庁又は政府

間機関は、送付された書類の種類に応じ、第十一規則及び２６．３の規定を考慮して、次のいずれかを行うことが

できる。 
（ⅰ） （ｄ）の規定に基づく要求を放棄すること。 
（ⅱ） 出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に送付された書類の原本を提出するよう求

めること。 
ただし、送付された書類又は原本に欠陥がある場合において、国内官庁又は政府間機関がその欠陥の補充の求

めを発出することができるときは、当該国内官庁又は政府間機関は、（ⅰ）若しくは（ⅱ）の手続に加え又はその

手続に代えて当該欠陥の補充の求めを発出することができる。 
（ｆ） 国内官庁又は政府間機関は、（ｄ）の規定に基づく書類の原本の提出を要求していないが当該書類の原

本を受理することを必要と認めた場合には、（ｅ）（ⅱ）の規定に基づく求めを発出することができる。 
（ｇ） 出願人が（ｅ）（ⅱ）又は（ｆ）の求めに応じなかつた場合には、 
（ⅰ） 関係書類が国際出願に係るものであるときは、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理

官庁は、その旨を宣言する。 
（ⅱ） 関係書類が国際出願の後に提出する書類であるときは、その書類は、提出されなかつたものとみな

す。 
（ｈ） 国内官庁又は政府間機関は、（ａ）に規定する通信手段により書類を受理する用意がある旨を国際事務

局に通知し、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した場合を除くほか、当該通信手段により提出さ

れた書類を受理する義務を負わない。 
 

第九十二規則の二 

願書又は国際予備審査の請求書の表示の変更の記録 

９２の２．１ 変更の国際事務局による記録 
（ａ） 国際事務局は、出願人又は受理官庁の要請に基づき願書又は国際予備審査の請求書における次の事項

の表示の変更を記録する。 
（ⅰ） 出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名 
（ⅱ） 代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称又はあて名 

（ｂ） 国際事務局は、優先日から三十箇月の期間の満了の後に記録の要請を受理した場合には、要請された変

更を記録しない。 
 

第九十三規則 

記録及び一件書類の保存 

９３．１ 受理官庁 
各受理官庁は、国際出願又は国際出願として提出されたものに関する記録（受理官庁用写しを含む。）を当該国

際出願日又は、国際出願日を認めない場合には、当該受理の日から少なくとも十年間保存する。 
 
９３．２ 国際事務局 
（ａ） 国際事務局は、国際出願の一件書類（記録原本を含む。）を当該記録原本の受理の日から少なくとも三

十年間保存する。 
（ｂ） 国際事務局の基本的な記録は、無期限に保存する。 

 
９３．３ 国際調査機関及び国際予備審査機関 
各国際調査機関及び各国際予備審査機関は、その受領した各国際出願の一件書類を当該国際出願日から少なく

とも十年間保存する。 
 
９３．４ 複製物 
この第九十三規則の規定の適用上、記録、写し及び一件書類は、光学的、電子的又はその他の複製物として保存

することができる。ただし、その複製物は、９３．１から９３．３までの規定に従つて記録、写し及び一件書類を

保存する義務が履行されるようなものであることを条件とする。 
 

第九十三規則の二 
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書類の送達方法 

９３の２．１ 請求による送達、電子図書館を経由した送達 

（ａ） 条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類（以下「書類」という。）

の国際事務局から指定官庁又は選択官庁に対して行う送達、通知又は送付（以下「送達」という。）について規定

する場合において、その送達は、関係する官庁による請求によつてのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる。こ

の請求は、個別に特定された書類又は特定された一又は複数の書類の分類に関するものとして行うことができる。 
（ｂ） （ａ）の規定に基づく送達は、国際事務局と関係する指定官庁又は選択官庁との間で合意したときは、

実施細則で定めるところにより、国際事務局が、当該官庁がその書類を検索する権能を有する電子図書館におい

て、書類を電子形式で入手可能な状態にする時に行われたものとみなす。 

 
第九十四規則 16 

国際出願の一件書類の利用 

９４．１ 国際事務局が保有する一件書類の利用 
（ａ） 国際事務局は、出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、役務の費用の支払を条件として、一件

書類中の文書の写しを提供する。 
（ｂ） 国際事務局は、第三十八条及び（ｄ）から（ｇ）までの規定に従うことを条件とし、かつ、国際出願が

国際公開された後はいかなる者の請求にも応じ、役務の費用の支払を条件として、一件書類中の文書の写しを提

供する。写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。 
（ｃ）17 国際事務局は、国際予備審査報告の作成の後、選択官庁により請求された場合に、当該選択官庁に代

わつて、（ｂ）の規定により、７１．１（ａ）又は（ｂ）に基づいて国際予備審査機関から国際事務局に送付され

た書類の写しを提供する。国際事務局は速やかにこの請求の詳細を公報に掲載する。18 

（ｄ） 国際事務局は、４８．２（ｌ）の規定に基づき公開の対象から省略された一件書類中の情報及び当該規

定に基づく請求に関する一件書類中の文書を利用することができるようにしてはならない。 
（ｅ） 国際事務局は、次のことを認めるときは、出願人による理由を示した請求により、一件書類中の情報及

び当該請求に関する一件書類中の文書を利用することができるようにしてはならない。 
 （ⅰ） 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと。 

  （ⅱ） 当該情報の公衆による利用により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損なわれる

こと。 
  （ⅲ） 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと。 
２６．４の規定は、出願人がこの（ｅ）の規定に基づいて行う請求の対象である情報を提示する方法について準

用する。 
（ｆ） 国際事務局が（ｄ）又は（ｅ）の規定に従つて公衆による利用の対象から情報を省略し、及び当該情報

が受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関が保有する国際出願の一件

書類に含まれる場合には、国際事務局は、速やかにその旨を当該官庁及び当該機関に通知する。 
（ｇ） 国際事務局は、内部における利用のためにのみ作成された一件書類中の文書を利用することができる

ようにしてはならない。 
 
９４．１の２ 受理官庁が保有する一件書類の利用 
（ａ） 受理官庁は、出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、一件書類中の文書を利用することができ

るようにすることができる。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。 
（ｂ） 受理官庁は、いかなる者の請求にも応じ、国際出願が国際公開された後、かつ、（ｃ）の規定に従うこ

とを条件として、一件書類中の文書を利用することができるようにすることができる。文書の写しの提供は、役務

の費用の支払を条件とすることができる。 
（ｃ） 受理官庁は、国際事務局が４８．２（ｌ）の規定に従つて公開の対象から省略され、又は９４．１（ｄ）

若しくは（ｅ）の規定に従つて公衆による利用の対象から省略された旨を通知したいかなる情報も（ｂ）の規定に

基づいて利用することができるようにしてはならない。 
 
９４．１の３ 国際調査機関が保有する一件書類の利用 
（ａ） 国際調査機関は、出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、一件書類中の文書を利用することが

できるようにすることができる。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。 
（ｂ） 国際調査機関は、いかなる者の請求にも応じ、国際出願が国際公開された後、かつ、（ｃ）の規定に従

 
16 １９９８年７月１日から効力を生ずる規則９４は、当該日以降に出願された国際出願にのみ適用される。当該

日まで効力を有する規則９４は、当該日までに出願された国際出願に引き続き適用される。１９９８年７月１

日まで効力を有する規則９４を以下に再掲する： 
  省 略 
17 ２００４年１月１日から効力を生ずる規則９４．１（ｃ）は、当該日以降に出願された国際出願に適用され

る。また、規則９４．１（ｃ）は、国際出願の国際出願日が２００４年１月１日より前又は以後であるかに関

係なく、２００４年１月１日以降に国際予備審査報告書の写しが提供される全ての国際出願にも適用される。 
18 国際際事務局が代わりに国際予備審査報告の写しを提供することについて請求を行つた選択官庁に関する情報

は、以下のＷＩＰＯウェブサイトでも公表される： 

www.wipo.int/pct/en/texts/access_iper.html 
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うことを条件として、一件書類中の文書を利用することができるようにすることができる。文書の写しの提供は、

役務の費用の支払を条件とすることができる。 
（ｃ） 国際調査機関は、国際事務局が４８．２（ｌ）の規定に従つて公開の対象から省略され、又は９４．１

（ｄ）若しくは（ｅ）の規定に従つて公衆による利用の対象から省略された旨を通知したいかなる情報も（ｂ）の

規定に基づいて利用することができるようにしてはならない。 
（ｄ） （ａ）から（ｃ）までの規定は、補充調査のために指定された機関について準用する。 

 
９４．２ 国際予備審査機関が保有する一件書類の利用 
（ａ） 国際予備審査機関は、出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、一件書類中の文書を利用するこ

とができるようにする。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。 
（ｂ） 国際予備審査機関は、選択官庁の請求に応じ、国際予備審査報告の作成の後、かつ、（ｃ）の規定に従

うことを条件として、一件書類中の文書を利用することができるようにする。文書の写しの提供は、役務の費用の

支払を条件とすることができる。 
（ｃ） 国際予備審査機関は、国際事務局が４８．２（ｌ）の規定に従つて公開の対象から省略され、又は９４．

１（ｄ）若しくは（ｅ）の規定に従つて公衆による利用の対象から省略された旨を通知したいかなる情報も（ｂ）

の規定に基づいて利用することができるようにしてはならない。 
 
９４．２の２ 指定官庁が保有する一件書類の利用 
指定官庁が適用する国内法令が第三者に対し国内出願の一件書類の利用を認めている場合には、当該指定官庁

は、国際出願に関する一件書類中の文書の利用を、国内出願の一件書類の利用について国内法令が定める程度と

同様の程度まで認めることができる。ただし、第三十条（２）（ａ）に定める日のうち最も早い日の前であつては

ならない。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。 
 
９４．３ 選択官庁が保有する一件書類の利用 
選択官庁が適用する国内法令が第三者に対し国内出願の一件書類の利用を認めている場合には、当該選択官庁

は、国際出願に関する一件書類中の文書（国際予備審査に関する文書を含む。）の利用を、国内出願の一件書類の

利用について国内法令が定める程度と同様の程度まで認めることができる。ただし、第三十条（２）（ａ）で定め

る日のうち最も早い日の前であつてはならない。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることがで

きる。 
 

第九十五規則 

指定官庁及び選択官庁からの情報及び翻訳文 

９５．１ 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報 
指定官庁又は選択官庁は、次の国際出願に関する情報を、次の事象の発生後二箇月以内に又はその後合理的に

できる限り速やかに国際事務局に通知する。 
（ⅰ） 出願人が第二十二条又は第三十九条に規定する行為を行つた後、当該行為を行つた日及び国際出願

に付された国内出願番号 
（ⅱ） 指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国内慣行に基づいて明示的に国際出願を公表する場合には、

その国内の公表の番号及び日 
（ⅲ） 特許が与えられた場合には、その与えられた日及び指定官庁又は選択官庁が国内法令に基づいて特

許が与えられた形式で明示的に国際出願を公表する場合には、その国内の公表の番号及び日 
 
９５．２ 翻訳文の写しの提供 
（ａ） 指定官庁又は選択官庁は、国際事務局の要請により、当該指定官庁又は当該選択官庁に対して出願人が

提出した国際出願の翻訳文の写しを国際事務局に提供する。 
（ｂ） 国際事務局は、いかなる者に対しても、請求に応じ、かつ、費用の支払を条件として、（ａ）の規定に

従つて受領した翻訳文の写しを提供することができる。 
 

第九十六規則 

手数料表並びに手数料の受領及び移転 

９６．１ 規則に附属する手数料表 
第十五規則、４５の２．２及び第五十七規則に規定する手数料の額は、スイスの通貨で表示する。手数料の額

は、この規則に附属しこの規則の不可分の一部をなす手数料表に定める。 
 
９６．２ 手数料の受領の通知及び手数料の移転 
（ａ） この９６．２の規定の適用上、「官庁」とは受理官庁（受理官庁として行動する国際事務局を含む。）、

国際調査機関、補充国際調査のために指定された機関、国際予備審査機関又は国際事務局をいう。 
（ｂ） この規則又は実施細則に従つて他の官庁のための手数料を徴収する官庁（「徴収官庁」）は、実施細則に

従つて速やかに当該他の官庁（「受益官庁」）に当該手数料の受領を通知する。受益官庁は、当該通知の受領によ

り、徴収官庁が手数料を受領した日に当該手数料を受領したものとして処理する。 
（ｃ） 徴収官庁は、実施細則に従い、受益官庁のために徴収した手数料を当該受益官庁に移転する。 
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手数料表 

 
手数料       額 
 
一 国際出願手数料（１５．２） 千三百三十スイス・フランに三十枚を超える

用紙一枚ごとに十五スイス・フランを加えた

額 

 
二 補充調査取扱手数料（４５の２．２） 二百スイス・フラン 
 
三 取扱手数料（５７．２） 二百スイス・フラン 
 
 
減額 
 
四 実施細則に定めるところにより、次のいずれかの形式の国際出願がされた場合には、国際出願手数料から次

に掲げる額を減額する。 

（ａ） 電子形式の国際出願であつて、願書の記述が文字コード形式ではないもの 百スイス・フラン 

（ｂ） 電子形式の国際出願であつて、願書の記述が文字コード形式であるもの 二百スイス・フラン 

（ｃ） 電子形式の国際出願であつて、願書、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式であるもの 

三百スイス・フラン 
 
五 国際出願が次の者によつてされた場合には、一の規定に基づく国際出願手数料（四の規定が適用されるとき

は、同規定に基づき減額されたもの）、二の規定に基づく補充調査取扱手数料及び三の規定に基づく取扱手数料は、

その九十パーセントを減額する。ただし、国際出願をするに当たり当該国際出願の実質的な所有者であつて（ａ）

及び（ｂ）に定める基準を満たしていないものがおらず、かつ、二人以上の出願人があるときは、全ての出願人が

次の（ａ）又は（ｂ）に定める基準を満たしていなければならない。（ａ）及び（ｂ）に規定する国の一覧表 19に

ついては、総会が与える指示に従い、事務局長が少なくとも五年ごとに更新する。（ａ）及び（ｂ）に定める基準

は、総会が少なくとも五年ごとに検討する。 

（ａ） 国際連合が公表する一人当たりの実質国内総生産（二千五年基準、合衆国ドル表示）の最近の十年間の

額を平均したものに基づく一人当たりの国内総生産が二万五千合衆国ドルを下回る国で、かつ、自然人である国

民及び居住者が行う国際出願の数であつて、国際事務局が公表する最近の五年間の年次出願数の平均値に基づく

ものが百万人当たり年間十件未満又は絶対数で年間五十件未満である国として一覧表に掲げる国の国民で、かつ、

当該国に居住する自然人である出願人 

（ｂ） 自然人であるか否かを問わず、国際連合により後発開発途上国に分類される国として一覧表に掲げる

国の国民で、かつ、当該国に居住する出願人 

 

 
19 最初の国の一覧表は２０１５年２月１２日付け公報の３２ページで公表された。

（www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html を参照） 
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